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水辺林の保全に向けて
－研究の現状ど課題一

なかむらふとし

中村太士
北海道大学農学部助教授
壷011-706-2529（直通）r

はじめに

渓畔林・河畔林など川沿いに成立する森林の持つ生態的機能が注目を集めるよう

になってきた。こうした背景の一つに，“森は海の恋人"といった表現に多くの人が

ロマンを感じ，沿岸海域の資源は森の栄養によって滋養されていると信じるように

なったことが挙げられる。また，コンクリートで固められ生き物を失った都市河川

を受け入れがたく，川沿いに緑を造成することによって景観的，生態的にも機能す

ることを願う背景がある。

社会のこうした方向性は，河川生態系の維持といった視点からも肯定されるもの

ではある。しかし，残念ながらマスコミ報道等で耳にする内容の多くは，研究者の

目から見るとあまりに観念的，憶測的，感|削りである。川沿いの森林が河川の水質，

生物にいかなる影響を与えるのかといったWI:究は，まだ始まったばかりであり，技

術論として展開できるほど成熟したものではない。また，海へのつながりとなると

ほとんどお手上げである。森林から供給される有機物が流域からいつごろ，どのく

らいの量，またどのような形態で海に流出するのかすら，われわれはよくわかって

いないのである。事実，日本において落葉リターの収支を集水域レベルで測定した

事例は筆者の知るかぎり一例もない。本論では，現在水辺林の構造と機能について

わかっている内容を簡単にまとめ，水辺林保全の意義と今後の課題について述べよ

うと思う。

水辺林の縦横断的変化

水辺林の種細戎は,上流から下流に向かって,さらに谷底から谷壁に向かって徐々

に変化する。例えば，冷温帯の狭い山地渓谷部を流れる小渓流沿いには，トチノキ，

カツラ，サワグルミなどが生育し，これらは「渓畔林」もしくは「渓谷林」と呼ば

れている。さらに下流の支流扇状地部や広い谷底部では河川は網目状に分派流を形

成し，オオバヤナギ，ドロノキ，ハルニレなどが優占し，「河畔林」もしくは「河辺

林」と呼ばれている。また，本流平野部にはオノエヤナギ，ケヤマハンノキが優占

林業技術N().6651997.8
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し，広大な河畔林を構成する。これより下流の後背湿地帯に入ると河川は蛇行し，

ハンノキ，ヤチダモに代表されるr湿地林｣，自然堤防_上に生育するエゾノキヌヤナ

ギなどの「拠水林」が見られる。流程に沿った種の分布は，ヤナギ科植物に限って

も認められている（図①)。こうしたヤナギ科植物の流程に沿った分布パターンは，

基質（土性）によって説明されており，河床の材料が礫から砂・シルトに変化する

にしたがって種の優占度も変化することになる。

同様な種の分布パターンは，谷底から谷壁に続く横断方向でも認められ，賊低河

床高からの比高によって説明されることが多い。図②は北海道-|･勝川扇状地河川の

事例であるが,屈IIII部内側もしくは旧流路跡地など比高1.0m以下の最も低い堆穣

面にはケヤマハンノキが成

立し，流路近くではあるが

1.0m程度の比高を有する

場所にオオバヤナギ，さら

に2．0m程度の高い堆獄

面にはドロノキが優占する。

また，これより満い堆積面

では針葉樹も増加する傾向

にある。基便や比高，洪水
かく

撹乱の頻度・強度は互いに

関連して存在するものであ

り，独立して議論するには

無理がある。下流域に位置

する湿地林の種分布を決め

る要因としては，水位や溶

存酸素なども重要になって

くるであろう。結局のとこ

ろ，流程に応じて撹乱と森

林の更新動態は変化し，種

分布を決める主要間も変化

する。流程に沿った撹乱，

立地，更新動態，生活史特

性の類型化が今後必要にな

ってくると思われる。
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河、 源流河口からの距離

図①北海道におけるヤナギ科植物の河川に沿った分布の模式図
（新山．1995：生態学会誌45巻）
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河川生態系における水辺林の役割 (図③）

図③河川生態

渓畔林が渓流の水面を覆うと，太陽の光が遮断され，川の表面は暗く，木漏れ日

が差し込む程度になる。北海道の広葉樹林では，夏の間，太陽日射量の約85％がカ

ットされ，直接水面に到着できるエネルギー堂は15％程度に抑えられる。また，針

葉樹林lぐでの到達量はさらに小さくなる。こうした渓畔林樹冠の日射遮断によって，

夏期，川の水が最も少なくなる時期でも，山地上流域の渓流水温は低温に保たれ，

渓流内の石礫に付着する藻類の繁殖は抑えられることになる。日射遮断効果は，冷

水を好むサクラマスなどの遡河回遊魚にとってはきわめて重要であり，生息域を制

限する要因として水温が強く影響する。

渓畔林の樹冠による日射遮断が卓越する山地渓流では，水生植物による光合成量

はきわめて少なく，エネルギーの大部分を渓流外で生産される有機物に頼らなくて

はならない。このエネルギー源のほとんどが，秋に渓畔林から落とされる落葉であ

り，落葉以外にも，枝，幹，花，種，魚類の死骸などもエネルギー源となりうる。

米国の落葉広葉樹林で調査された結果では，山地渓流において渓流外の渓畔・山腹

斜面から供給される有機物量は,溶存態の有機物量も加えると全体の99％以上にも

上る。渓流内に入った落葉は，可溶性物質が溶け出した後，微生物，特に菌類が付

着し，最終的に水生昆虫によって摂食されるという過程をたどって分解される。落

葉の分解速度は，樹種によって異なっており，一般的には渓畔に見られ窒素分の多

いハンノキ属やシナノキ属が最も分解されやすく，カエデ属，シラカンバ属が中程

度，斜面の老齢林に見られるコナラ属，ブナ属などの葉は分解されにくい。また，

草本の葉も分解速度は一般的に早い。河畔林からは落葉のみならず昆虫も落下し，

魚類にとって蝿要な食物源となる。水辺に張り出した枝からは，多くの陸生昆虫が

落下する。河川内での落葉の流出が進み，水生昆虫の現存量が少なくなる夏の期間，

渓畔林から落下する陸生昆虫の量が逆にピークになる。河川内が貧栄養状態のこの

Iゾノ 期間，落下昆虫は魚類の栄養

も○三 を補う重要な食物源になると

射遮断

交換

考えられ，河川は巧妙に栄養

のバランスを保っていること

がうかがえる。

上流から流れてくる物質，

例えば落葉や窒素のようなエ

ネルギー源・栄養源が水生生

物に利用されるためには，河

川内にどのような構造が必要

なのであろうか。図④に渓流

内に滞留する落葉量の1年間

の変化を示した。9～11月に

林業技術No.6651997．8
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t

かけて，一度にha当たり3トン程度の

落葉が渓流内に供給されるものの，その

ほとんどは流水によって急速に運搬され，

春先に残っている落葉は落葉期の15％

程度にすぎない。秋の落葉や夏および融

雪時の洪水に象徴されるように，落葉の

供給と運搬はきわめて集中的．突発的で

あり，その結果渓流内に貯留される落葉

堂の変化も急激である。安定したエネル

2(）
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94．1195．395．6 ギー源を確保するためには，一時的に流

借ける落葉滞留型の季節変化下物質を保持・捕捉する自然渓流の機能

が注目されるのである。落葉は，渓流内

に分布するいろいろな障害物，例えば流木や枝にからみついて捕捉されたり，突起

している礫裏に重なり合ったり，また淵や流速の遅くなった渓岸・砂礫帯沿いに多

く分布することがわかっている。細かい落葉片などは河床の砂礫の間隙に捕捉され

たりもする。

森林があることによって渓岸の洗掘が軽減されることは，古くから知られている

事実である。これは，渓畔林の根が渓岸を間定するためで，大径木ほどその効果が

高いといえる。一方，朽ちて渓流内に倒れ込んだ倒木，さらに移動した流木も渓流

の微地形形成，さらに渓流内の物質移動に重要な役割を果たしている。倒流木が水

の流れをさえぎり変化させることによって，さまざまな微地形が形成される。米国

で実施された研究では,渓流内に形成される階段状の落ち込み構造の30～80％が倒

流木によって形成され，淵の約50～100%が倒流木によって形成されていると報告

されている。こうした微地形変化に伴う淵形成は魚類生息場として注目され，これ

までの研究から倒流木の蝋が増えると魚類の品が増える結果が示されている。しか

し研究成果のほとんどは，大径針葉樹が渓畔に生育する米国西海岸地域から発表さ

れており，一度人為的な手が加わって小径の広葉樹が分布する日本の水辺林で，同

様の機能が期待できるかどうかは明らかではない。淵形成に及ぼす影響はこれらの

事例と比べて小さいと考えるのが自然であろう。
牡んらん

山腹緩斜面のゴルフ場開発，河川氾濫原の農地開発に伴い河川水質の汚染が問題

になっている。北海道では，こうした水質悪化と海域への影響に不安を持つ漁業協

同組合が，みずから土地を職入するか，国有林もしくは道有林と協力して河畔林を

造成するなどの活発な動きが見られる。河川水質の汚濁源となる窒素，リン，濁度

粒子が，河畔林によって効率的に除去されることについては，近年の研究によって

明らかにされている。これらの研究成果では，地下水に含まれる硝酸塩力§河畔林帯

をおよそ30m程度流れると大幅に除去されることが示されており，水質を保持す

るための緩衝帯もしくはフィルターとしての水辺林の役割が注目されている。水辺

林の中でも湿地に生育する湿地林およびスゲ・ヨシに代表される低層湿原は，古く

94．994．1195．395．6

北海道幌内川における落葉滞留型の季節変化図@

露

林業技術No.6651997.8
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同曾

から水質浄化機能が注目されているが，これにも限界があり，過剰な栄養塩類の堆

積に伴う土壌の栄養化と湿原植生の変化が釧路湿原などでは問題になっている。

河川には直接関係していないが，水辺林が野生動物の生息場所（ハビタット）と

しても重要な役割を果たしていることが知られている。北海道のエゾシカは，湖畔

や渓|伴域を越冬する場所として利用しているといわれ，シマフクロウは営巣できる

大径の河畔林が必要である。こうした研究はまだまだ緒に就いたばかりであるが，

動植物の移動通路（コリドー）としての水辺林の役割も含めて，今後研究の発展が

期待される分野である｡

*まとめ腱代えて擁騨

渓畔林を構成する種の分布パターンに見られたように，それぞれの種は洪水撹乱

によって形成される基質や地形面の高さによって分布域を分けている。また，これ

らが維持され更新してゆくためには，安定度の異なる動的な立地環境が維持されな

ければならない。こうした視点から考えれば，砂礫の移動が頻発する場所を好む種

(例えばケショウヤナギ等）を，保護する目的から安定した場所に隔離することは，

逆に種の更新を妨げることにつながる。水辺林は，砂礫の移動を含めた河川のダイ

ナミクスそのものが維持されることによって保全されると考えるべきである。

水辺林が注目を集めるにしたがって，渓流・河川にいったいどの程度のI隔で残し

たらよいのか，もしくは造成したらよいのかと頻繁に聞かれるようになった。これ

らの質問に対して，逆に「なぜ造成したいのですか？」と聞くとその明確な答えが

返ってこないのはどうしてだろうか。目的がしっかりしておらず，緑地帯をつくれ

ば「自然にやさしい川づくり」といった言葉で表現できるからであろうか。堤内地

(住居)側にいくら桜堤を造成しても川には何の生態的役割も果たすことはできない

のである（もちろん花見には最高かもしれない)。水辺林への期待が高まっている今

こそ，イメージ先行の情緒的な内容で水辺林をとらえるのではなく，その生態的機

能に立脚した論理を組み立てるべきだと思う。結局のところ，残さなければならな

い水辺林は目的（期待する機能）によって変化するものであり，目的は周辺の土地

利用に関連して定められるものである。

最後に，これまで述べてきた論点からわかるように，水辺林の構造と機能を維持

してゆくためには，以下の4つの重要なつながりが維持されなければならない。一

つは，森林（水辺林）と川のつながり，二つ目は上流から下流への物質移動のつな

がり，三つ目は地表流水と地下水脈とのつながり，鹸後は川と地域とのつながりで

ある。川は流域であり，流域の土地利用が川の現状を反映する。地域づくりの中で

川づくりをいかに実現してゆくかはきわめて重要な視点である。今，失っているこ

れらのつながりをいかに回復してゆくかが，今後の川づくりの基本理念となりうる。

〈完〉

休業技術No.66519W8
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開園林業技術者問題を考える面
すでにご紹介している『林業技術者問題懇談会報告書』（座長小林富士雄日林協顧問･平

成6年3月）は，わが国林業技術者を取り巻くさまざまな問題や技術者としてのあるべき
姿等を検討し，多岐にわたった林業技術者問題を提議しています。その当時見え隠れして

いた国有林改革の動きも近くその方向・姿が示される段階となり，林業技術者問題をめぐ

る論議・掘り下げはさらに大切となった感がします。今回は，歴史性と林業技術をキーワ
ードに次の4氏に技術者像を語っていただきました。

關周 泳業没術者脳を孝之る〃

林業技術の歴史性
銅

芽惇
'＝

L

B

h

ふ るたきみと

古田公人東京大学大学院農学生命科学研究科教授

◆林業技術の変化◆

〈》ん

今，林業は危機に瀕している。その原因はどこ

にあるのだろうか。そのことを蝋に侭きながら林

業技術の基盤ともいうべきものについて考えてみ

たい。

林業技術とは森林そのものに対する働きかけで

あるから5)，育林(更新･保育)技術と伐出(伐採・

搬出）技術が不可分の形で介在する。これと経営

技術が合わさって林業技術であるという')。しか

し，林業技術の根幹を成す育林技術と伐出技術は

必ずしも平衡をとりながら発達してきたのではな

い｡

江戸時代以前の木材利用とは基本的には天然林

からの採取であったから，その時代の林業技術が

伐出を中心としていたのは当然である。それにし

ても，奈良時代に現存のものよりもはるかに大き

い大仏殿が建てられた事実を知れば，経験技術と

しての伐出技術がいかに早くから満度に発展して

いたことがわかる。もちろん現代の伐出技術は過

去のものとは異なり，物理学を基盤とする科学技

術が広範囲に使用されるようになっている。伐出

技術こそは林業技術の中で最も月覚ましく進歩し

た分野である。しかし，森林経営の現場にはl1l村

の急激な過疎化と労働力の減少を補うだけではな

く，街から人材を呼び戻すにもいっそうの機械化

を組み込んだ林業システムへの期待がある8>・

日本の育成林業は近世初期の記録的な濫過伐に

よって天然資源が半減するほどの荒廃を呈した

18世紀初頭に始まる'5)。しかし，平安時代の最澄

が「山家学生式」の中で樹木を植えることの重要

性に触れていることからみても9)，植えたからに

は育て利用する技術，言い換えるならそれなりの

育林技術があったと思われる。江戸時代ともなれ

ば幕府や諸藩には林役人が置かれて森林を管理す

るとともに，さまざまなデータを記録した林簿が

作成されるなど10),管理は組織的に行われ,育林技

術も進展した。藩幕有林以外でも，吉野や尾職

日田のような後の有名林業地では植林・育林・伐

採までの林業技術体系ができあがった2M)'2)。吉野

の場合についていえば，育苗技術も，吉野の林業

技術を特徴づける密植・長伐期・多間伐施業もこ

の時期に確立している2)。このようなことは森林

に関する知識が広くいきわたり，さまざまな森林

の法則性が発見されていたことを意味している。

◆技術の評価◆

技術は時代とともに変化するが，技術に関する

考え方もまた変化する。世界が無限の広がりを持

つと考えられていた時代には，科学技術の進歩は

林業技術No.6651997.8
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人間を自然の制約から解放し，幸福にするものと

考えられた。しかし，世界が有限であることがわ

かってくると，進歩に対して疑いが抱かれるよう

になり，また2度も繰り返された世界戦争によっ

て，科学技術は人間を幸福にするだけではなく，

かえって不幸にする場合もあることが認識される

ようになり，技術は使用目的にかなうかどうか以

外のところでも評価されねばならなくなってきた。

そのような状況の中で，農業や林業といった自然

に働きかける産業，あるいは自然環境への人為の

介入に関しても技術の安易な使用に対して疑問が

抱かれるようになった。その閉ざされることなき

幕開けは1962年のレイチェル･カーソンの「サイ

レントスプリング」である。ここでは自然に働き

かける技術もまた，効率がよい，使いやすいなど

だけではなく，「そもそも何のために｣という点か

ら，すなわち本質的な価値に基づいて評価すべき

ことが世に問われた。

◆そもそも何のために◆

かつて，建築資材も燃料も肥料さえもが森林か

ら採取された。林産物はいわば現代の鉄と石油を

兼ね備えたものであった。そのような社会では，

森林利用のための技術は社会が機能するうえでき

わめて重要であった。

明治維新と開国はあらゆる面にわたる制度の変

革をもたらしたが，森林についても同様である。

政府は各藩の奉還した森林を官林として山林局に

よる直轄化を行い，また試験・教育機関を整備し

た。急激に進められた都市，公共施設，工場，鉄

道などの建設，造船，軍備などのために長大な木

材に対する需要が増大し，木材の安定的な供給は

富国強兵という国家目標の実現に不可欠であると

考えられた。林学の先進国であったドイツ，オー

スi､リア林学で育てられ，木材の長期的かつ安定

的な供給を目的とした法正林思想が官林の経営方

針と計画の理論的拠り所とされたのは'6)，そのた

めである。

明治末期には木材需要の激増により荒廃した林

地が著しく多くなり，かつ水害が頻発した。当時，

林業技術No.66519W8

第一高等学校校長であった新渡戸稲造が入学式で

治山や植林に志すものの出現を呼びかけたほどで

あった'7)｡このような背景の中で,特別経営といわ

れる未立木地の造林事業が大々 的に行われた'‘I)。

第二次大戦後は伐採跡地が荒廃化し，それとと

もに大水害が起こった。戦争で壊滅した産業，都

市，運輸などの一日も早い復興が望まれたため，

森林の荒廃にもかかわらず木材の増産が急務とな

った。造林臨時措漬法の制定，森林法改正，森林

開発公団の設立，分収造林特別措置法の制定など

が1950年から次々と実行され,折からの燃料誠命

による薪炭生産の急減もあって，いわゆる拡大造

林が遂行された3)。それが可能であったのも伐出

技術の発展があったからであるが，当時はさらな

る機械化によって生産を量的に拡大するとともに，

農業的・工業的な林業を行うことが指向されたの

である11>・

明治時代に法正林が林学の規範と考えられ，ま
まい

た第二次大戦後に国を挙げて拡大造林に迩進した

のはそれを可能とするエネルギーが日本の社会に

あったからである。当時と同じものを今の時代に

日本国内に求めることはできない。林産物の占め

ていた地位は鉄と石油にとって代わられ，高度経

済成長は山村を解体したばかりか，かつて木材生

産の6割を占めた，財産という適格性からくるス

ポット生産の基盤を失わせた7)。国土緑化は進み，

大洪水の発生もほとんどなくなり，これ以上の治

山・治水事業には疑問さえ抱かれるようになって

いる。そのうえ，世界は一つとなった。ここにこ

そ本当の問題があるのだが，現実には世界の市場

は一つに統合され，資本は価値の差を求めて国境

を越えて動く。木材利用技術もまた商品化され，

画一化されていく。剰余価値を生み出しうる森林

は地球上のどこにあろうと搾取され，そうでない

森林はあたかも粗大ごみであるかのように捨てら

れていく。このような現実に林業はいかに対処す

べきであろうか。

いうまでもなく鉄と石油以前の地位の回復を待

つことも，高度成長以前に戻ることもさしあたっ

てはありえない。一つとなった世界が過去の状態



に戻ることはもっとありえないし，それに代わる

秩序の形成には時間がかかるであろう。そのこと

に目をつむったままで，過去は良かったという文

化論的な発想で予定調和的な理想像を振り回すこ

とは見るべきものから目をそらさせ，不道徳であ

り，またいつかは良くなるという根拠のない期待
ぎまん

で惰性的な森林管理を容認することは欺職である。

林業技術と同じように有機体を対象とする技術

には医術がある。林業技術が林学として体系づけ

られるように，医術もまた医学として体系づけら

れる。医学の祖といわれる古代ギリシャのヒポク

ラテスは，病気を「悩み」という，人の生の経験

としてとらえ，その経験的事実から「病気」とい

う概念を抽出し，科学を打ち立てたといわれてい

る6)｡経験的事実とはよって立つ基盤であり，価値

の根拠であろうが，かつて林学の基盤であった諸

条件の多くが喪失した現在，林学はどのような経

験的事実の上に構築されているのだろうか。日本

の大学は個人的関心こそが価値というポストモダ

ニズムのただ中にあるといわれるが'3)，林学のよ

うな現実の世界を対象とする学問が具体的な経験

的事実の上に打ち立てられるのでなければ，学問
さまつ

は瓊末に走り，技術は目的を失う。
みち

日本林業に残された一つの途は，可能ならば，

技術を駆使して競争に勝ち抜くことであり，もう

一つの途は環境形成作用や生物の生息の場といっ

た森林機能を明確に位置づけ，その立場に立って

森林を管理することであろう。そのために，林業

技術は何を主張し，どうあるべきか。そのことが

問われている。

現代の林学はさまざまな課題を持っている。思

いつくままに挙げてみても，日本の森林の生物多

様性はいかなるものか，更新や成長の面で森林の

群集はどのような特徴を持つのか，本当に豊かな

森林とはどのようなものか，それはどうすれば実

現あるいは維持できるのか，森林のある農山村の

景観や自然度の高い都市緑地をどのように評価す

るのか，質量ともに優れた水源を確保するために

森林の管理はいかにあるべきか，森林が公共のも

のということはどういうことか，どうすれば森林

9

は本当の意味で公共のものとなるのかというよう

なことである。こういった自然と人間のかかわり

のあり方を大衆消費社会におもねることなく，し

かし多面的に研究し，成果を広く社会に知らせる

ことは林学の重要な課題である。その多くは単な

る研究課題というよりも技術の働きかけを通して

解明されていく性質のものでもある。

視野を海外に広げると，伐出技術と育林技術の

ずれの大きさに気がつく。熱帯林や寒帯林は切り

開かれるが，更新の技術は十分ではない。樹木の

成育は長期を要するうえ，単位面積当たりの森林

の葉量は一定である。このため森林では育種や肥

培といった農業の場合の最も基本的な技術は実用

的ではなく，農業的技術の介入の余地がきわめて

限定されている。森林に関する知識のいっそうの

拡大と体験や経験に基づく森林の法則性のさらな

る発見によって育林技術の進歩がなくてはならな

い。

林業技術が歴史性を有することは，それぞれの

時代に与えられた課題を技術的に解決しさえすれ

ばこと足れりということを意味するのではない。

森林そのものに対する働きかけを通して，自然と

人間とのかかわりのあるべきあり方を常に指向し

て，新しい時代を開くものでなければならない。
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囹圓〃美郷婿"題を孝之る

現場から林業技術を考える
魚

私は大学卒業後，林野庁に勤務して4年目にな

るが，いまだ私にとって，林業技術とは何なのか，

林業技術者とはだれなのか，というこ.とは明らか

でない。そのような者が林業技術，林業技術者を

語るのもおこがましいが，これまでの少ない経験

から自分なりに考えてきたことを「技術と裁量」

｢技術者と職人」という内容で書いてみたい。

◆技術と裁量◆

私は現在，営林局計画課に勤務しているが，そ

れ以前には森林官として働いていた。森林官はい

わば現場第一線の責任者であり，まさに林業技術

者としての活躍が期待されるポジションであろう。

この稿を書くに当たって，自分は森林官であっ

たときに，技術者としていかなる「技術的判断」

を行ってきたであろうか，と考えてみたが，恥ず

かしいことに，何ら独自の判断を行ったようなこ

とを思い浮かべられなかった。かといって，何の

仕事もしてこなかったわけではない。収穫調査を

行う必要があれば，調査を行った。測量を行う必

要があれば，測蕊を行った。ただ，その際には，

決められたときに，決められた場所で，決められ

たことを，決められたやり方に従って行ってきた

にすぎず，「技術的判|折｣を必要とする局面に出会

った覚えはない。

国有林の場合，いつどこで何を行うかというこ

とは，計画の中ですでに定められており，必ずし

も森林官が決定することではない。その指定に当

たっても,保育であれば,下刈りは何年目，除伐は

何年目といったルールに従って指定するだけであ

り，伐採であれば，全体で何立方メートル出す必

要があるから，こことここを伐採する，と指定する
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福田淳高知営林局計画課経営計画第2係長

だけのことである。森林官はこれらについて営林

署から指示を受けて，事業を行うばかりである。

事業実行の際，どのように行うかということに

ついても，施業基準などの形で詳細なルールが定

められている。必ずしも，それらに100％従うわ

けではないが，何本間伐するか，どのように選木

するかということには一定の基準が定められ，あ

くまでそれに従うことが求められる。

このように言うと，「いや，技術者であれば，そ

の先の領域においてこそ，技術的判断を行うべき

である」と反論されるかもしれない。だが，その

先には，どの木をどの方向に伐倒するかというよ

うな，実際に作業を行ううえでの判断が残されて

いるだけであり，しかも，森林官は必ずしも自ら

作業を行う者ではないので，作業上の判断を行う

こともない。

このように，森林官とは上部で決められたこと

を作業員などにやらせる立場にすぎず，森林官が

｢技術者」として，いかなる「技術的判断」を行い

うるのかということは常々疑問であった。

そもそも，判断を行うことができるということ

は，それだけ裁量の余地があるということである。

おそらく，現在の現場での裁鼠の余地は，昔に比

べて大'隅に減っているであろう。かつては，施業

基準などなかったため，森林官がどのような施業

が最も効果的なのかを日夜探求しながら，試行錯

誤しつつ施業方法を決めていたのであろう。そこ

には大きな裁量の余地があった。

現在の施業基準はそのような試行錯誤の成果と

して生み出されたものであり，まさに林業技術の

結晶とも言うべきものである。だが，いったん基

準として定められると，森林官にはそれに従うこ



とだけが求められることとなり，裁量の余地は失

われてしまった（このような事態を「技術の制度

化」と呼びたい)。

また，「どのように」という点だけでなく，「い

つどこで何を」行うのかという点についても，将

来の資源状況を予測して，より合理的な経営を行

うために，「経営の計画化｣へ向けた努力がなされ

てきた。その中で，個人の主観的な判断は退けら

れ，客観的な基準に基づいた計画を策定すること

が求められてきた。

これまでの技術開発は，何を，どのように行う

かということについての判断から個人の窓意を退

け，より合理的・客観的な判断基準を設けるよう

に進められてきた。私のような経験不足の者でも

森林官が務まるのは，ひとえにこの「技術の制度

化」「経営の計画化」（両者併せて「経営のシステ

ム化」と呼ぶ）のおかげでもある。

いま，特に国有林について，林業技術者のレベ

ルの低下が嘆かれているようであるが，このこと

は，経営のシステム化が進み，現場での裁量の余

地が減った結果である。何を，いかになすべきか，

ということがﾀ倍Kから決められていれば，個人の

主観的判断はほとんど必要とされない（国有林の

場合，経営体が官庁であることから，この傾向は

いっそう強い。なぜなら，官庁とは，客観的な基

準による判断が求められる組織だからである)。

私は経営のシステム化は必要なことであり，社

会的な大きな流れでもあると考えている｡｢技術の

制度化」は個人が獲得した知識を一般化するため

に，「経営の計画化｣は組織が一つの目標へ向かっ

て自己統制を行っていくために，なくてはならな

いものである。たとえ経営のシステム化のために

林業技術者の質が低下したのだとしても，それら

が間違った変化の方向であったとは考えていない。

問題は，経営のシステム化が一方通行的なもの

であったという点である。制度や計画は中央で合

理的に決められ，現場にはそれに従うことだけが

求められる。たとえ現場において，ある制度が合

理的なものではないと判断されても，一度決定さ

れたことは容易には変更されない。技術が単なる
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従うべきルールにすぎない状況では，現場の林業

技術者が技術に対して関心を失い，そのレベルが

低下するのも当然である。

では，システム化された経営の中で，現場にど

のような裁域の余地を与えることができるのか，

といえば，システム自体を裁量の対象とすること

が考えられる。施業基準や森林計画を，絶対的な

ものではなく，現場からの声に応じていつでも改

善しうる柔軟なものとする。その改善を提言した

者に対しては何らかのメリットを与えるようにす

る。そうすれば現場は常に技術的な関心を持ち続

け，システムは現場からのフィードバックを受け

てよりよいものとなっていくであろう。

◆技術者と職人◆

林業技術者のレベルの低下の一つの原因として，

かつてのような徒弟制的な仕事のやり方が消えた

ことを挙げる人がいる。また，国有林の経営改善

について,｢内部で積み上げられた技術の蓄積をな

いがしろにしている｣｢人員削減の対象となった人

たちの頭の中にあるノウハウがこのままではなく

なってしまう」という言い方もよく聞かれる。

このような言い方で想定されている技術者は，

あらゆる技術を経験的に体得した人物といえよう

か。「経験なくして，技術なし｣。伝統工芸の職人

のごとく，多年の修行を経たうえで，師匠から弟

子へ授けられる特権的な技術。そんな響きがする。

確かに国有林の現場にそのような職人的技術者

はいる，あるいはいた。私も「あの人に聞けばわ

かる」という頼りがいのある人物のお世話になっ

たことは何度もある。だが，現在のテクノロジー

の進展状況と若者の嗜好を考えたとき，今後そん

な技術者が育っていくとは考えにくい。そうであ

るからこそ，いま，「林業技術者を養成しなければ

ならない」と論じられるのであろうが，この高度

情報化社会の中で多くの職人的技術者の養成を求

めることは，どこかピント外れのような気がする。

では，職人的技術者がいなくなりつつあるいま，

現場ではどのように技術的判断が行われているの

かといえば，すでに述べたように，日々の判断は

林業技術No.6651997.8
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これまでの技術的蓄積の中で生み出されてきた施

業基準などの「制度」によって行われている。判

断基準としての制度は，職人的技術者ではなくと

も，だれもがそれなりの判断を行えるように開発

されてきた仕組みである。職人的技術者であって

も，頭の中には何らかの情報と判断基準が蓄積さ

れており，それに従って判断が行われているにす

ぎない。いわば職人の頭の中を論理的・非人格的

に記述したものがr制度」である。

職人的技術者の出現を待ち望む林業技術者論に

は，どこか，この「制度」あるいは制度を有機的

に構築した「システム」に対する考慮が欠けてい

る気がする。特に私には，国有林経営がこれまで

職人的技術者に頼りすぎて，彼らの持つ情報と技

術を体系的に記述することをないがしろにしてき

たように思われる。

例えば私が森林官になったとき，森林事務所に

は管轄する国有林について，図面などの一般的な

情報以外に何の情報の蓄積もなく，驚いたもので

ある。どこに何があるかということがわからなけ

れば，経営も何もしようがない。このような事態

が発生するのは，怠慢というよりも，これまでの

国有林経営が多くの人の存在によって成り立って

いたという事実によるといえよう｡｢あの人が知っ

ているから」という理由で，情報・技術の非属人

的な蓄積を怠ってきたのではなかろうか。

情報・技術は，人にしか蓄積することができず，

紙の上に残せないというものではない。個人が蓄

積してきた情報・技術は広く共有されるべきもの

であり，そのためには記述されることが不可欠で

ある。「経験こそすべて｣という態度によって，そ

の経験から得られたものを周囲の人々，後の世代

に伝えていくという姿勢が損なわれてはならない。

ここで急いで付け加えなければならないが，私

は森林・林業経営のシステム化が100%可能であ

るとは考えていない。どうしても，その場その場

で判断しなければならない事態は発生するもので

ある。ただ，そこで判断の基準となりうるものは，

自分の経験だけではなく，先人たちの経験でもあ

る。制度として定められた判断基準は，先人たち
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の経験をシステム化して記述したものであり，そ

れに従うことによって，よりよい判断に近づくこ

とができるものである。

林業技術を，長年の熟練を経た職人的技術者あ

るいは専門家にしか行使できないものと想定する

ことによって，森林・林業の敷居を高くすること

はあってはならない。これからますます林業労働

力が減少し，外部からの林業への参入を期待する

にあたっては，職人的技術者論は有害でさえある。

むしろ，技術はだれにでも簡単に行使できるもの，

情報はだれにでも簡単にアクセスできるものとし，

森林・林業の敷居を低くする必要がある。そのた

めには，さらなる経営のシステム化を進めて，だ

れにでも扱え，どこにでも応用可能な経営システ

ムを確立することが重要である。

◆まとめ◆

「技術の制度化」「経営の計画化」を通じた経営

のシステム化は，現場の林業技術者による裁量の

余地を狭めてきたが，そのことは逆に林業技術を

素人でも扱えるものに近づけてきた。今後，職人

的技術者が大量に出現することは期待できず，ま

すます多くの素人が林業に参入してくるであろう

と考えれば，経営のシステム化は今後とも進めて

いかなければならないことである。

その際の考え方としては，

o玄人に対しては，基準や計画を技術者の検討に

よって見直しうるものとすることによって技術

への関心を取戻し，制度の硬直化を避けること

・素人に対しては，技術や情報を簡単に狸得でき

るものとすることによって林業への関心を高め

ること

となろう。

いずれにせよ，林業技術を技術者あるいは専門

家が独占する「秘術」のごときものと考えること

は大きな間違いのもととなるであろう。神秘性と

いうものは，通常，人間集団が一体感を感じるた

めに発動される。「秘術｣としての林業技術が，自

称林業技術者たちのアイデンティティを保つため

の存在であってはならない。
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囹圓〃業戎"者ｼ職を孝之る〃

新鍔代鋤林業技術篭

◆エンジニアかマネージャーか◆

今から40年前の4月,製紙会社の会社員として

初めての出社に緊張しながら，まず担当の役員の

前に行ってあいさつしたとき，のっけからこう尋

ねられた｡｢君は将来エンジニアとしてやっていき

たいかマネージャーとしてやっていきたいかどち

らかね｣。とっさのことでどぎまぎしながら，自分
はんちゅう

は林学でも林政の専攻なのでエンジニアの範嶬

には入れてはくれないだろうから，「ハ，ハイ’マ

ネージャーのほうだと思います」と答えたことを

思いだす。

後で考えると，何がほうだと思いますなのか，

わけのわからない返事であったし，何よりも担当

の役員が期待していた返答は（エンジニアとして

頑張っていきたい）ほうではなかったか，これは

しまった，将来性にマイナスの返事をしたのでは

ないかな，としばらく落ち込んでしまったという

苦い経験を持っている。

後日談になるが，この役員は両方の資質を存分

に駆使をして大会社の社長になり，かく言う小生

は会社の専務で退任し，今は関係会社の社長にな

っている。そしてエンジニアとかマネージャーと

かの区分は排他的なものでもなく，また人によっ

ては使い分けられる性質のものであることは今は

だれでも承知している。そして今はこれとは違っ

た言葉でスペシャリス|､あるいはゼネラリストと

いう分け方もある。

さて私はその後いろいろな仕事の助手を勤めた

あと，入社8年目に初めて工場の原料集荷の前線

基地，岐阜県高山の事業所の所長として，4人の

メンバーとその業務をマネージすることになり，

このときから自分の居場所がしっくりとするよう

春和談歪欝'艤童蕊糞蕊豐鑿篭鱸）
になった。

◆新しい時代に求められるもの◆

与えられたテーマの林業技術者とはいったいど

んなカテゴリーなのか，という論議になるとなか

なかやっかいなことになるが，ここでは多分，林

業に関した教育を受け，実社会でもそれに関係し

た職業に就いている人というのが一般的な解釈で

はないかな，と推定する。

しかし，ここで私が述べたいのは林業技術者と

はいっても今従事している仕事によってその機能

ｶﾇ決まるわけだから，自分のステータスをそのよ

うに自覚したらどうか，ということである。つま

りベースあるいは出身はそうであるが，実は，マ

ネージャーであったり，エコノミストであったり，

コストコン1､ローラーであったり，トップマネー

ジメントであったり，スペシャリストであったり，

ゼネラリストであったりというように。

つまり林業技術者のようなスペシャリストであ

っても，環境に合わせて自分の立場を対応させて

いく。これが新しい時代に求められる第一の条件

ではないかなと思われる。

さて第二の条件としては，常に競争場裏にさら

されるわけだから，マネージメントを最優先に意

識することが絶対必要である。自分あるいは自分

が属しているグループの仕事なり研究を遂行する

に当たっては，人，物，金，時間，を最も有効に

使っていかないと，競争に打ち勝っていかない。

マネージメントは企業にはもちろんだが，ガルブ

レイスの言うように，今や非営利事業である公立

の協会，研究機関，学校，団体までも合理的かつ

シビアな経営管理が導入されている。

以上の二つが私の感じている「新時代に求めら

林業技術No.6651997.8
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れる林業技術者」のイメージであるが，もちろん

いろいろの意見があってよいわけで，自分の考え

方を普遍的とは思ってもいない。ただ民間の，主

にマネージメントに長かったけれど，だからだと

いって例えば官庁や研究機関の場合だったら別な

イメージになるかということにはならないと思っ

ている。市場経済の時代には官庁も研究機関も民

間もその組織での行動は大差があるはずはない。

◆日・米の学生の就職先◆

冒頭に自分の入社時のエピソードを紹介したが，

最近の当社の林業技術系の新入社員の傾向につい

ても紹介してみたい。

志望の動機は圧倒的に植林，特に海外での植林

事業に携われるからというのが多い。実は当社は

このところ2，3名の少数精鋭採用の方針でいっ

ているが，社の方針としても，資源造成と地球環

境改善を目指して積極的に植林を進めているので，

そういう志望者が来るのは当然だが，面接で感ず

るのは，

「残念ながら国内での植林等にチャンスが少な

く，せっかく習った知識や技術は海外に求めざる

を得ない時代であり」

そしてまた

「自分の入社面接時には存在した国の内外とい

う大きな溝がなくなり，若者の発想がグローバル

になって頼もしく感じられる」

ということである。しかし同時に彼らには厳し

い海外生活が待っているために，なまやさしいこ

とではないよ，との忠告も必要であることを痛感

している。

一方で外国での仕事に適した人材として，米国

で学んだ日本人の林業専攻の大学院卒業生や，海

外青年協力隊経験者も採用している。彼らは即戦

力として大いに期待しているし，事実そのとおり

になっている。

この両方を採用して感ずることだｶ，米国での

学生のほうがやはり先ほどの新時代に合ったとい

うイメージに近い。逆に言えば国内の場合の教育

方法は，われわれの時代とあまり変わっていない

な，その当時から米国との違いは周知の事実であ
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ったのに，結局日本は米国方式を取り入れたがら

なかったのかな，とつくづく考え込んでしまった。

日本の伝統，風土，習慣，学問と専門職業を取り

巻く環境の違いがあれば，即米国方式というわけ

にいかないのは当然だが，一方大学だってずいぶ

んグローバル化しているわけで，世界の中で良い

と言われる方式なら当然日本でも採用されてしか

るべきなのに，日本固有の方式のほうが日本の国

情に合っている結果なのかという気もする。

たまたま当社の社員に，最近の米国の学生（次

の3大学）の進路をきいてみたところ以下のとお

りである。

UNIVERSITYOFGEORGIA,SCHOOLOF

FORESTRESOURCESUG(大学院）

UNIVERSITYOFWASHINGTON,COLLEGE

OFFORESTRESOURCESUW(学部）

NORTHCAROLINASTATEUNIVERSITY

NCSU(大学院）

(1)学生の背景

UG(大学院)では：他大学の学部卒者や実務経

験者が多い。

UW(学部)では：最近は高校卒業者のすぐの入

学が多くなった。紙パ・コースでは実務

経験者が多い。

NCSU(大学院)では:2/3は社会経験者。特に

自然や環境に関心のある学生が多い。

(2)卒業後の進路

UG(大学院):林業経営コースの場合は紙パが

ほとんど。

UW(学部):最近は予算削減で公務員は少な

い。紙パが多い。またあるコースの場合

は金融，コンピュータ等の異業種が多い。

NCSU(大学院):多岐にわたっている（企業，

政府，コンサルタント,NGO,国際機

関，大学，慈善事業等)。

◆多様性の現代に合った身の処し方◆

林業関係に限らず，米国の大学と日本の場合と

比較して異なっている点は周知のとおり，社会で

実務経験をしたうえで（学費も稼いで）大学に入

るケースが多く、また大学院の場合はそれまでの



コースではない分野に挑戦して自分に可能性を高

めるといったケースも多いことである。さらには

NCSUの場合のように，多様性の時代に沿ったさ

まざまな進路が取られている点も少し違う点かも

しれない。自分の進路をいろいろな選択肢の中か

ら決めてゆくこと，またいったん自分のステータ

ス（例えば林業技術者）を決めても，必要によっ

ては変えてゆくこともあったりする。もちろん進

路や職業を選べる環境にあってのことだが。

ということで，新しい時代に求められる林業技
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術者が認識しておくべき点をまとめると次のよう

になるのではないか。

・周囲の要求に合わせて自分の立場を積極的に対

応させていく

・物事の実施に当たってはマネージメントを最優

先に意識する

・多様性の世の中に遅れない新しい自己能力を身

に着ける

・軸足は自然環境の改善にしっかりとセットする

悶悶殉檗獅崎羅毒琴之る〃

フォレスターの職業倫理

、

一米国フォレスター協会倫理規範の紹介一
こばやしふじお

小林富士雄
(社)大日本山林会副会長
(社)日本林業技術協会顧問

◆まえがき◆

わが国の林業技術者（フォレスター）の諸問題

は本誌上などで時々取り上げられてきた6)7)◎これ

は複雑な歴史を背負った問題であるためか，いま

だ日本のフォレスターの在るべき姿も見えてきて

いない。筆者はフォレスターという職業人の概念

が日本に育ってこなかったことが林業技術者の問

題点であると述べたが5)，これからはフォレスタ

ー同士をつなぐ職業倫理を作り上げることが，な

によりも大切であると考えている。

職業倫理は同一職業の共同体が守るべきモラル

の原理である。米国社会では成文化した倫理（倫

理規範）がなければ職業（プロ）とはいえないと

されている。Chapman')は後に述べる論文の書き

出しで，職業倫理を腐敗を防ぐ．salt('塩)にたとえ

ている。ここに紹介する米国フォレスター協会

(SocietyofAmericanForesters,以下略称

SAF)は1900年に創設され，現在約2万人の会員

を擁する米国林業技術者の職能団体である。世界

中で広く読まれているJounalofForestry,For-

estScienceなどの発行で知られているが,それば

かりでなく大学・専門学校の林学カリキュラムの

認可を行い，森林政策立案の技術的アドバイスを

行うなど米国の森林・林業に関する科学技術・教

育の中枢である。

1992年成立の現行SAF倫理規範EthicsCode

の特徴はLandEthics(土地倫理)の理念が強調

されている点である。土地倫理は後述するA.

Leopoldがその著書(1949)で唱えたもので，人間

社会の倫理を土壌,水,動植物を含むLandにま

で及ぼそうとするものである。現行倫理規範は

Leopoldをさらに発展させ，フォレスターの役割

はLandに奉仕(Stewardship)することであると

した。Landは神から与えられたものであるから，

神に仕えるごとくLandに奉仕するという考え方

は米国のフォレスターにとって比較的受け入れやすい。

1948年制定された最初の倫理規範は人間の社

会関係の倫理という常識的な規範であった。これ

がどのようにして現行の革命的規範に発展したか

は，技術者問題だけでなく米国社会や米国の森林

問題を理解するうえでも参考になると考え，ここ

にSAF規範の歴史をさかのぼることとした。

林業技術No.6651997.8
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◆現行の倫理規範EthicsCodeができるまで◆

SAFの設立当時,会員の大部分は政府職員であ

り，政府職員は国民一般への奉仕者であることは

当然とされていたため，文章化された職業規範は

特に必要とは考えられなかった。しかし私的林業

が育つにつれ，規範が必要だという声が内部から

起こってきた。

最初の声を上げたのはSAFの創立者である

GiffordPinchotであった。フォレスターであり

優れた行政官であったPinchotは1905年林野局

の長官になると政治的人事を廃し重要ポストは実

績ある専門家に与えるという人事方針に切り替え

た。1914年の国有林管理マニュアルには，政府機

関のフォレスターは外部からの批判に耐えられる

清廉な行動規範を持つべきであると述べられている。

Pinchotは同時に，当時の私有林が行っていた

乱暴な伐採作業に規制を加える必要性を痛感し，

これをSAFに勧告した。これを受け私有林の劣

化を止めるよう訴えるLettel･stoForeste1･sが

SAFから全会員に向け送られた。このように彼は

倫理規範を意識していたと考えられるが，その実

現に至るには死後数年を経過することになる。

倫理規範の最初の試みといえるのは,T.S.

WooIseyJr.が米国法曹協会のものをモデルにし

て作った13条文であるとされている。1920年代

に入りフォレスター倫理に関する意見がSAFの

大会や雑誌に出るようになったが，その中で指導

的役割を果たしたのはSAF会長を務めたH.H.

Chapmanである。彼は副会長当時J.For.誌に

発表した｢林業という職業と職業倫理')」という論

文で，私企業のフォレスターの雇用者に対する倫

理が倫理綱領作成上のいちばんの問題点であると

指摘している。これは今日もなお続いている問題

であるが，彼は私企業と公的福祉は調和できると

いう信念を持っていたように思われる。

1947年,Chapmanは「林業という“職業”に

倫理綱領は必要か？2)」という職業(Profession)

に“”をつけた論文を発表した。職業を強調した

理由として彼は,医師,法律家,技師などでは正式

の倫理基準なくしてはプロフェッショナル（職業

林業技術No.6651997.8

人)とは考えられていないと述べ,さらに職業人と

は善悪の基準なしに技術スキルを追いかける個人

の集合ではなく，内外からの職業的評価を高める

べく紅職化された人々の集まりであるとしている。

1948年,Chapmanも加わり法律専門家のJ、

Kahnを委員長とするSAF委員会が条文を作り，

これが会員の圧倒的多数の賛成によって同年11

月に成立し，ここに初めて正式の倫理観範成文が

でき上がった。条文の多くはEngineerCode(技

師規範）をモデルにしているため，市民，雇用者，

顧客，同業者などとの人的関係が主たる内容であ

る。この条文について批判的であったH.O.

Fleischer4)は次のようなコメントを発表している。

｢フォレスターはエンジニアと異なり国の貴重な

自然資源に長期的な責任があり，エンジニアより

医師に近い。だからフォレスターは患者を扱うよ

うに将来にわたり資源を傷つけないよう管理すべ

きである｣｡彼の意見が倫理規範に取り入れられる

のは半世紀後のことである。

1948年ウィスコンシンでの野火の消火活動中

に心臓麻癖で死んだAldoLeopoldが書き残した

著作rASandCountyAlmanacandSketches

HereandThere｣(新島義昭訳「野生のうたがき

こえる｣，森林書房刊)が翌年公刊され，ここで説

かれたLandEthics(土地倫理）によってこの著

作は次第に環境保護運動の哲学書とされるに至っ

た。当時多くのフォレスターにとってこの考え方

は不文律として意識されていても,LandEhics

そのものはフォレスターの注目を特に引くには至

らなかった。

1948年規範は71,76,86年の3回にわたって修

正されたが，これらは主として独占禁止法対策と

いう政治的配慮のために行ったマイナーな修正で

ある。

1960年代に起こった環境運動が70年代から盛

んになり，フォレスターの世界にも変化が起こっ

てくる。そのころかつてのChapmanと同様の役

割を果たしたのがJ.E.Coufalである。1980年代

に入って，彼は｢土地倫理の問題点3)」という論文

などでLeopoldの土地倫理を高く評価しその精



神を規範の中に取り入れることを強く主張し，｜可

時に大学のカリキュラムにフォレスター倫理を取

り入れる試みを行った。

この主張は各地で多くの論議を巻き起こした。

賛成論が多かったが，反対論も少なくなかった。

私有林の経営方法の門iliを制限すべきでないとい

うのが主な反対論であり，私有林のフォレスター

は雁川肴の事業については賛成・反対の意見を述

べるにとどめるべきだというものである。1990年

SAFは土地倫理をII2式に論議することを認め，そ

の後2年間にわたって土地倫理への賛否両論が巻

き起こり，これに関する論文がJ.For.誌上で数

多く見られる。

この談論の!|'でLandへのStewal･dship(*

仕，献身）という考え方が生まれ，多くの会員の

共鳴を得た。1991年に土地倫理に関する臨時委員

会が作られ検討が行われた。委員会では，規範よ

り徹底したF()reste'･CI･eed(フォレスター綱領）

または医師の倫理綱領としてｲ了名なヒポクラテス

宣誓のようなものも論議されたという。委興会は

1992年4月原案を作り，これについて同年秋

SAF会員の全興投票を行うことになった｡投票ま

でのJ.F()r.誌にはこれに関する会員の投稿が一

斉に寄せられた。lilff9月の誌'二には会長経験者

のF.W.Hausslel･とA.V.Smythの意見が載っ

ている。前者は慎重論で後者は積極的賛成の立場

である。このような経過を経て1992年11月，新

規範は賛否ほぼ4:1で承認された。

LandEhicsCodeともいうべき新規範の実効

を挙げるべくガイドブックが作られ,SAF会則の

中に倫理規範に|卿する付則などが整備された。

1996年に州されたEthicsGuideは各条解説，歴

史，ケーススタディを含む極めて包括的なもので

あり，本章はこれを参照した。

このCodeに対応して米国森林・製紙協会もガ

イドラインを作り，持続可能な森林管理はLand

StewardshipEhicsを実行することによって可

能になると述べている。小規模山林所有者の技術

を受け持つコンサルタントフォレスターは，条文

の不明瞭さと私的財應管理を制限する点を不満と
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しながらも徐々に変化の兆しを見せているという。

林野局は1994年｢林野局倫理と将来」という出版

物でServiceEhics(奉仕倫理)を強調した。マス

コミもこのような動きを取り上げ好意的な反応を

示した。

◆現行の倫理規範◆

1992年の新倫理規範は正式にはCodeof

EthicsIol･MembersoItheSocietyofAmer-

icanFol℃ste1･sである。新規範の特徴を要約する

と，土地に奉仕(Stewardship)することが林業の

基盤(ComerStone)であるという文章で前文が始

まり，本文第一条でSAF会員は生態的に健全な

土地管理を目指すとしている点にある。その他の

大部分はフォレスターの社会倫理に関するもので

ある。新規範を旧規範と比べてみると，前文の第

1節と規定第1条が追加されたほかは全く同じで

ある。次に全文試訳を掲げる。

今凸e◆一一一一一＝一一参参』■‐＝令●■■■‐＝ロヰ●1■一垂●●マーマーー●や

前 文

林業という職業の基盤は，土地に奉仕すること

である。この倫理規範の目的は,SAF会員が土

地，公衆，雇用者（以下，業務依頼者を含む）と

の関連において,また本会会則第8章*で規定され
ているお互いの関連において，本会員の職業上の

行為を規制するものである。この規範の遵守は，

土地に対するわれわれの尊重や，賢明なエコシス

テム管理へのわれわれのかかわり方を体現するも

のであり，さらに正しくかつ高貴な職業・人間関
係，相互の信頼と尊敬，社会の要望にかなう業務

をも保証するものである。

本諸規定はSAFの会員によって受け入れら

れてきたし，会員によって修正することができる。

規定違反の責任を問う手続きは，委員会が作つだ

付則に述べられている。この規範は名誉会員を除

く全会員に適用する。

SAFに加わった全会員は会員の条件としてこ

の規範を守ることに同意する。

＊訳註&第8章は倫理規範に関する規約

規定

1会員は生態的健全性に則った土地管理を主唱

しかつ実行する。

2．会員の知識と技能は社会の利益のために利用

する。会員は正確にして，年々増大する林業新

知識を得るよう努め，機密でない限り知識を伝

達し，そして林業に関する間違った説を吟味し

訂正する。

休業技術No.6651997.8
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3．会員が自己PRする場合,必ず品位を保ち公

正を心がけること，つまり資格を持ちかつ実行

可能な業務についてのみ言及する。このPRの

中には報酬に関するものも含む。

4．会員は林業に関する大衆の意見が正しい知識

に基づくようにし，論点をはっきりさせるため，

情報を曲げたり抑えだりしない。会員は森林の

政策や取扱いに関する公的報告を行う場合，そ

れに先立って誰のための報告であるかを述べて

おく。

5．会員は質的に最も高くかつ雇用者に対して誠

実な業務を果たす。

6会員は教育または経験によって得られだ資格

を有する業務に限って行う。

7．会員は公認された専門的墓準から逸脱した林

業作業の依頼を受けたときは，何が起きるかを

雇用者に対し事前にアドバイスしなければなら

ない。

8．会員は雇用者の明白な許可がない限り雇用者

の業務に関する情報をみだりに公表しない。

9会員は利害を巡る争いまたは争いの種を避け

なければならない。そのような注意を払っても

利害衝突が起きた場合には，会員は雇用者に対

しいち早くかつ十分にこれを伝え，さらに争い

を解決するよう直ちに行動するよう備える。

10会員は関係者の了解を得ていない限り，同一

の業務に関する代償・代価を複数の雇用者から

受け取らない。

11．会員は雇用者が満足するならば積極的に他分

野の森林関係専門家に依頼するとか雇うよう勧

め，その専門家たちと協力し行動する。

12．会員は不誠実で間違った言動によって会員の

評価や他の所属団体を傷つけたりしない。

13．会員は他人から得た手法，アイデア，助力な

どについてはこれを明らかにしておく｡

14．会員は林業に関する仕事を探している場合，

雇用者に対し自らの資格・経験の程度比較とか

報酬・給料の交渉についての選択材料を提供す

るよう心がける。

15．会員がある地位，賞，職場などを望んで提出

する情報は正確，具体的，客観的であること。

16．他の会員がこの規範に違反しているという証

拠がある場合は，付則の手続きに従って委員会

に情報を提供し訴える。

◆あとがき◆

SAF倫理規範を読んだ読者の中には,閉鎖性の

匂いを感じ批判の目を向ける向きがあるかもしれ

ない。しかし，これは日本が長い間守ってきた所

属地域社会や所属企業への忠誠心(Loyality)から
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くる閉鎖性とは似て非なるものである。専門を同

じくする独立個人が互いの了解のもとにつくった

職業倫理である。

米国のフォレスターは先輩である中部ヨーロッ

パとは違うフォレスター像を育ててきた。この倫

理規範には今や世界共通となった環境原則のほか

に，神が造ったLandに奉仕するという米国特有

のキリスト教の背景が作用していることが推察で

きる。また時代の変化に対応するフオレスターの

あり方が倫理問題を軸に常に話題にされてきたこ

とも米国の特徴である。

日本ではフォレスターのあり方が果して議論さ

れてきたであろうか。また今後米国と文化の異な

るFI本でどのような職業観が成り立つであろうか。

森林に対しかってなかったほど社会的関心が高ま

り，また価値観の多様化に突き進む今日の日本社

会の要望に正しく応えていくべきフオレスターが

今後職業人としての誇りをもつために，今こそn

本型フォレスターの職業倫理の確立が必要である。
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プレハブ住宅|溌灘蕊蕊霧鑿篭認の
一 蕊慧淑

プレハブl13宅の諏類は鉄骨系,木硬系,コンクリー

ト系に大別され，姉年新設される全住宅戸数に111め

るプレハブ住宅の比率は最近の統計によれば約15

％である。プレハブ住宅の中では鉄'ドI系住宅の戸数

が圧倒的に多く，木質系がそれに次ぎ(3.5～4.0万

戸)，コンクリート系は木質系の半数ぐらいである。

木質系のプレハブ住宅を椛造方式別に見ると次の

ように分類される。

①規定寸法の単材またはその合成材で軸組を僻成

するもの。

②主として在来の軸組櫛法により刺i紺を櫛成し，

これに壁パネルをはめ込み，両者を一体化するもの。

③壁体と柱は壁パネルに澗き換えられるが，土台，
ばり

けた，胴差しおよび梁などの横架材が原則として存

在するもの。

④壁材と柱は壁パネルに置き換えられ，土台は壁

パネル枠または床パネル枠に溝き換えられるが，け

た，胴差しなどの横架材が原則として存在するもの。

⑤壁，屋根(小屋組)，床をすべてパネル化し,'WII

材が原則として存在しないもの。この場合，横架材

はパネル相互の結合材として用いられている。

（伽日本住宅・木材技術センター客員研究員

山井良三郎）

広義にはプレハブリケーションの手法，すなわち，

現場で住宅を組み立てる前に，あらかじめ工場で住

宅を構成する部材や部品の加工，製造を行い，現場

で所定の位置に取り付ける生産手法を用いた住宅の

総称である。

わが国では，1960年代，化学，鉄鋼などの越材メ

ーカーの下で開発され，当初，組立住宅と呼ばれて

市販された主に鉄骨系や木質系の工場生産住宅に対

する呼称としてのイメージが強い。

しかし，あらゆる住宅は，程腱の差はあるにせよ，

多少はプレハブリケーションの手法を取り入れてい

るので，プレハブ住宅といって区別する場合は，建

築基準法第38条の特認を取得したクローズドの構

法によって生産された住宅を指すのが一般である。

建設省では，住宅政策の一環として住宅生産の工

業化を推進し，生産性の向上，質の均一化，糖度の

向上などを図るとともに、このように材料や構造方

式が在来構法と異なる住宅を買う際に，その選択が

適切にできるよう1973年に｢工業化住宅性能認定制

度」を発足させ．構造安全性，居住性，耐久性など

の性能に関するいろいろの指標を表示することを義

務づけてきた。

しかし，貿易収支の不均衡にからむ日米協議の結

果を受けて，1987年からはその内容の一部を改変

し，卿日本建築センターの認定事業として実施され

ている。

｢文献l木質榔造研究会編木質拙造建築読本，井上碑
院，1988

本欄では，「国産材供給の課題8年度林業白需のテーマ」について解説しています。

口環境庁地球環境部=監修，熱帯林の減少一地球環境の行方，中央法規出版(aO3-3379-3861),'96.11,187p･
B5,¥3.090

口山口伊佐夫=著，応用山地水文学，地球社(a03-3585-0087),96.12,225p･A5,¥3,000
口森林野生動物研究会=編，フィールド必携森林野生動物の調査一生息数推定法と環境解析，共立出版(a
03-3947-2511),'972,287p・B6,¥3.400

口日刊木材新聞社=編，全国プレカツト実態調査〔1997〕，日刊木材新聞社(a03-3820-3500),'97.3,365p･B
5，￥7.000

口大槻彰=著,木炭と木酢液パワー一病気の元凶不眠と冷えを解消11,背龍社(a03-3485-9921),'97.3,189p･
B6,¥1,400

口屋我嗣良･河内進策･今村祐嗣=編，保存･耐久性〔木材科学講座12〕，海瀞社（公0775-25-1247)，’97.3,224
p・A5,¥1,860

口林業機械化協会=編,疑問に答える高性能機械〔林業機械シリーズNo､87),林業機械化協会(a03-3586-0431),'
973,168p・B5,¥3.530

口小倉康彦・小倉康秀=著，林地・立木の評価一山の見方・買い方，清文社（窓06-361-2597)，・974,430p･A
5，￥3，914
pH本林業協会=編，森林ハンドブック〔平成9年度),n本林業協会(a03-3586-8430),'97.5,279p・A6,
¥1,600

口林野庁=監修，図説林業白書〔平成8年度版),H本林業協会,'97.5,243p・A5、¥2.000
口渡邊定元=著，森とつきあう〔自然環境とのつきあい方2〕，岩波縛店(a03-5210-4000),'97.6,168p・B6,
¥1,500

ロヴァーナR.ジョンストンー著，西口親雄=訳，セコイアの森一カリフォルニアの大自然，八坂桝房（冠
03-3293-7977)、'976．295p・A5、¥2.800

◆先月号の本欄では、

饗
議
霧

｜
資
料
魂
林
野
庁
図
書
館
本
会
編
集
部
受
入
図
書
一

》
議
議
議
蕊
講
議
鍵

林業技術No.6651997.8



2(）

露環境影響評価法
溌 制定について

小島孝文(こじまだかふみ)/林野庁計画課森林計画官

●はじめに●

長年の懸案であった環境影響評価法案（以下

｢法」という）が先の第140回国会において成立

し、去る6月13日に公布された。本稿において

は，法の概要等について大まかに説明することと

したい。ただし，本稿は個人の立場で執筆したも

のであり，林野庁の見解を述べたものではなく，

内容についての責任は筆者個人に帰するものであ

ることをあらかじめ申し上げておく。

●法案提出までの経緯●

環境影響評価制度については,昭和47年(1972）

6月の閣議了解「各種公共事業に係る環境保全に

ついて｣によりその取り組みが始まり，昭和56年

には環境影響評価法案が閣議決定され国会に提出

されたが，審議未了により廃案となった。このた

め，政府は当面の事態に対応するため昭和59年

(1984）8月，「環境影響評価の実施について」を

閣議決定し，行政指導ベースによる環境影響評価

(いわゆる「閣議アセス｣）が実施されてきた。

その後，地方公共団体においても条例の制定な

ど環境影響評価への取り組みが進む一方，国際的

にも環境影響評価制度の法制化が進み,OECD諸

国の中で，わが国のみが環境影響評価について法

律に基づく一般的手続を有していない，という状

況に至った。

こうしたことから，平成5年（1993）の環境基

本法の制定，平成6年（1994）の環境基本計問の

策定の流れの中で，環境影響評Ⅲi制度についても

法制化も含め所要の見直しを行うこととされた。

具体的には，農林水産省を含む関係省庁も参加す

休業技術No.6651997.8

る形で環境庁に環境影響評111i制度総合研究会が設

置され，約2年間にわたり内外の環境影群評価制

度等についての調査研究を行い，平成8年(1996）

6月，報告書を公表した。これを受けて，同月28

日，内閣総理大臣から中央環境審議会（以下「中

環審」という）に対して「今後の環境影響評illi制

度の在り方について」の諮問が行われた。

中環審においては，関係省庁，経済団体，喋境

関係NGO等からのヒヤリングを行うとともに，

郵腿FAX等により一般の1J1体･個人からの意兇

を受け付けるなど国民各界各層からの意見聴取を

経て，平成9年(1997）2月10LIに環境影響評{llli

制度の法制化を求める答申を行った。

政府はこの答申を受け，3月28Rに環境影響評

伽法案を閣議決定し，国会に提出した。国会審議

においては，民主党等から修正案も提出されたが，

政府原案どおり可決された。

●環境影響評価制度のポイント●

環境影響評illiは，大規模な開発事業を行う際に，

事業者自らが事業が周辺の環境に及ぼすおそれの

ある影響について事前に十分調査，予測，評{llliを

行い，地方公共団体やその地域の環境に知見を有

する人々の意見を聞きつつ，環境保全上必要な配

慮を行う仕組みであり，全体的なフローは図①の

とおりである。このうち，今回法制化された制度

のポイントをまとめれば以下のとおりである。

(1)対象事業

対象事業については,規模が大きく，蝋境影響の

程度が著しいものとなるおそれがあり，かつ許認

可等により国が関与するものとされ，現行閣議ア

セスの対象事業に加え発電所，大規模林業圏開発
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事業者
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図3〕環境影響評価法の手続の流れ
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林道(以下｢大規模林道｣という),在来線鉄道が新

たに対象事業とされることとなった。大規模林道

については，森林開発公団が平成7年度から自主

的に一定水準の環境アセスメント(以~ド，「自主ア

セス」という）を行ってきたこと等もあって,林野

庁と環境庁が協議し，①事業の規模が大きいこと，

②自主アセスの実績が積み重ねられてきているこ

と等から,対象事業に含めることとしたものである。

(2)スクリーニング

対象事業については，①必ず環境影響評mliを行

わせる事業（第一極事業）と，②第一種事業の規

模を下回る事業であっても一定規模以_このもので

環境影響評価を行わせるかどうかを個別に判定す

る事業（第二種事業）の2つに分けられる（図

②)。この第二種事業について，環境影響評mliの実

施の要否を個別に判定する仕組みがスクリーニン

グである。

これは，必ず環境影群評価を行うべき事業の規

模を下回る場合であっても，環境影響の大きい事

業類型や環境上脆弱な地域での事業については環

境影響評{ili手続を行うことが必要な場合もあるの

で,一定規模以上の事業については,個別に環境影

響評価手続の要否を判断しようとするものである。

なお，「対象事業｣とは，方法書の作成(第5条）

以降の手続が義務づけられる事業であり，第一極

事業および環境影響評価の実施が必要と判定され

た第二種事業のことを指す。また，「第二種事業」

は，スクリーニングの判定が行われる前の事業を

指し，スクリーニングの判定が行われた後は第二

種事業とは概念されない。

(3)スコーピング

環境影響評価手続の早い段階で，事業者は方法

書を作成･公表し,調査の方法について地方公共団

体や住民等の意見を求めるスコーピング手続を導

入することとしている。これは,住民,有識者,地方

公共団体から提供される環境情報を考慮のうえで，

調査等の対象項目等を事業者が選定するもので，

これにより，従来の閣議アセスより早期の段階で

住民への情報提供がなされるとともに，事業者に

とっても手戻りの懸念が軽減されることとなった。

(4)準備書の作成

事業者は，スコーピングにより環境影響評価の

’
’ ｜
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蝋一煎りi業の規模要件

（政令で規定）
、

…
熱
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］

‐

スクリーニング手続
↓

、蕊蕊蕊蕊
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国の捕助金等の交付の対象となる事業（①を除く）
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………・鯛二極事業
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図②対象事業に係る概念図
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すなわち，法は，公布の日(平成9年6月13日）

から2年を越えない範囲で政令で定める日から施

行されることとなっているが，目的，定義（第一

種事業，第二種螂業等の規模要件を定める政令を

含む),環境庁長官が定める基本的事項については

公布の日から6カ月以内に，主務官庁が定める各

種指針（スクリーニングの判定・項目の選定・環

境保全のための措侭）などについては1年以内に

それぞれ施行されることとなっている。

大規模林道についても，法施行までに着手され

る事業については自主的アセスを着実に進めるこ

とになるが(法律'二，適用除外となる)，法施行日

以降に着手される聯業については，法の対象とな

ることから，技術指針の作成を含め制度連用のた

めの細則を定めていく必要がある。

項目および手法を選定したところで調査等を行い，

準備書を作成することになる。

準備書には事業の目的・内容，スコーピング手

続で提IlIされた一般意見の概要および知事意見な

らびにこれらに対する事業者の見解，実際に実施

した洲査等の項'三|・手法とともに環境影響評illiの

結果が記城されることとなった。

(5)評価書の作成

事業者は，上記準備書の手続等を踏まえ評価書

を作成することとなる。評価書においては，準備

蓄の記救事項に所要の修正が加えられ，さらに準

備誉について提出された一般意見の概要および知

事意見ならびにこれらに対する事業者の見解が記

救されることとなっている。

また，事業者により作成された評111i沓は，主務

大1通および主務大臣を経由して環境庁長‘自に送付

され，それぞれ必要に応じ意見を述べることとな

った。

主務大臣または環境庁長官から意見が述べられ

た場合には，事業者はこれを踏まえて評111i誉を補

正し，公告・縦覧することとなった。

●おわりに●

大規模林道については，自然環境の保全のため

に，平成7年度以降自主的にアセスを実施してき

たところであるが，法の対象事業となったことで，

-|分な環境情報の~ドに適切な環境配慮を行うため

の手続が法により確保されることとなった。

環境影響評111i制度の趣旨は，事業者のみならず，

国民，地方公共剛体,Iflといった広範な主体が参

加し，事業実施における適切な環境配慮を担保す

ることであり，制度の運用に当たっては，このこ

とが正しく理解され，適切な環境影響評価が実施

されるよう努めていくことが望まれている。

●今後の取り組み●

環境影響評価法は6月13Hに公布されたが,喋

境アセスメントが相当の期間を有する一連の手続

であることから，法に基づく制度に円滑に移行し，

信頼ある制度として運用されるために所要の措置

があらかじめ講じられることとなっている。
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全国の巨樹・老樹200種余りを体系化して紹

介するとともに、その特性を科学者の目から

詳細に分析。

巨樹・老樹のデータベースとしてだけでなく

研究蓄としても注目の一冊。
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▲本会総会で高橋林野庁長官より表彰を受ける長官賞受賞者（2組）

◇本年5月26日に開催された本コンテスト

の全発表要旨を2回に分けて掲載します／
◇当日の審査により
｢林野庁長官賞｣「日本

林業技術協会理事長

賞｣を授与された発表

者は,翌27日の本会総

会席上で表彰されまし

た。

本コンテストは，林業の第一線で実行や脂導に活雌されている技術者の

侍様が，それぞれの職域で業務推進のために勢ﾉ』し，その結果得られた尚

簸な成果や体験などを発表していただき，関係する多くの方々の業務の'|’

に反|映されていくことを願って毎年本会がi州兆ているものです。

鋤"津簔篝諺雲塗簔鐡副"棚ﾗ奏宮富｜菫翻業研究指導所
クローン管理で地域銘柄材生産を

－ナンゴウヒ研究会の設立一
家入龍二

i月

f藷鰕 "煎勤宗長鴎翼霧爽器

⑥技が太い

商"｜として考えた場合，根元をIII心とした幹の形状

が優れていることである(写真①)。同地域に分布する

実生ヒノキと根元形状を比鮫した絲果，根曲がり、根

張り，徳利病の罹病率いずれの点においても，ナンゴ

ウヒが実生のヒノキより優れていた。フtEの採材効率

を計算すると，ナンゴウヒのほうが、_膣I1たりの価格

で平均30％も有利であることがわかった。

3．ナンゴウヒの由来

ナンゴウヒは,昭和30年に九州大学名寄教授の宮島
かん

寛氏が阿蘇地方の災害復''1のため，この名の由来とな

った南郷谷を調査されたとき，極めて純粋度の高いさ

し木ヒノキを確認し，全I型lに紹介されたものである。

その後，ナンゴウヒがヒノキのIW!械織録の対象IW繩と

なった。

このナンゴウヒを実際に育成された地元篤林家の馬

1．はじめに

クローン符蝋による地域銘柄材の生産を'二I指して，

熊本ﾘ,↓にあるヒノキ「ナンゴウヒ」を取り上げ，〈ナン

ゴウヒ研究会〉を設け研究してきたので，現在までの

成果について報告する。

2．ナンゴウヒの特徴

ナンゴウヒは，阿蘇地方を中心に古くからさし木に

よる造林が行われてきたヒノキ唯一の林業品砿であり．

神社やお寺で300年以上の大木を見ることができる。

その特徴は以下のとおりである。

①さし木による増殖

②根llllがりがなく幹が通直完満

③徳利病にかかりにくい

④材には光沢や「ねばり」といわれる柔軟性があり，

狂いが少ない

⑤晩成型の成長を示す

林業技術No.6651997.8



写真①馬場広雄氏のナンゴウヒ林

場広雄さんは,昭和62年ナンゴウヒの育成功労で朝日

森林文化賞を受賞された。

4ナンゴウヒの課題

このように優良なヒノキではあるが，改善すべき点，

課題となっている点もある。

(1)枝が太くて暴れるので枝のコントロールが必要で

あり，植栽密度，適時の枝打ち，他樹種との混植等施

業面で課題となる部分が多い。

(2)ナンゴウヒにはいくつかの種類があるといわれる

が，それらの分類と特性の解明が不十分であり，それ

らの種類によって施業方法や生産目標を変える必要が

あるといわれている。優良クローンとしては外すべき

もの（幹にわずかなねじれをもつもの，根元の一部が

扁平になっているもの，成長の遅いもの，枝があまり

大きくないものなど）や枝のコントロール方法を変え

る必要のあるものが見受けられた。

(3)このようなナンゴウヒにかかわる課題に取り組む

ために，1996年3月「研究会」を設け，生産技術にか

かわる情報交換を行うこととしたが，第1回の研究会

では，「ナンゴウヒとは何か｣をもう一度しっかり押え

ようと試みた。

5．ナンゴウヒのクローン分析

まず,「ナンゴウヒはいくつぐらいのクローンで構成

されているか」ということに取り組んだ。

25

ナンゴウヒのアイソザイム遺伝子型の出現頻度
神社､寺院

18（

）

図①アイソザイムによる分析結果

(1)アイソザイムによるクローン分析

試料は樹齢で3グループに分けて採取した。①神社，

寺院(樹齢300年以上)10カ所43本，②壮齢木(樹齢

50～100年)5カ所268本,③苗木3カ所216本，合計

527本について，筑波大学と共同で分析を行った。

その結果,527本のナンゴウヒは32クローンに分け

ることができた｡そのクローンに1号から32号の番号

を付けて出現割合を見ると図①のようになる。どの樹

齢層を見ても，ある一つのクローンが特に多いという

結果が得られた。共通するクローンは集計を行った順

番がたまたま14番目であったことから，この共通クロ

ーンを「ナンゴウヒ14号」と呼んでいる。これらの結

果では神社・寺院では72％，壮齢木では68％，苗木

でも48％が「ナンゴウヒ14号」であった。特に古い

ナンゴウヒのほとんどがこのクローンであったという

ことが，「ナンゴウヒとは｣を考えるとき注目すべき点

である。また，壮齢木では18号が12％，苗木ではそ

れに加えて2～3クローンの割合が増えてきていた。

(2)DNA分子マーカーを利用したクローン分析

さらにDNA分析との関連性を確かめることとし，

今回はその中のRAPDマーカーによる方法で行った。

まず「ナンゴウヒ14号」を中心に，アイソザイム分析

で出現割合の高かった8クローンと大分や長崎の精英

樹などを用いてDNA分析とアイソザイム分析との結

果を比較したところ，アイソザイムのクローン分析の

結果と高い関連性をもつことがわかり，今後DNA分

析によってクローン管理を行うことが可能であるとい

うことがわかった。

クローン分析の次の段階として，それらのクローン

林業技術No.66519W8
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の例として，太枝系5本のDNA鑑定結

果を示すと写真②のとおりであり，5本

のうち4本は「ナンゴウヒ14号｣で，残

りの1本は2番目に出現割合のi断かつた

18号であった。

つまり，ナンゴウヒの大多数を占める

個体は，太枝系ではないかと考えられた。

また，細枝系の数本は，アイソザイムの

3号や8号と同じパターンを示した。そ

れらは若い暦ほど出現割合が増したこと

から，細枝系はナンゴウヒの実生個体な

どの中からナンゴウヒの基本的な特性を

持ちながら，育成しやすいやや細めの枝

をつける個体を選抜していったものでは

ないかと考えられた。いずれにせよ，今

後，クローンの特性評mliをきちんと行い，

不良クローンの除去や優良クローンによ

る採穂園の整備を進めていく計画である。
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写真②太枝系のDNA鑑定結果

の特性を調査する必要がある。まず，地元で行われて

いる分類法（太枝系と細枝系）とクローン分析の結果

がどのような関係にあるかの検討を行った。その一つ

鐸篝護域騨霧葬套讓潅藷 ’日教亦熱茄瀧会蓉薑

スギ雪害抵抗性新品種

「出羽の雪1号,同2号」
の現地適応等について

高
滝

秋田営林局村山営林署署長

東北育種場奥羽事業場原種係長

種に比べ根元llllがりが非常に小さく，しかも樹高成長，

胸高直径が大きいグループに属し，生存率は平均を上

1口Iり，幹折れ被害率は平均以下となっている。

(2)根元曲がりは雪害抵抗性群と比べて精英樹群が大

きく，根元曲がりに対する抵抗性は，精英樹よりも雪

害抵抗性候補木が腿れていることを示唆している。

(3)今回の調査で登録品種に匹敵する有望なクローン

(矢島営林署管Iﾉ1選出の秋田宮12号等）も確認できた。

(4)各形質について6年次調査と10年次調査とのｲ11

関関係を見ると，根元IIIIがりが0.810,樹高が0.905,

生存率が0.774,幹折れ被害率が0.911で,それぞれ極

めて商い相関係数が得られた。これは両調査年次間に

おいて各形質とも6年次調森の結果と同様の傾向を示

し,liL期検定の信頼性が高くなったことを示唆する重

要な情報となった。

このように新品櫛は，耐習性（幹の根元llllがり．根

1はじめに

積雪地帯における人工林の最大の課題は雪圧による

根元曲がりといえる。村山営林署管内の雪害抵抗性検

定林には，林木育種センター東北育種場が山形県林業

試験場との協力で選出・確定した根元曲がりの少ない

新品種「出羽の雪1号，同2号」（平成8年11月品種

登録）が植載されており（昭和61年設定)，今lul,当

新品種の適応性の検証を行い,10年次の現地適応状況

等分析を試みたので発表する。なお，調査箇所は雪害

抵抗性検定林で，現地調査は当署が実行し，指導なら

びにデータの集計・分析等は東北育種場および奥羽事

業場の協力を得た。

2．調査結果と考察

雪害抵抗性検定林において,平成8年10月に植栽後

10年次の形質調査を行った。その結果，

(1)新品種は，雪害抵抗性候補木群，精英樹群，在来

林業技術No.6651997.8



写真①幹の通直性および根元曲がり等比較

の太さ，根の形態等）や成長，さらに幹の通直性にお

いても，これまでの積雪地向けの品種に比べ著しく優

れている。

3．今後の課題と対応

今後，本品種のさし木苗を造林用スギ苗木として本

格的に普及する場合，次のような課題が考えられる。

課題1：さし木苗は実生苗と比較してコスト高とな

るとともに，穂木の確保等で生産数量の面で

も一定の制約が生じる。

課題2：新品種への信頼性をより高め，その普及・

定着を図る積極的な取り組みが必要である。

これらの課題に対応するには，新品種の採穂園の造

成等さし木苗の生産供給体制の整備や，さし木苗のコ

ストを縮減する方策等も検討する必要がある。

また，東北育種場では「出羽の雪1号，同2号」の

苗木の適応性等を把握する目的で，平成3年から8年

度にかけて，多雪地帯の41営林署(青森局6署，秋田

局30署，前橋局5箸)で，各署1カ所の新植事業地の

一画を試植センサー林として設定している。

今後，さらにこれらの調査分析を続け，当該地域に

おけるスギ新品種苗木の適性や実用性等を把握すると

ともに，篤林家等の協力も得ながらモデル林造成を積

極的に実施する等，その信頼性を一般林業関係者にも

目に見える形で積極的にPRしていく必要があると考

27

写真②根の太さおよび形態等比較

写真③検定林内の「出羽の雪2号」

えている。

4．おわりに

東北種育場では,今回の調査で確認された秋田営12

号等や他の有望クローン数十種との組合せによるミニ

チュア採種朧Iをつくり，その種子による実生苗で根元

曲がりの小さい，より実用性の高い侃,種を少しでも早

く創出すべく，9年度から具体的に取り組む計画であ

るが，当署もこれらの計miに職概的に協力していきた

いと考えている。
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第遜?剛〆難紡ﾐｺﾝ矢ズ侭 ’

浅間山麓におけるカラマツの

天然更新について(中間報告）
長野営林局岩村田営林署iヤ超

業務課長小須田啓

1．はじめに

植付けの省力化と造林経蛮の節減を図ることを目的

として,昭和60年度からカラマツの天然下種更新試験

地（浅間山国有林27ほ林小班・面積1.08ha)を設定

し取り組んだ結果，一定の成果が得られた。その後，

稚樹の成長過程を見ながら11年を経過し,成林の見込

みがついたので，現実林分の調査を実施するとともに

今後の成長過程を見ていく場所として整備を行ったの

で中間報告として発表する。

2．カラマツ天然更新経過

第一段階

(1)施業概要：天然下種更新試験地は，カラマ

ツ人工林(明治27年植栽）にヒノキを下木植栽

(明治42年）した林分であった(林齢92年，胸

高直径52cnl,樹高26m,蓄穣182Irf/ha)。昭和

60年に皆伐し，トラクターによる枝条の点状集

積と地表のかき起こしを行い発芽条件を整えた。

昭和62年より連続3年間,稚樹の成長を妨げな

いようていねいな下刈りを行った。

(2)稚樹の発生：61年夏に稚樹の発生を確認

し，プロット（3カ所・各100㎡）調査によれ

",ha当たり61年度45,500本'63年度31,500

本，平成3年度28,600本であった。

(3)生育状況：発芽するときは裸地化した所が

よく，成長するときは，ある程度草地等雑かん

木に覆われた所がよい。また人工植栽の苗と比

較して，直根が発達しており根張りもよく，地

中深く伸長している。以上のことから，天然下

種更新へ導くためには，伐採の時期・地表のか

き起こし等ある程度の条件整備が必要である。

(4)天然下種更新の有利性の確認：①造林経費

が節減（苗木代，植付労力識が掛からない。下

刈り回数の縮減等）できる。②苗畑で育てた苗

と比べて寒風による芯枯れの心配がなく成長が

よい。③根が発達しているので干害や台風など

に強い森林造成が見込まれる。
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第二段階

カラマツ天然更新試験地として11年が経過し,今後

の成長過程を観察していくため平成8年11月試験地

内に次のような設定区域(計4カ所。各20m×25m=

500IIf)を設けた。

設定区は次のとおり。P-1(成立本数30()本,ha当た

り本数6,000本/ha・平成3年調査時の状況・バラ・

雑かん木地),P-2(I司470本，同9,400本/ha,裸

地),P-3(同196本，同3,920本/ha,笹地),人工林

区（同104本，同2,080本/ha,-),P-1～P-3の

平均成立本数は，6.440本/ha。

写真①昭和61年度（伐採1年後）

写真②平成3年度（伐採7年後）



(1)成立本数:P-1～P-3の平均成立本数は,6,440

本/haで，昭和61年調査時点の45,500本/haと比較す

ると，この11年間に86％が自然陶汰されたことになる。

(2)カラマツ天然更新木の特徴：樹幹解析を行い，成

長予測等を試みた結果から，その特徴を見ると次のと

おりである。

①天然更新によるカラマツの樹商成長は，人工造林に

よるものより優れている。

②肥大成長では人工造林によるものより劣っているが，

これは天然更新が高密度のためである。

③15年生時点での樹高予測では,天然更新によるもの

の成長は,15.5mと著しい。

このような天然更新箇所は少ないとはいえ，カラマ

ツの天然更新は期待のできる施業である。

(3)残存本数の決定：伐除に当たっては，残存木の配

置状況等区画全体のバランスを考慮しながら，主とし

て小径木および不整形木を対象に決定した。各設定区

の残存本数は，「長野営林局管内収機予想表｣のカラマ

ツ10年生の主林木本数1,800本/1'aをI胃l安に,P-lで

は予想表の15倍の3，()00本!/ha,P-2では2傭職度の

3,760本/haとなるように設定した。P-3では全く手を

叢鳶職鰯鞠羨溌繊簿鍵溌溌然 ’

知床国有林における

ミズナラ堅果結実調査

1．はじめに

ミズナラは知床半島の針広混交林および腹葉樹林を

構成する主要樹種の一つとして重要であるばかりでな

く，その堅果（ドングリ）は，エゾヒグマやエゾシカな

どの重要な餌ともなっている。このミズナラに着目し，

今後の天然林施業実施に当たって，ミズナラの堅果の

結実状況等を把握し，その変動の様子を明らかにする

ことによって，今後のミズナラ造成の一助にと平成元

年から調査を行い，その結果をまとめたので報告する。

2．調査方法

(1)調査地は知床半島中央部の北側に面したlll腹で2

カ所(A・B両調査区：標高100～300m,平衡斜面，

弱度の風衡地）設けたが，林相はともにミズナラ，ハ

リギリなど広葉樹が6～7割を占め，トドマツ，エゾ

マツなどの針葉樹が混交する針広混交林で,ha当たり

29

写真③P－1区，除伐整理後の林分

加えない状態で3,920本/haとして自然の推移にまか

せることとした。なお,人工林区では,成立本数2,080

本/haにより通常の施業を実施することとした。

3．おわりに

今後の課題として，各区画の成長量。形質等，また

コスト面での比較等調査観察を続け，より良いカラマ

ツ天然林施業の体系を模索したいと考えている。

北見営林支局知床森林センター

緑化第一係長 I
志村英男

230㎡の蓄積を有している。

(2)調査本数は,A調査区15本(径級46～70cm),B

調査区10本（同50～74cm)の計25本とした。

(3)ミズナラ堅果（ドングリ）の落下時期，落下量お

よび形質などを調査する目的で，個々の調査木から落

下する堅果の数量を把握する方法で行った。

(4)具体的には調査木の幹を中心にして，樹冠が主に

広がる方向を基準にして3等分し，その3等分した樹

冠下に1m平方のシードトラップを各々設置した。

(5)1調査木の堅果生産数は，3個のトラップに落下

した堅果数に，3トラップと樹冠面積の比率から求め

た「倍数」を乗じて，1本当たりの落下量（粒数等）

を求めた。

(6)堅果の収集は週1回とし，落下数とその重量，堅

果の健全度ならびに形状を測定し記録した。

林業技術No.6651997.8
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着果価I数とも多く,60cl1l台は着果、数

は多いが堅果の蒲果数が少ない傾向と

なっている。なお，樹冠の大きさは径

級に|典l係なくほぼ同じである。

(3)堅果の生産数および重量の割合

①堅果は職いものほど未熟なものが多い

ことから，調査に当たっては29を超

えるものが発芽しやすいものとして検

討した。

②年度別に生産された29を超える堅

果を見ると，凶作の年（平成5年・7

年）は良い堅果が少ないことがうかが

えるがb29を超える堅果はほぼ30

％以下の生産比率となっている。

(4)堅果の落下時期

①曜果は9月中旬から落下が始まり，落

下鐙は10月上旬にピークに達し，10

月下旬まで続く。

②29以上の重い堅果の生産比率は,9

月下旬ごろから増加し，落下終了まで

増加し続ける。

4おわりに

平成元年度から始めた落下鍬調査によ

って，知床国有林のミズナラ堅果につい

て，いくつかの傾向が観察された。

5～6年のサイクルで磯作，2年サイク

千
h

ロ1本当たり生雄散
5．5’

5．2

２

生
産
堂
（
粒
）

36

2．1

函 mllF
0

16-4850-5254-5658-6062-6466-68

径級階cm

図①調査木の径級別堅果生産数（粒数）
(H元年～8年の8年間・年平均）

7()－74

千250

D29以上

D29以下27200

０
く
り

５
《
０

●
上
１

落
下
量
・
ｇ

73
mlll9

8130 80

7059
50

41
0

9中 9下10上10中

落下時期（月）

堅果の時期ごとの落下量と充実度

棒グラフ内数値は重量別割合（％）

10F

図〈2
(1)おおむね5～6年のサイクルで豊作,2年サイク

ルで並作の堅果の生産が見られた。

また，豊作年ほど充実した堅果の比率が多い傾向が

見られた。

(2)ミズナラ堅果は，豊作の翌年は凶作になる傾向が

見られた。

(3)径級50～60cm程度までの木に堅果の生産数雅お

よび若果|副数が多く見られた。

(4)充実した良い堅果を採取する時期の目安は，9月

下旬以降とするべきである。

なお，堅果の遡作年の因子として，気温，降水鍬，

日照時間との関係について，個々の因子と堅果の豊凶

との関係を見いだすことはできなかった。

知床半島におけるミズナラの堅果は，内陸部と比較

して，繋果の生産時期，生産サイクルなどに大差はな

いことが見受けられた。ミズナラ堅果については未鮮

明な点も多いため，さらに調査を続けていくこととす

る。

3結果と考察

(1)年度別堅果生産量

①堅果結実の豊作の周期は5～6年に一度といわれて

いるが，本調査区においても豊作の周期はほぼ同じ

傾向が見られる｡凶作年は,ほぼ豊作,並作の翌年に

現れており,堅果の豊作凶作の周期的な傾向がわかる。

②種子の結実数と1粒当たりの重量との相関について

は,生産数が多い年は1粒当たりの重さは大きく(豊

作年で2～39,凶作年では29以下となる),豊作

年ほど充実した堅果が生産されている。

(2)生産数と径級の関連

①1本当たり年平均生産数は，径級50～6()cmのもの

が高い生産数を示しているが，これより細い径級．

太い径級では生産数が小さくなる。これらは個々の

遺伝的な特性によるものと考えられるが，径級（樹

齢）との間に相関関係があるように見受けられる。

②堅果の生産力は,径級50cm台のものは着果数および

休業技術No.6651997.8
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趣謝謝赫其”溺瀕議漁 藤 北海道営林局札幌森林センター

（現･夕張営林署総務課長)杉村茂

E(票罵震雲雪瀦篁壼寒地造林試験について
F

戸

『三］

(杉村氏）

ｊ
０
％
佃
！

(1)標高の高い高寒地における更新の一方法として，ト

ドマツ，クロエゾマツ，ダケカンバ等の保護木のも

とでトドマツ，アカエゾマツ，クロエゾマツの植込

みを行い（昭和48年大型機械により地表処理，植

込みは同年10月および49年6月の2同にわたり行

った)，針広混交林へ誘導する試験（奥定山渓国有

林2180へと林小班,標間840m)を昭和48年から行

ってきたので，その結果を節4報として報告する。

(2)高寒地におけるトドマツ，アカエゾマツ，クロエゾ

マツの造林的特性について分析するために，樹種別

残存率，植込み方法別棚筒と残存率，樹種別直径分

布，樹高成長の比較等について調査を行った。

(3)標高840mの厳しい気象条件の下では諸被害を避

けることは難しいが，23年を経過し，一応針広混交

林の様相を呈し，林分としてそのまとまりを見るに

至った。

(4)3樹種のうち,1､ドマツは23%まで激減した。その

半数は健全木であるものの高寒地に適した樹種とは

いえない。アカエゾマツは雪にもろい一面はあるが，

100

鯉全木率

－46

－77
50

－45

－

３２

(年）S49545762H8<年）

樹種別残存率

クロエゾマツと同様，健全木の本数および直径・樹

高などから見て高寒地での適応樹極と認められる。

なお，クロエゾマツはアカエゾマツより，さらに高

寒地に適応した樹種と考えられる。

(5)開放地での植込みは残存率が低下したことから，高

標高地での造林にはある樫度上木による保謹が最も

実用性の高い諸被害からの回避策といえる。

(6)今後は，施業試験として試験地を継続し，その推移

を見守ることとする。

’〃詠美授紘｡シ策Z藷鰕 際 高知営林局本山営林署
吾北森林事務所森林宮

複層林の天然稚樹について
福田誠

③傾斜位置については，天然稚樹の発生は斜面上部

が最も良く，次いで斜而中部，蚊も悪いのは斜面下

部であった。

(4)考察

①当年生の稚樹の発生は斜而上部が肢も良いが，こ

斜面位置別の1haの平均発生本数(100本）

(1)複層伐を行い，林|ﾉﾘに光を入れることにより発生す

る天然稚樹に着|ヨし，その発生要睦lを究明すること

として，今回上木がヒノキである複層林で，ヒノキ

の天然稚樹の発生状況を調査したので報告する。

(2)調査林分内にプロッl､を設定し，、上木本数,_I二木樹

高，傾斜度，斜而位職方位などを調査項卜|とした。

(3)分析結果

①上木本数が少ないほど天然稚樹は生えやすい。

②傾斜度については，40度までは大きな変化がな

く，40度を超えると発生が劣るが，これは土壌の流

失などにより稚樹が根付かないためと考えれられる。

当年生

424

樹高20"未満

64

44

48

樹高20"以上

106

36

6

叙両卜部

籠面中部

謬面下部

112

21
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れは斜面上部は傾斜が緩やかな場合が多く，雨水に

よる土壌の移動が少なく，また土壌条件が悪いため

に他の植生との競争が少ないからと考えられる。一

方，斜面下部では発生はほとんど認められない。

②ヒノキ稚樹については樹高20clll以上の枯死率は

低いという報告があり，今回調査では,樹高20unを

基準とした発生本数を調査した｡天然稚樹20cmを超

えるものは斜而上部ではha当たり10,600本,斜面中

部では3,600本となるので天然更新は可能だと考え

られる。

③斜面下部については天然下種更新は困難と考えら

れ，地かき・刈払いを行い稚樹の発生を促すが，発

生しない場合は山引苗を活用して人工植栽を行う。

今回は斜面位置について重点的に考察した。

義雄饒燕溌篝｜

合自然的造林方法の確立

第揮鋤難赫璽シ霊溌恭 大阪営林局福山営林署
福山森林事務所森林官

－低コスト造林地におけるヒノキの生育調査(中間報告)－
弘兼光秀

(1)低コスト造林技術の確立を目指して,「自然的造林方

法の試験調査｣として無地栫え,疎植および無下刈り

によるヒノキの造林試験地（広島県神石郡三和町・

篠原山国有林33む1林小班･平成4～13年度）を設

定し，通常の施業による造林木との生育の違いの比

較調査を行った。設定後4年を迎え，生育に若干の

差力認められたので報告する。

(2)自然的造林区(A区：植栽密度1500本/ha,B区：

同1000本/hao両区とも無地栫え，保育省略）と対

照区（通常の噸序え，植付け，保育（下刈り，つる

切り）を実施）を設定し，根元径および樹高を測定

し，その結果を分析した。

(3)下刈りの有無による生育の違い：樹高では，両試験

区の間に顕著な差は見られなかった。②根元径では，

対照区のほうが自然的造林区よりも太くなる結果を

示している。

(4)下刈りの有無による形質の違い：対照区のほうが樹

高の割に根元径が太くなっている。これは，自然的

造林区は潅木類，下草と競合して，地上部・地下部

ともにそれらに阻害されているからだと考えられる。

(5)自然的造林区と対照区の経費比較：対照区と比較し

て4年間でha当たり21.3～247人工に相当する人

件費の削減を図ることができた。4年目を迎えて枯

損もなく，以上の生育状況から見て成林は十分期待

でき，コスト面で大きなメリットがあると考えられる。

施業にかかった所要人工数

自然的造林区(人/ha)

A B

7878

10066

年度 作業種 対照区(人/ha)

5 婚
一
吋
一
柳
一
部
柳

9．4
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６
－
７

45
－

38

4.6

÷F皿
4．6

39.117.8 14.4

諺潅菱鍵毒黛蕊鐵毒謝函館営林支局室蘭営林署
伊達森林事務所森林官

牧野みほ

｢室雷バットの森｣の今後の施業業務課経営係
大河内康裕

p
崇脅懲鮒識紘潔溌宏霧露

可｡

１
１

(牧野氏）

(1)バット原木の継続的な供給と天然林育成技術の向上

を目指すとともに，併せて森林や林業に対する市民

の理解を深めてもらう場として，アオダモが密生す

る林分をr室蘭バットの森」として設置した（室蘭

岳南西にあたる伊達森林事務所部内215林班・標商

330～380m面祇4.5ha)。

(2)林相はミズナラ,センノキ,シナノキ,イタヤカエデ

等を主体とした落葉広葉樹林である。「バツ|､の森」
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にはアオダモはha当たり約460本生育している。

(3)バット材は長さ1m,太さ7.5cmの角材で芯や腐

れ，変色などの部分を除き採伐する。したがって，

適材は節がなく，木目が均一で白味，年輪幅2～3

mmの荒目であることが要求されるので，施業目標

は胸高直径16～22cm,通直で枝が張っておらず,腐

れがない立木を生産することにある。

(4)樹種特性（稚幼樹の段階までは高密度で排他性の高

い群落を作るが，中,大径木になると単木的に生育）

を考慮すると，稚幼樹の保育においては生長に伴う

消失をできるだけ少なくし，併せて価値の高い材の

生産に配慮することとした。

(5)そこで，アオダモの林分に独自の除伐方法が要求さ

れるかどうかを検討するために，除伐試験地を設定

しいっそうの研究を重ねることとした。

1000

００

１

１本
数
（
本
／
脆
）

nnR
I

8101214161820~

胸高直径(cm)

～46

アオダモの現況

’細日本林業技術協会支部連合会のお知ら連本 協 せ

●第49回日本林学会関東支部大会，第16回日本林業技術協会南関東・北関東支部連合

大会合同大会…10月2日（木）～3日（金），サンレイク土浦（公立学校共済組合）に

て。所在地：茨城県土浦市港町3-30-23｡TEL､0298-22-2001．会場へは常磐線土浦駅
を東口に~ド車し，港町1丁目交差点の信号を直進，道なりの突き当たり。霞ヶ浦に面

した土浦港の一角。2日の午後4時～5時にかけて，茨城県自然博物館館長の中川志
郎氏を演者に迎え，特別講演（演題未定）を予定。また，3日の午後，希望者を対象
に茨城県自然博物館（岩井市）の見学会も予定（午後4時半JR取手駅解散予定)。

●第48回日本林学会関西支部，日本林業技術協会関西･四国支部連合会合同大会（決定
稿）…10月8日（水）～9日（木），琵琶湖博物館(JR琵琶湖線草津駅西口より近江
鉄道バス「烏丸半島」行きにてr琵琶湖博物館前」下車。所要約22分）とラフオーレ
琵琶湖(JR湖西線堅田駅前よりラフォーレシャトルバス。約10分。またはJR琵琶

湖線守山駅よりバスで「みさき公園」下車。約30分）にて。なお，8日の11時10分
～12時半には，琵琶湖博物館にて，只木良也氏による特別講演｢琵琶湖の保全と林業
の振興（仮題)」を予定。詳細は「第48回合同大会事務局」（滋賀県林務緑政課内。
TEL.0775-28-3918,FAX.0775-28-4886)まで。

●日本林学会九州支部総会並びに日本林業技術協会九州支部連合会通常大会…10月17

日（金）～18日（土)，熊本テルサ（熊本市水前寺公園28-51｡TEL.096-387-7777)

と熊本県立大学にて。17日の午後2時半～5時まで，熊本テルサ会場にて，熊本大学
文学部の徳野貞雄氏を演者に迎え，「転換期における農山村の進路｣と題する誰演会を
予定。なお，熊本テレサ会場では林学会役員会・日林協幹事会役員会・林学会と日林

協の合同大会・講演会・懇親会を，熊本県立大学会場では林学会研究発表大会を開催。
大会事務局：〒86O熊本市黒髪8-222-2熊本県林業研究指導所企画調査部担
当：杉野・矢野(TEL.096-339-2221内線41,FAX.096-338-3508)。

南関東・

北関東

関西・四国

九州

’ 内『林業土木コンサルタンツ研修計画のご案財

◇ぜひご活用ください｡なお,『森林と水資源｣｢環境影響評価｣｢林道トンネルの施工管理｣は次報にて。
●「林道トンネルの調査・設計｣…9／8侭)～12個，林業土木コンサルタンツ技術研究所にて。

●「林内路網と地形地質」…9/29(月)～10/3燭，林野庁森林技術総合研修所にて。

◇詳細等お問い合わせは･･･財林業土木コンサルタンツ技術研究所まで。
〒370群馬県高崎市上中居町42-1．a0273-30-3232,FAX､0273-23-3335c

林業技術No.6651997.8
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パイオニアファイル

．

森林GISは流域管理に

どのような役割を果たせるか

文部省統計数理研究所
鄭躍軍

(ていやくぐん）

本誌1997年1月号(No．658)の「森林GIS"､

の道」という特集では，事例を通して森林GISの

機能,利用実務および森林GIS導入の諸側面をわ

かりやすく解説してある。本稿では森林GISの流

域管理への役割を探っていくこととするが，もう

一度システム構成の視点からGISの主な構成要

素をみていくこととしたい。

1.GISの主な構成要素

地理情報システム(GIS)とは，空間および非空

間情報を特定の手順を通して入力し，貯え，管理

し，これらの相互関係を処理・解析して表示．出

力するシステムである。空間情報には大きく分け

てベクトル型データとラスタ型データの2種類が

ある。ベクトル型データとは図形の形状を点，線，

面に分け，それぞれ2次元の座標値を用いて表現

するもので，一方のラスタ型データとは，行と列

ベクトル型データ

ーユ

(",J')

(x,J')(x,J1R

(x,j')

1

1

2

2

ラスタ型データ

ー．

I 1

1 2

2 2

2 2

3

3

3

2

3

q
日

3

0

3

3

3

0

（データの内容）（データの内容）
1点1点の座標の組み合せ各ピクセルの持つ数値に

よって表現される

図①ベクトル型データとラスタ型データの概念
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から構成されるメッシュに表現しようとする地理

図形を示す値を持っているデータ椛造である（図

①参照)｡また非空間情報とは空間情報を反映する

各種の属性データ（樹種，林齢，蓄積等の情報）

をいう。

GISの主な構成要素は図②のように5つの部

分から成っている。それらは[データ入手］［前処

理]Iデータ管理][操作・分析］と［出力作成］

である。

まずlデータ入手］は,GIS導入の目的に応じ

て必要なデータを同定し，収集する過程である。

適切なデータを入手,入力しなければGISは何の

役にも立たないといえよう。第2の［前処理］で

は，地図や写真，印刷物などから情報を抽出し，

この情報をコンピュータ化すると同時にデータ中

の対象物の位置を記録する特定システムを作る。

第3の［データ管理］にはデータの入力，更新，

データ入手

町苗

前処理

データ管理

操作と分析

出力作成

＝一言

陸罰闘函凰鬮

図②GISの5つの櫛成要素（引用文献1から）

=窪
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削除,読み出しなどのデータベース作成｜
と，それへのアクセスを取り扱う機能が｜
ある。第4の［操作と分析」はGIS利用

者の注視するところであるが，各種形式

のデータを扱って新しい情報を引き出す

作業がこの構成要素にある。例えばGIS

データベースにすでに保存された等高線

に基づいて，傾斜，標高などのラスタ型

データを計算することを利用者はよく求

めるであろう。また，森林基本図に基づ

いて作成された小班ベクトル型主題図と

森林簿をリンクさせ，個々の小班の位置

を眺めながらデータベースに格納されて

いる属性に関して検索することができる

東京大学農学部附属千葉演習林
ことは森林管理者にとってはGIS導入優勢機能
の第1の目的といえよう。最後に第5の区3木材生産林巨ヨ環境保全林

[出力作成]は，目的に応じてGISからの医2水源かん礎林厘I]保健文化林
最終的な出力結果が作られる機能である。区画災宵防止林 図③流域内の小班ごとの優勢機能分布

こうした出力作成には，集計報告書や地

図や図表などがある。出力形式には一時的にデイ 究内容の一部を紹介したい。

スプレー上に表示するソフトコピーの、像と，紙当淡習林は面積約2,200haで，林班数47,小班

やフイルム上に印刷するハードコピーのものがあ数約700から構成される。GISに1/5,000のオ

る。ルソフォトマップに基づいて演習林全域の林班，

最近ではGISは,施設管理分野で広く用いられ小班，林相の境界線および等高線を入力し，また

ているとともに都市計mli,地域の資源管理，さら従来から森林簿として管理されてきた情報はデー

に環境保護計画にも導入されてきた。林業・林学タベースのファイル形式に変換し,GISのデータ

分野では森林計画の策定，森林変遷の推測，流域ベースを整備した。等高線を基にしたDTMデー

木材の調達および森林火災の管理などにGISを夕瀧')を用いて標高，傾斜角，傾斜方位などのラス

適用した研究事例が多く見られるようになってき夕・レイヤ“)を作成した。

た。GISはまさに森林管理の手法に重要な革命をさて，まず森林の有する多面的機能をどのよう

もたらしてきている。これはGISによって森林管に総合的に評価できるかという問題を取り上げて

理に関する情報を迅速に分析・処理しながら意思みよう。ここで森林の状況とその置かれた地況に

決定に必要なデータを算出・作成することもでき基づいて各機能ごとに評価モデルを構築し，これ

るからである。によって小班ごとの各種機能を評価した。その結

以下では,森林の流域管理におけるGISの役割果に基づいて各小班の発揮すべき優勢機能を特定

について紹介したい。することができる。この評価手法には小班ごとの

林況データだけでなく，地図情報に基づき算出し
2．森林の流域管理にGISはどのように使えるか

た標高，傾斜角，傾斜方位および林道からの距離

ここでは筆者が東京大学附属千葉演習林を対象などの地況データも用いた。つまりGISの操作・

にGISを利用して森林の流域管理に関連する研分析機能によってラスタ型データから標高，傾斜，

林業技術No.6651997.8
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傾斜方位を求めた。一方でバッファリン

グ塗3)を通して小班ごとに林道からの距離

を算出した。例えば流域内のある地域の小

班ごとの優勢機能を示すものは図③のよう

になる。ここで数字は小班の番号であるが，

各種パターンは優勢機能の種類を示してい

る。

次に各種機能の度合いに基づいて流域の

小班ごとに施業の方法が決まる。筆者は森

林計画が長期，中期および短期の3種類の

計画から構成されるべきと考えている。長

期計画とはいわば資源計画である。まず対

象とする森林に対し理想状態を定義し，森

林を逐次にこの状態へ誘導してゆく分期ご

との計画である。中期計画とは長期計画で

決定された各分期の計画内容を具体的に実

行してゆく年次計画である。さらに短期計

画とは年間の月ごとの月間計画である。匿詞

長期計画の策定では，ある流域の森林特

性に基づいて各種機能を最大限で発揮させ

るために0-1計画法催'')による土地利用区分モデル

を適用した。ここでは木材等生産，水源かん養と

保健文化機能を管理対象として森林土地利用区分

を行った｡モデルに基づいて区分された機能団(同

一地域を通じて保有する各種機能の度合がほぼ一

致している小班の集合体）を直ちに採用するので

はなく,GISによって空間的レイアウトを配慮し

ながらモデルのパラメータを調整するのがこの方

法のポイントである。図④は最終的に決まった機

能団の空間的レイアウトの一例である。

さて，機能評価および土地利用区分が終わり，

流域の各森林計画区に属する小班の特性に基づい

て流域の森林管理目標および分期ごとの施業方法

が明確に決まらなければならない。ここで流域の

各小班の持つ木材等生産(収種量),水源かん養(土

砂流出量）および保健文化機能（訪問者数）など

を協調的に利用するための森林計画策定モデルを

構築した。目的関数間のI､レード・オフによって

異なるパレート最適解睦5)を見つけることができ

る。同時にその結果はGISによって表示したり分

林業技術No.6651997.8

木材生産機能団吻水源かん養機能団皿皿保健文化機能団

図④土地利用区分の空間的レイアウト

析したりすることによって経営戦略を選定するこ

とができる。例えば，ある流域は森林機能によっ

て3つの機能団に分けられたが,GISによって空

間的レイアウl､に基づいてシミュレーションを行

い，最も望ましい長期計画案を決定した結果は図

⑤のように表示することができる。ここで最も重

要な目標は木材生産であり，第2と第3の目標は

それぞれ土砂流出量と保健文化の利用者数が示さ

れている。

紙数の関係から中期計画および短期計画の策定

にGISの役割を示す事例を省かざるを得ないの

で，文献3を参照されたい。なお，流域の伐出作

業の手段や林道の開設などを計画する場合，地形

的条件や林道網配置を各流域の管理主体の間に総

合的に検討する必要がある。GISの導入はこのよ

うな複雑な問題の解決にも有力なツールとなる。

3．森林GISの今後の方向

森林の流域管理の重要性が増すなかで，森林

GISの役割はいっそう高まるものと予想される
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が，流域の各局部において空間情報と属性

情報をコンピュータで一元化管理する森林

GISの今後の方向を簡単に述べてみたい。

（1）インターネットを基盤にしてGIS

データを公開するためのGISデータ形式

を従来のさまざまなフォマットから標準化

形式への転換がはかられている。これによ

ってGIS情報の公開性および共有性を確

保することができる。

(2)GISがプロの道具としてではなく，

一般の利用者にも画像，動画，音声などの

多様な情報を簡単に扱えるようになってき

ている。現在では画像対応はすでにできる

ようになっている。

（3）高解像度衛星画像データの利用によ

り,GISのデータ整備や更新費用が現在の

1/2～1/20程度抑制できると報じられた。

この技術によって短周期の数値画像情報を

利用することによって流域の森林管理にも

利用可能な精度を持つGISとリモートセンシ

ング(RS)との統合が望めるようになる。

一方で.林業サイドでは森林GISデータ

匡三第1分期に主伐して第3分期に間伐する
緬第2分期に主伐する
”第3分期に主伐する

皿皿第1.2,3分期に主伐して第3分期に間伐する
霧翻第1分期に間伐する

三二第2分期に間伐する

翻第1,2分期に間伐する
"第3分期に間伐する
ⅧⅢ保存林

一方で,林業サイドでは森林GISデータ整備の

適正な精度，情報公開の基盤整備および国有林と

民有林との情報ギャップの問題などの検討作業が

進められつつあるが,近い将来の森林GISはより

効率的な流域管理システムとしてその重要性をさ

らに高めていくことが期待される。

［引用文献］

1）岡部篤行･貞広幸雄･今井修（訳）（1992）：入門地理

情報システム・共立出版・235pp.

2）鄭躍軍･南雲秀次郎･龍原哲(1994):GISを利用し

た森林機能による類型区分．日本林学会誌76（6）：522

-530.

3）鄭躍軍・南雲秀次郎(1995):GISを利用した森林計

画策定システムの研究(1I)－短期計画の策定につい

て－．日本林学会誌77（1）：28-34.

4）鄭躍軍（1996）：森林の多面的利用に関する森林計画

策定システム．日本林学会誌78（3）2319-326.

5）林野庁(1992）：流域における森林資源の適正配置手法

に関する調査報告書.88pp.

図⑤多面的機能をめぐる長期計画の結果

［用語注］

1.DTMデータ(DigitalTerrainModel

data):デジタル化地形モデル。

2．レイヤ：対象地域のさまざまな図形情報

の種類。

3バッファリング(緩衝領域）：点，線，面

などの図形から外側に指定された距離分の

領域のカバレッジを作る機能。例えば，林

道の各点から半径100m以内の領域を作成

できる。

40－1計画法：整数線形計画法の特例と

して変数が0または1しか取れない最適化

技法。

5．パレート最適解：多目的線形計画問題の

場合，ある目的関数の値を改善するために

少なくとも他の1つの目的関数の値を改悪

せざるを得ないような解がV.パレートに

よって定義され，パレート解と呼ばれてい

る。
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自
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は
全
く
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や
他
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危
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な
も
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ら
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を
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、
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の
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か
ら
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の
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況
が
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え
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局
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隠
れ
る
こ
と
）
と
胃
易
胃
ｇ
（
見
晴
ら
し
）

の
心
理
に
一
致
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
若
く
し
て

生
計
を
求
め
て
フ
リ
ー
ト
街
の
大
渦
巻
に
巻
き
込
ま

れ
、
病
気
に
さ
い
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ェ
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よ
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独
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と
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る
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の
記
』
（
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八
八
三
）
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す
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ま
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岳
し
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訳
）

夏
の
日
の
激
し
い
生
命
に
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入
し
、
太
陽
の
光
に

く

霊
的
生
命
を
汲
み
と
り
た
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と
切
望
す
る
ジ
ェ
フ
リ

ー
ズ
に
私
は
あ
る
種
の
神
秘
主
義
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感
じ
る
が
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ま
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世
の
イ
タ
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、
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ッ
シ
ジ
の
聖
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ス
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陽
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が
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が
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こ
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の
太
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歌
が
『
野
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に
て
』

（
一
八
八
五
）
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で
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ま
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違
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す
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ェ
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こ
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の
山
の
神
々
の
よ
う
に
、
遥
か
彼
方
の

低
山
の
上
に
休
ん
で
い
る
。
陰
影
な
く
し
て
何
の
日

向
で
あ
ろ
う
？
」
（
板
倉
勝
忠
訳
）

ま
た
ほ
か
の
と
こ
ろ
で
、
夏
の
夕
幕
、
ニ
レ
の
葉

が
茂
る
と
こ
ろ
に
深
い
陰
影
が
ま
つ
わ
る
こ
と
に
ジ

エ
フ
リ
ー
ズ
は
目
を
細
め
て
い
る
。
少
年
の
日
に
夏

野
の
輝
か
し
さ
や
、
麗
し
さ
に
す
っ
か
り
心
を
奪
わ

れ
た
経
験
を
語
り
な
が
ら
、
ひ
と
た
び
悲
し
み
を
知

っ
た
心
は
眼
光
、
も
の
の
背
面
に
徹
し
て
、
歓
楽
の

う
ち
に
哀
情
を
見
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
自
然
の
新
鮮
味
は
少
年
の
こ
ろ

と
な
ん
ら
変
る
こ
と
な
く
、
無
心
に
自
然
を
見
る
喜

び
を
彼
は
強
く
言
っ
て
い
る
。

最
後
に
、
ジ
ェ
フ
リ
ー
ズ
の
『
素
人
密
猟
者
』
か

ら
最
後
の
と
こ
ろ
、
と
び
き
り
す
て
き
な
一
節
を
原

文
の
ま
ま
引
用
し
た
い
。
夏
の
一
日
、
辞
書
を
片
手

に
汗
を
ふ
き
ふ
き
味
読
す
る
の
も
、
一
つ
の
、
効
能

間
違
い
な
い
消
夏
法
に
な
る
こ
と
を
半
ば
祈
り
つ
つ

筆
を
置
き
た
い
。

Letusbealwaysoutofdoorsamong

treesandgrass,andrainandwindand

sun．

●●●

LetusgetoutoftheseindoornalTow

modemdays,whosetwelvehourssome-

howhavebecomeshortened,intothe

sunlightandUlepurewind.

Asomethingthattheancientscalled

divinecanbef()undandfeltthel･estill.

-R･ジェフリーズ『素人密猟者』より抜粋一
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う
だ
る
よ
う
な
夏
の
暑
さ
も
、
文
学
、
特
に
詩
歌

に
と
っ
て
は
か
っ
こ
う
な
題
材
と
な
る
。
ど
ん
な
猛

暑
の
日
中
で
も
、
緑
陰
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
だ
け

で
一
瞬
な
り
と
も
心
身
と
も
に
涼
味
を
覚
え
る
こ
と

受
け
合
い
だ
。
炎
暑
の
中
に
涼
味
を
求
め
る
作
品
で

特
に
共
感
を
覚
え
る
も
の
が
、
日
本
や
中
国
の
詩
歌

に
多
い
よ
う
に
思
え
る
。
ま
ず
は
暑
中
お
見
舞
い
を

兼
ね
て
、
中
国
は
北
宋
の
蘇
舜
欽
の
す
て
き
な
詩
を

お
贈
り
し
よ
う
と
思
う
。

暑
中
間
詠
蘇
舜
欽

嘉
果
浮
沈
酒
半
礁

淋
頭
書
冊
乱
紛
紛

北
軒
涼
吹
開
疎
竹

臥
看
青
天
行
白
雲

果
物
が
鉢
の
中
に
浮
き
沈
み
し
酒
に
半
ば
酔
い
、

枕
頭
に
は
本
が
乱
雑
を
き
わ
め
、

北
向
き
の
部
屋
涼
風
吹
い
て
す
だ
れ
が
揺
れ

夕

い

■

１

６

℃

・

燃
州

、
噂
伽
動

織
幣

姻
砿
晦
謝
や 噛

哩
．
，
‐
沢
．
、
″

騨
粥
．
鰯
裳
瀞

ｂ
日
田

蝋

○
し
よ
や
フ
カ

と
か
く
冷
房
漬
の
現
代
人
の
消
夏
法
に
比
べ
、
こ

か
ん
て
き

の
よ
う
に
自
然
体
で
夏
の
涼
味
を
楽
し
む
閑
適
な
生

活
は
な
ん
と
も
う
ら
や
ま
し
い
限
り
で
あ
る
。

さ
て
夏
が
来
れ
ば
思
い
出
す
の
は
、
な
に
も
尾
瀬

の
水
芭
蕉
だ
け
で
は
な
い
。
私
に
と
っ
て
は
英
国
は

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
文
人
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ジ
ェ
フ

リ
ー
ズ
（
一
八
四
八
’
八
七
）
も
、
夏
が
来
れ
ば
決

ま
っ
て
思
い
出
す
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
「
イ
ギ
リ
ス

の
田
園
生
活
を
克
明
に
描
写
す
る
人
と
し
て
、
セ
ル

ボ
ー
ン
の
ホ
ワ
イ
ト
以
後
に
お
け
る
第
一
人
者
」
と

ま
で
讃
え
ら
れ
て
い
る
ジ
ェ
フ
リ
ー
ズ
は
、
英
国
で

も
稀
有
の
自
然
観
察
者
で
天
成
の
詩
人
で
あ
っ
た
が
、

晩
年
は
さ
ま
ざ
ま
な
病
気
に
苦
し
み
、
四
十
歳
に
な

ら
ず
し
て
世
俗
的
に
は
薄
倖
だ
っ
た
生
涯
を
終
え
て

い
る
。
そ
の
命
日
は
ジ
ェ
フ
リ
ー
ズ
の
愛
し
て
や
ま

寝
こ
ろ
ん
で
青
空
を
行
く
白
雲
を
見
上
げ
る

（
筆
者
訳
）

な
い
夏
、
彼
の
言
う
「
魅
惑
の
夏
」
の
八
月
十
四
日

で
あ
っ
た
。

ジ
ェ
フ
リ
ー
ズ
が
世
に
認
め
ら
れ
、
第
一
級
の
自

然
文
学
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
作

品
は
農
弓
胃
シ
目
鼻
の
胃
，
勺
９
号
四
・
ご
（
扇
ご
）
『
素

人
密
猟
者
』
で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
品
に
翻
訳
が
あ
る

か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
第
一
次
大
戦
で
戦
死
し
た

英
国
の
優
れ
た
詩
人
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ト
ー
マ
ス
（
一

八
七
八
’
一
九
一
七
）
は
『
素
人
密
猟
者
』
に
深
く

傾
倒
し
、
自
然
を
生
涯
の
テ
ー
マ
に
す
る
こ
と
に
な

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

「
か
た
わ
ら
に
微
風
に
揺
れ
る
イ
ト
シ
ャ
ジ
ン
の

花
が
咲
き
み
だ
れ
る
草
地
に
仰
向
け
に
な
っ
て
、
夏

の
一
日
を
夢
想
す
る
の
に
は
最
高
の
場
所
だ
っ
た
。

こ
こ
は
全
く
の
隔
離
さ
れ
た
所
で
、
近
く
に
小
道
や

人
の
踏
み
な
ら
し
た
跡
す
ら
無
い
よ
う
な
格
別
魅
力

の
あ
る
場
所
だ
っ
た
。
両
側
に
は
森
が
あ
っ
た
。
も

み
の
植
林
地
に
は
絶
え
ず
カ
ケ
ス
が
鳴
い
て
い
た
。

目
の
届
く
限
り
は
る
か
彼
方
ま
で
風
景
が
広
が
っ
て

い
た
。
で
も
視
線
を
上
に
あ
げ
れ
ば
青
い
空
間
ｌ
真

青
な
空
が
頭
上
と
い
わ
ず
周
り
一
面
に
あ
っ
た
」
。
夏

の
一
日
を
夢
想
す
る
の
に
最
適
な
場
所
と
し
て
彼
が

選
ん
だ
の
は
、
人
か
ら
も
社
会
か
ら
も
全
く
隔
離
さ

れ
て
い
る
の
だ
。
自
分
の
周
囲
は
森
、
前
方
に
広
々

と
し
た
風
景
と
い
う
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
ノ
ー
ベ
ル

賞
の
ロ
ー
レ
ン
ッ
博
士
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
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新田隆三の5時からセミナー2

アルプス1万尺の幸せ

かれこれ四半世紀も昔，スイス

アルプスで2年間，スイス国立雪

崩研究所の助手として働いたこと

がある。いま，英国人ウェストン

が欧州のアルプスのミニ版として

日本アルプスと名付けた地方で，

私は働いている。彼我のアルプス

の違いは，いったいどの辺りにあ

るのだろう。

「アルプス1万尺｣と山の歌に歌

われた日本アルプスは，主稜線の

標高が3000m前後であるが，ア

ルプスはそれよりも約1000m高

い。アルプスでは，岩壁と氷河の

両

支配する高所を，よそ肴である英

国人の探検家･登山家たちが19世

紀に登った。それは3000m以上

の世界である。

アルプスの森林限界よりも上，

標高約2200mから3000mまで

は，急傾斜ながらも高所草原であ

り,1000年も昔にゲルマン系のヴ

ァリス人が渡り歩いて農牧業の場

として開発した。アルプスの少女

ハイジの夏の舞台こそ，このアル

プとかアルムとかいわれる高原放

牧場であり，アルプの集合したも

のがアルプス（ドイツ語ではアル

ー一

ペン）なのである。

一方，日本アルプスの森林の上

はすぐ岩峰であり，アルプを欠く。

生活臭のない英国人登山家にとっ

て，そこはミニアルプスかもしれ

ない。が，アルプスを農牧業の広

大な場と認識しているアルプス諸

国の人々にとっては，肝心のアル

プのない山々は決してミニアルプ

スにもなり得ないだろう。

アルプのお花畑はカモシカや可

愛いマーモット（リス科)も出没す

るが，牛糞だらけでもある。電牧

といわれる裸電線がジジジジとう

なり，いたるところで放牧場の境

界を主張し，その間をハイキング

コース力謹う。この生産力豊かな

アルプは，冬はスキーの場でもあ

り,雪崩の運動場でもある｡夏の過

放牧が森林限界付近の亜高山林を

まばらにする。アルプに発した雪

崩は森林帯を突き破り，雪崩道と

畷藤譲臓舗篭鬮溌繊撚瀧： 木材輸入量(用材)の推移
わが国の木材供給量（用材）の

推移をみると,昭和48年ごろまで

は高度経済成長期の中，年々供給

量が増加している。その後，木材

t(肘材)の供給量は2度減少し,昭和50年
と昭和57年に底を示している｡近

年では，木材の供給量が1億1千

入餓計万㎡前後と，横ばいで推移してい
る。

この間，木材の輸入量は，昭和

35年の7,541千㎡から平成7年

には89,015千㎡にまで増加して

チップいる。また，木材の供給量に対す

製材る輸入量の比率は，昭和35年の
13．3％から平成7年の79.5％に

合板まで増加し，わが国の木材産業は
輸入材主導型であることがうかが

われる。
年

輸入される木材を用途別にみる

と，製材用では昭和35年に3,972

千㎡であったものが，平成7年に

Fm'

120.0()0

100.000

80,00()

60.000

4(),000

20000

0

S35

黄料
注

木材輸入量（用材）の推移

4045505560H2

林野庁r木材需給表」
製品は丸太換算している

一
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称される急傾斜草I頁を拡大する。

|霞溌溜’|灘溌議’畿嬢ド方森林｛¥II1各こうしたアルブの‐

で，採草地が居住地域の近くに

広がり便利という面もあった。

いま，雪崩の脅威から森林帯

の居住地域を守るために，木の

育たないアルプに彼らは鋼鉄の

林を植え，セメントコンクリー

トを客土する。木の育つ標高で

は，背の高い金網をめぐらして

牛や鹿，カモシカの侵入を防い

だうえで，植林する。いずれに

しても，コスト高で景観を醜く

する金属施設なくしては，アル

プスの生活は成り立たない。

翻ってアルプ抜きのわが日本

アルプスでは，ただの1万尺足

複層林の今後

複層林施業は，皆伐施業に比

べ環境保全的に優れているとい

うことで，造成が強力に推進さ

れてきた。早く造成された複層

林（二段林）では，上木の葉最

増加のため林内の光環境が低下

している。下木が健全に成育す

る林内の光環境は，相対照度で

20%以上必要であるといわれ

ており，これを下回る林分も多

いと考えられる。林内の光琉境

を改善するには,上木の間伐(収

稚）か枝打ちによって葉鼓を減

少させることが必要となる。

かつて，下木の光環境を改善

する目的で枝打ちされたスギ上

木の幹を調査したことがある。

50年生前後に枝打ちされた

後20年前後経過した幹は,暗褐
きんたん

色の変色と腐朽で惨滕たるあり

さまで，材としての価値を失っ

ていた。枝打ち器具はノコギリ

とオノであったが，器具による

大きな違いは見られなかった。

また，別の複層林のスギ上木で，

ナタを用い切り口を素晴らしく

平滑に打ったものも，幹に大き

な変色が入っていた。これら上

木の巻き込みが完了するのに

15年を要していたし，巻き込み

完了跡も繊維の乱れが大きく，

優良材はまったく生産されてな

い状況であった。

上木の枝打ちには大変な労力

と費用が必要である。しかし枝

打ちで除かれる枝は大きく，幹

の直径成長が小さいため，枝打

ち数十年後からでないと目の通

った無節材生産が期待できない。

また，枝が大きくて，枝隆部や

幹に傷を付けやすく，傷を原因

とする材の変色や腐朽で，木材

としての価値を失ったり低下さ

せる可能性が高い。林内の光環

境改善のための上木の枝打ちは

厳禁である。

光環境の改善は上木の間伐に

限るべきである。間伐趾が少な

く非能率で赤字であっても，伐

採や搬出によって下木が損傷を

受けようが間伐である。間伐を

せず放置すれば下水は健全に育

たないし，やがて枯死する。林

内は暗く林床植生がなくなり，

環境保全機能もあったものでな

い。

今こそ複層林の間伐実行のた

めによい知恵と費用を／

（南風）

ペ
ー
フ

ル
ラ
ア
ｏ
ｒ
よ
れ
し

らずで日常生活を離

ン踊りをサ，踊りま

ララ……･｣｡本場にはない幸せで

ある。

(信州大学農学部附属演習林教授）

は34,132千㎡に増加しており,製

材用木材の供給量に対する輸入量

の比率も，昭和35年の10.5%か

ら平成7年の67.7％に増加して

いる。

パルプ･チップ用では昭和35年

に826千㎡であったものが，平成

7年には38,942千nfに増加して

おり，その比率も，昭和35年の

8.1％から86．7％にまで増加し

ている。近年では，パルプ・チッ

プ用の輸入量が製材用の輸入量を

上回っている。

わが国の広葉樹伐採量の減少，

安価な輸入材の増加等により，国

産材原木の供給量が減少している

ことなどから，今後もこの傾向が

続くと思われる。

合板用では昭和35年2,625千

nfであったものが，平成7年

14,086千㎡に増加しており，その

比率も82．6％から98．4％となっ

ている。
(この欄は編災委貝が担当しています）
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持ち山の経営計画を立てて実行し

ていく過程を追う形で展開します

が，そのために必要な知識が，森

の働き，自然（条件）の読み取り

方，新しい森作り，森の手入れと

いった章立てで，具体的かつ詳細

に，イラストや写真も豊富に提供

されていきます。そして最後にス

ウェーデンの代表的な森林につい

て，自然環境と立地区分に適合し

た計画の具体例が紹介されます。

森林のタイプや環境の違うわが

国にも教えるところは非常に多い

と申せます。ひと言でいえば，多

種多様な森林にはそれぞれに応じ

た扱いがあるということですが，

伐採前に柚立木を含めて伐倒しな

い木と個所をまず区分すること，

伐採は更新を考えたものであるこ

と等は一貫する姿勢です。こんな

具体的なマニュアルがあることは，

うらやましい気もします。何しろ

スウェーデンでは30万人の森林

所有者がこれに基づいて自分の森

［ 〕TheNationalBoardo州祷蔑L§職*名訳
豊かな森へ

-ARicherFOREST－日本語版

発行：こぶとち出版会

〒606-01京都市左京区北白川追分町京都大

学大学院農学研究科森林利用学研究室内

e075(753)60961997年3月10日発行

A4変型判5134頁（本体3,000円十税）

本の紹介

皇か孝森へ

足･
ず.

瞳
再

一
一
曲
一』

1992年ブラジルでの国連環

境会議で，森林と環境の問題が

大きく取り上げられて以来,｢持

続可能な…」が流行語になりま

した。しかし，それに先立つ

1990年に，スウェーデンでは

｢豊かな森へ｣という本が出版さ

れていました。それは，その20

年前に発足した，すべての種を

永続的に存在させるために，自

然環境保全を促進する方策を林

業へ導入する目的のプロジェク

トのテキストだったのでした。

スウェーデンは森の国，木材が

輸出総額の5割を占める林業国で

す。この国で1979年森林法大改

正,「生物多様性と遺伝子保存,文

化的・美的・社会的価値を守る環

境目標｣｢持続的で高い価値の木材

生産を効率的に行う生産目標」の

二つの森林施策が強調され，自然

環境の保全が森林所有者自身の責

任として義務付けられています。

それを実現するための手引書が

この本です。このテキストは，あ

る森林所有者が家族ともどもその

られる。山村地帯にあっては，資

源の成熟とともに第3セクター方

式など，市町村のリーダーシップ

による森林管理や素材生産，製材

加工，クラフトエ芸など多彩な取

り組みが見られるし，法正状態の

森林造成を目指して努力を傾ける

資源未成熟地帯の姿もある。また，

都市部では指定緑地を設定したり，

森林保全協定を締結するなど緑資

源維持に多様な工夫が試みられて

いる。総じて，森林・林業を産業

ベースだけに閉じ込めず，町並み，

緑空間，文化的イベント等、森林

をまるごと町づくりの基本に据え

型［
松井光壌編本の紹
市町村長大いに語る(＃）

一一一P~

市＃
町
材＆
長＄
大；

眺
闘
る
ぃ）

一森林。林業へのメッセージー
発行：棚大日本山林会 I

〒107東京都港区赤坂1-9-]‘3三会堂ピノ世

迩03（3587）2551

1997年3月31日発行A5判,160頁

（本体1,200円十税）

芯｡で巻
⑥率④ご
祭合切③

乳
固
■
一
Ｎ
Ｃ

流域森林管理システム，活性

化対策など，いま起死回生をか

けて動き出している林政の基調

は，その管制塔となり推進者と

なる市町村の役割を抜きにして

語ることができない。市町村長

さんを登場させ，森林・林業に

ついて大いに語らせるという本

書の企画は誠に時宜を得たもの

といえよう。

本書に登場する首長さんは北

海道から九州まで20人にこつ

ているが，そのどれもが，役場の

担当者に醤かせたものでないこと

がわかる。地域ガバナーとしての

立場を支える，さらにそれを超え

る私人としての森林・林業への思

いが散りばめられており，それが

本書を感銘深いものとしている。

地域社会の産業,文化,民生の永

続的発展は，森林とのかかわりを

抜きにして考えられないという点

では各市町村長とも一致している

が、その切り口には地域特性が見

ていく，という点で共通している。

本書には，森林・林業を基盤と

して地域づくりを進めていくため

のノウ・ハウがあふれている。私

自身市町村の林業ビジョンづくり

に数多く参加させていただいたが．

自治体の首長の立場では直ちに効

林業技術No.6651997.8
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一宅g←･･･季一一一Q'一・謹・律0.ー一一一‐

林を扱っているというのですか

ら。

原著(英訳本)を日本語に直し，

きれいな読みやすい本に仕上げ

たのは，京都大学神崎康一教授

を代表者とする19名の方々で

した。その意欲的なご苦労に敬

意を表したいと思います。読む

人々に少々ご忠告申し上げたい

のは，最後までつきまとうビオ

トープ，ハビタート，サイト等

の重要キーワードの意味を，早

い目に鮮明につかんでおくこと

でしょうか。

この本の裏表紙にこうありま

す｡｢森を持つということは国

土の一部を持つという特権なの

です／｢豊かな森｣を作り続けな

ければなりませんいついつま

でも収入と楽しみを産み続け

動物にも植物にもすばらしい

環境を与え続けるようなそ

んな森林を」

（プレック研究所／只木良也）

林政拾遺抄

<第200回〉

女人結界
ﾄ

ﾘ

や

I

先日，奈良県吉野郡天川村の
ふもと

大峰山の麓を歩いたとき，天河

大弁財天社のそばには写真に見

られるような「女人結界」の標

識が立てられていた。大相撲の

土俵に女性が上るか上らないか

で大騒ぎしたのはついこの間で

あるが,昔からここは,高野山・

比叡山などと並んでr女人結界」

の場所として知られる。結界と

はサンスクリッl､ないしパーリ

語のsimabandhaを漢訳した

もので，中朧|から仏教とともに

渡来した言葉，と平凡社の世界

大百科蛎典には解説している。

広辞苑では「一定の区域を限っ

て，仏道修行のl臆害となるもの

に入ることを許さないこと」の

意味が付けられている。

天河社のｲIII体は弁才天で，そ

の由緒は役小角(えんのおづぬ）

が大峰山の修験道場をI附き，山

上ヶ岳で同家鎮謹の神を祈祷し

たとき，鋪一にIlj現したのが弁

才天，第二に出現したのが蔵王

権現，弁才天は女性のため天川

に祭り，蔵王権現を111上ヶ岳に

祭ったと伝え，これが女人禁制

の大峰山と天河弁財天との関係

を伝えたものであるとされてい

９
１
０
■
４
１
６
１
函
６
０
二
ｄ
Ｂ
■
Ｉ

８
Ｒ
８
１
．
９
Ⅱ
』
０
■
０
０
．
．
６
０
■

には「従是不許入女人」の碑も

建っている。いろいろ聞いてみ

ると，この「女人結界」の境界

はしだいに後退しているとのこ

と，その理由は林業労働力に女

性の占める比重が高くなったか

らという。

古くからの「女人結界」が崩

れ出したのは第二次大戦後，特

に経済の高度成長が始まり，山

村の過疎化現象が進み，山仕事

に占める女性の比重が高くなっ

てからという｡昭和45年5月3

日に大I11条山寺総会は一部の反対

を押し切り，結界区域の縮小を

決め，2キロ後退した現在の地

点を新たな「女人禁制結界」と

したという。

天川の産業に占める森林は，

吉野スギの生産地として，また

森林美を訪ねる都市の人を迎え

る地としてその価値はますます

大きくなると期待されている。

女性の力が不可欠になるにつれ

て，「女人結界」はどうなるか。

ちょうど200同目のこの稿で，

１
１
：
６

果の現われてこない行政分野，

したがって票になりにくい事業

には慎重たらざるを得ない。だ

が，ここに登場する首長さんが

たは｢票にならぬ事業ほど大事」

と言い切っている。また，軌道

に乗るまでの長い年月を担保す

るのは，首長の山づくりへの継

承性と言っている。そのとおり

だと思う。

暗い話や政策要望が多いもの

と予想していたが，本書のトー

ンは意外と明るい。それぞれの

取り組み事例もドラマ性があり，

読む人をして飽きさせない。住
よ

民定住の譲れぬ拠り所，という
ひ

信念が魅きつけるのだろう｡｢1.11

づくりへの挑戦はマラソンレー

スと同じ。充実感は苦しみに耐

え抜いたとき味わえるもの」こ

んないい言葉も聞けた。

（岩手大学名誉教授／船越昭治）
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そのことを考えてみた。

（筒井辿夫）

る。そのような山緒はともかく，

現在もなお「女人禁制結界」と

表示した山門が建てられ，境内
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陶猟謄競’
さらに，タケ材を用いてゼファーボードを製造し,i

タケを原料としたボードの製造
その性能評価を行った。ゼファーとは原料をV字状I

近年,熱帯林資源が急速に減少しており，木材にの溝のついた2つのローラーで押し發し,綱目状に｜
代わる新たな木質資源を確保することが急務である圧漬させた繊維体のエレメント形状である。タケは｜
と考えられる。タケ類はこれまで有効に利用されて繊維束が集まって長く伸びており，軸方向の荊裂性｜
いなかったが，今後タケ材の供給鼓が増大することが高く，材自体の強度性能も高いため，ゼファーを｜

が予想され，その生育而祇，成長速度の2点から木製造する原料としては木材より適していると考えら｜

質資源として有望であると考えられる。れる。

森林総合研究所では，木材の代替資源としての夕竹棹を縦割りに2－4分割した後,2&l時間水浸し｜

ケ材の可能性を考察するため，タケを原料としたボたものを用いてゼファーを製造し，乾燥後，フェノI
－ドの製造に関する試験研究を行った。－ﾙ樹脂接着剤を使用してゼファーポードを製造しI
生材状態の竹棹を縦割りにして2－4分割した後，たところ，優れた物性を有するボードが製造可能でI

シリンダチッパー，ハンマーミルを用いてパーティ あることが示された。

クルに加工し，木材を原料として用いる場合と同様今後，実用化を図るためには，実大寸法による製｜

の製造条件で蝋1脚パーテイクルボードを製造したと造装置と製品性能について検討を行い，経年変化にI

ころ，適切な条件下で製造されたボードは，曲げ強よる性能の低下について保証することが必要である｜

さ，はく離強さ，寸法安定性等の要求性能を満たすと考えられる。

ことが示された。【問い合せ先】森林総合研究所研究悩報科広報係
冠0298-73-3211(代）・内227

｢~‐‐‐‐‐…~‘…‐‐‐~~~~‐‐~~~~..~.‐‐~..~~~､…~‐‐‐､~‐~‐~.~.．~~~~~~‘.~~~~~~~~..~~..~~~~~~~..~~~~~．｡..~~~~~~~.~~..~~‐~~~~‐‐‐‐‐‐~‐~~~~…~‐~~．…~‘.‐

|研究報告第25号ロツキノワグマによるスギ剥皮被害発生林分の立地

平成8年12月高知県林業試験場環境と防除に関する一考察斉藤正一

Iロクヌギ優良個体の増殖技術の改良伊東祐道

1口ヤマモモの組織培謎による増殖成果報告第10号

1－稚苗の組織片の培養による幼植物体の再生平成9年3月宮城県林業試験場

伊東祐道□「マツノマダラカミキリの生物的防除法の解明」

｜口菌床栽培用きのこの育種と栽培技術の改良における「キツツキ等鳥類利用による防除技術の

中岡耕一，伊東祐道，坂本直紀，松尾文昭開発と適用」について

！□シイタケほだ木はく皮被害に関する研究尾山郁夫，青木寿，田代丈士

中岡耕一，松本直紀ロブナ等有用広葉樹の育成に関する研究

i口散水による乾しいたけの良I胎質生産技術細川智雄，布施修，坂田典照，沼倉啓喜，

今西隆雄，市原孝志，荒尾正剛真田隣樹，三木烏進

口広葉樹林に関する類型化と保育技術

｜研究報告第26号冷温帯における広葉樹林施業技術の確立
平成8年12月山形県立林業試験場一ケヤキの生育立地と更新過程－

1ロスギ構造材の乾燥法(111)布施修，皆川隆-7坂田照典，田代丈士，細川

’一背割り乾燥材の経時変化からみた修正挽き時期智雄，唐澤悟，沼倉啓薯，三木烏進，其'｣職樹

高橋幹夫口都市近郊林推移解析と機能発揮のための方策に関

｜ロナラ類集団枯損におけるカシノナガキクイムシのする調査水戸辺栄三郎，安部鴻文

｣加害特性と防除に関する一考察口野生きのこの商品化事業（第1報）

中村人史，斉藤正一，三浦直美三河孝一，一ハタケシメジの人工栽培技術の確立一

小野瀬浩司河野裕，平野敏男，菅野昭，粕谷玲子，

｜ロスギノアカネトラカミキリの生態的特徴とトビク佐藤資之，木村榮一

｜サレの防止方法斉藤正一

★ここに紹介する資料は市販されていないものです。必要な方は発行所へお問い合わせくださるようお願いいたします。
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漱 業蔚顔行箏一覧

月8

行事塙 臆催団体／会場／行リf内容等区分 期間

l1l梨 篇士・グリーンシャワーキ
ャンペーン

ー『広がれ森の応援団｣－

白神自然文化鴬

|淵催中～
8．31

細国土緑化椛進機櫛(aO3-3262-8451)側)1II梨鼎緑化推進機織／｢富士ガリ
パー王国J禰山械物園エリア(I11梨県西八代郡上九一色村／森の大切さや
その役剖などの森林愉報を盛り込んだリーフレッ|､を配布し募金協力を呼
びかけると1両1時に，森への関心を高めていく。
能代111本広域市町村圏事務組合（秋田県能代Tli字海詠坂3-2a0185-54-
5300/白神山地の世界遺産の登録を機に，自然のあり方，自然との共生，
自然に対する地域の役割などについて広く提誹を募集／発表は10年2月
巾旬。

側大阪剛際センター(a06-772-5931)･IMI西アフリカ協会(a06-208-
54()1)･(棚アフリカ協会(aO3-3501-1878)/セネガル共和国テイエス州／
砂漠化防』kの植林活動に参加し，現地伐民との交微会などを行う。

北遠地際広域市町村圏事務組合(a0539-22-0074)/浜松アクトシテイコ
ングレスセンター(静岡県浜松市板屋町111-1)/天竜川流域住民の共有の
財産である『緑と水」をテーマとした惜報の発侭と流域間の交流と連携を
図ることにより．「都市と山村」「上流と下流」とが互恵の精神で新たな流
域連携軸を形成し、r人｣と｢自然｣とが共生する広域社会づくりを進める。
ブロックコンクール開催都道府県・全国林業研究グループ連絡協議会・該
当開催都逆府晄↓林業研究グループ連絡協識会,(問合せ先：全国林業改良普
及協会冠()3-3583-8461）

森林文化教育研究会(蛎務局：東京都杉並IX桃井第四小学校内s03-3390-
3185)/「ユー・アイふくい」1階多||的ホール（福井市下六条町14-1)/
教育の現場で『森林・林業」をどのようにして子供たちに伝えるか意見を
出し合い，効果的な学習指導の方向性を見いだすことを目的とする。

弊築 8月上旬～
11月中旬

大阪ほか GREENSAHEL'97

サヘル地域の緑化協力ミッ
ション

緑と水のフォーラム

818～29

師岡 8．19

13:O()～16:30

北海遊ほか 地域林業グループコンクー
ノレ

8．21～9．19

胴ﾉ’ 第6回森林文化教育フォー
ラム

826

13:()()～17:()0

月9

1長催団体／会場／行v#内容等区分 行事名 期間

難災|篭嘗誕ﾙ家庭科生維i↑
㈹全国中学校産業教育教材振興協会（東京都中央区日本橋小舟町14-7S
03-5640-8028)/中学校技術・家庭科における工夫，創造を奨励するため，
生徒の自主的な作品を募集／作I砧展示（風立教育会館1階ロビー）：11／
6～10.

11＃神戸随I際交流協会（神戸市中央区港脇II:1I1116-11-1a078-303-0029)・I:1
刊工業新llllI上大阪支社（大阪市中央区北浜東2-16a06-946-3384)/神戸
国際腱示場（神戸ポートアイランド)／住宅建材，住宅設備機器，建築材
料，峨覗材料の国際見本市および講減会ならびに製品説明会。

宮城県・鳴子町・鳴子町観光協会・鳴子II1T物産協会／鳴子小学校体育館／
伝統エ裟品であるr伝統こけし』を多くの人麹に紹介することにより，こ
けしの製作に当たっている工人の方々の技術の向上を図り，こけし産業，
観光産業の振興発展に寄与することを目的とする。

愛媛県久万町(愛媛県上浮穴郡久万町大字久万町212)／上浮穴産業文化会
館／分水搬を持つ市町村が共有する優れた環境溌源とそれらが育んできた
歴史や伝統・文化について「上・~下流域の交流」をテーマに講淡・討論を
行い，磯かで快適な地域づくりを考える。

jE1_1本山･癖与典協会／東京芸術劇場5階鵬示ギャラリー（東京都豊島区西
池袋1-8-1)/全国の山岳写真愛好家と当協会会貝の作励を一堂に展示し，
自然の美しさ，聯さを多数の観衆にアピールし，山岳・風景写真の文化普
及と自然を守る瞥鐡とする。

細愛知建築士会(名古屋市中区栄4-3-26)・㈱中部経済新聞社(同中村区名
駅4-4-12)／名古屋市中小企業振興会館吹ﾋホール（同千種区吹上2-6-
3)／建築性宅関連業界および一般滞盤者に建築材料，設備磯器等の広範囲
な捕報交流を図るとともに，技術販売のコミュニケーションの場とする。

国産材住宅挑進協会（大阪市淀川区宮原3-3-11-202a06-395-8215)／メ
ルパルクホール(同区宮原4-2-1)/H本の林業と国産材，世界の森林の現
状を考え，溌源の有効利用，森林の持続可能なI淵発実現への認識を深める
ことをI1的とし，森林との共存を願い，入場料の統金を『緑と水の森林熱
金」に謙付する。

㈹幽土緑化111進機柵(a03-3262-8451)・洲森県／式場？青森市大字合子沢
¥I11崎地内，お手入れ会場：青森県林業試験場内および夜越山森林公閲内
(束津幡郡平内I1II･大字子湊字新道地内)/緑蝋かで住みよい活力ある郷土づ
くりを目脂して，「つたえよう世界へ未来へ満い森｣をテーマとして開
催する。

～9．19〆切

兵蹴建築材料と設備の圃際兇本
市「KOBEインターホー
ム'97」

9．3～6

城’第43回こけし祭り 9．6～7Ｉ
１
ｒ
．
Ｂ
か
い

愛媛|勢,回全国分水顎(界)サ
9．1()～11

東京’'97全日本山岳写典臓 9．11～16

名古侭’'97建築総合展NAGOYA 9．18～2］

大阪人は森を救えるか（第4回
森のコンサート）

9．20

17：00～20:30

■
・
３
１
４

．
■
Ｕ
】

Ｉ 森第21回全国育樹祭 9．28
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‘編集部雑記）
中間報告活字が小さくて恐縮だ

が是非御一読を。白紙に絵を描く訳
ではないから様々なバランスを配慮

すれば，一般紙にお褒めの言葉を期

待するには限界があろうが，今lpIの
報告は，方向性にクリアーな感じが

するし，数値も思い切ったものに見

え関係者のご苦労が偲ばれる。望む

事は，現場で汗をかいている林業技
術者が誇りを持って，次世代へ|句け
ての山造りに励める環境を維持して

ほしい事で，局署幹部の指導性に期
待したい。（カワラヒワ）

短い夏？例年，旧盆頃から聞か
れるJR四谷駅周辺の蝉の声，今年

は1月早く鳴き始めている。思い至
せばその2週間ほどまえ列島各地で
記録的炎暑が続いたのが呼び水か。

そして今度は7月の台風上陸として
は異例の3連続パンチを浴び，これ
また西日本各地に記録的な集'巾蕊雨

をもたらしている。まるで季節は1
月繰り上がり短い夏を予感させるの
であるが，はたしてこの予感,取り沙

汰される気候変動のモザイクの一片

にあたるのか。（平成の玉手箱）

丘陵と下町丘陵と下1111･には同じ

ような魅力があると思いませんか？

キーワードはモザイク性。建物ばか

りの下町といっても住商工混在のご

ちゃごちゃした人間模様がそこにあ
ります。かたや林ばかりの丘陵と
いってもいろんな樹極の雑居地帯。
一木一草カエルにトンビにお百姓ま

でも混在の魅力の担い手に思えてな

りません。でも般大の共通項は味11IW
汁の香りかなぁ。通りがかりでも思

わずほほえんでしまうような雰|"l気

があるんですよねえ。（山遊亭明朝）

■番町界隈“番町，'の由来は？

ー

､咽痴

齊鐵bl_
桑．〃9－当

鵬匿；

『
一ｰ

匹

§
!‘1
劃

江戸の初期甲州街道沿いに当たる

この一帯には旗本の中の｢番士｣が居
住し，江戸城ならびに諸門の警術を

担っていました。番士には一番から

六番までの組がありこれが町名とな

っています。この界隈,一方通行がや
たら多いのですが，それもそのはず

江戸古地図にある道筋がそのまま残

されている一画でありました。

林業技術N0．6651997.8

に二コ平成9年度(第20回)『空中写真セミナー』開催のご案内E重ヨ

目的：本セミナーは,空中写真を現在利用されている方々や今後新たに
利用しようとされる方々を対象に，空中写真を効果的に利用するうえで必
要な実技や現地淡習による実務中心の研修を行い,空中写真の高度利用に
よる諸施策の効率的な実施と経済社会の発展に寄与することを目的とし
て，（棚日本林業技術協会が実施するものです。期間：平成9年10月13
日侭)～17日㈱の5日間。会場：棚日本林業技術協会会議室(〒102東京
都千代IT1区六番町7)。研修人員:25名。参加費:35,000円く研修
蟹･教材灘･現地演習費(消費税込)等＞･ただし，セミナー参加のための交
通徴,宿泊料は各自ご負担願います。申込み方法：平成9年9月19日ま
でに所定の申込藩(当協会にあります)にご記入のうえ,㈱日本林業技術協
会研修室あて送付してください。なお，定員になりしだい締切となります
のでご了承ください。問合せ：当協会研修室(直通盃03-3261-6545,担当
：小原)。主催：㈱H本林業技術協会。後援：林野庁･日本製紙連合会。

三協三会三の薑う薑ご三き三

◎海外出張

6/30～7/24大平課長代理,7／

4～24鈴木(圭)技師,山口職員を

熱帯林管理傭報システム整備事業

のためミャンマー国に派造した。

7/15～24渡辺理事を熱帯林管

理情報システム整備事業のためベ

トナム・ミャンマー国に派造し

た。

7/21～8/16氏家参事,小林(周）
課長代理をメキシコ首都圏植林計

面調査のため同国に派遣した。

7/24～8/2安養寺理事,増井匡｜

|蝶事業部次長をメキシコ国オアハ

カ洲迩のため同国に派遣した。

7/28～8/3内村技術指導役,西
尾課長をラオスI型|開発調査のため

同国に派避した。

7/31～8/6三澤理辮長,7／

28～8/6松本技師をセネガル国苗

木育成場整備計画の引渡式参加の

ため|司睡|に派遣した。

◎研修

6/23～7/17,ラオス農林省森林
局M1･.B()unmanhKeomol･akot,

｢流域管理計画｣研修。

◎技術開発部関係業務

7/25,於弘済会館,森林被害に
強い森林づくり基礎調査平成9

年度第1回調査委員会を開催し

た。

7/29曾於本会,酸性雨等森林衰

退対策事業(森林衰退動向調査）

平成9年度第1回調査委員会を

開催した。

7/31,於本会,森林資源モニタ
リング予備調査平成9年度第1

回調査委員会を開催した。

◎調査部関係業務

7/18,於宇都宮市,足尾治山事

業地域及び周辺地域におけるイ

ヌワシを主とした生息状況調査

に係る今年度第1回検討委員会

を開催した。

◎調査研究部関係業務

7/2,於本会,｢天然広葉樹林病

害虫対策調査｣第1回委員会を開

催した。

◎番町クラブ月例会

7/24,東京三菱銀行麹町支店堀

江康弘課長を講師として,｢最近

の経済動向から－銀行ビッグ

バンについて」と題する講演およ

び質疑を行った。
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平成9年7月9日付けで，林政審議会によるr国有林野事業の抜本的改

革の方向」と題した中間報告が答申されましだ。その重要性を考え，会員

の皆様にも広く目を通していただきたく，「中間報告｣の本文全文を掲載す

ることといだしました。
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国有林野事業の抜本的改革の方向

（中間報告）

平成9年7月9日

林政審議会

、

ノ
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1はじめに

森林の受袖擶は，腿有林，国有林を問わず，森林の

所有瀞のみに限られない。森林はその所有者に林産物

の提供を行うのみならず，それ以外の人達にも広く，

良好な環境を提供するとともに，国土の保全，水資源

のかん筵等安全で快適な|玉|民生満の維持のため，重要

な役割を果たしている。さらに，森林は地球の砂漠化

や淵暖化を防.l1:する機能を持ち，地球的規模で森林を

守らなければならないという認識が今や世界に急速に

尚まりつつある。

しかし，このように璽要な森林を幣備・管理し，術

環的に有効利Ⅱjする我が|誰|林業は，解決すべき種々の

問題を抱えている。特に国有林野事業については，「国

有林野事業の改稗に側する計画｣(平成3年(1991)7月

農林水産省紫定)に基づき，事業の民間実行の徹底組

織機構の簡業化・合理化，要旦規模の計画的な縮減等

経営の改善合理化に鋭意取り組んできたところである

が，侭務残高が3兆5千億|リを超える等極めて厳しい

財務状況となっている。

このような巾，林政審識会は，我が国の林業・林産

業の活‘|ﾘ;化と緑暇かな森林・山村の終備を推進するこ

と，なかんずく,l.KIｲi林の経営の健全化方策について

林野庁からの諭縦・検討の要請を受けて，平成8年

(1996)11月，森林･林業雄木間迦部会を設置し,'|府膳

く論議・検討を取れてきたところである（参考1)。

(1)審議経過

森林.林業基本問題部会においては．これまで1611il

に及ぶ諭議・検討を顔ねるとともに，各方面からの参

考人の意見を聴取し，さらに，インターネッi､等を通

じて広く国民から意見を求めたほか，現地調査を実施

した（参考2．参考3)。

(2)中間報告の趣旨と今後の審議予定

戦後50年余にわたり我が国の発展を支えてきた経

済社会システムを，内外の環境変化に対応して,21世

紀にふさわしいものに再櫛築するため，現在，政府に

おいては，行政改革，経済榊造改革，金融システム改

革，財政柵造改‘1'1〔，社会保障描造改雌及び教育改革に

ついての検討が行われている。とりわけ,昨年11月末

に発足した行政改叩〔会議及び本年1月に発足した財政

術造改I1I1(会議における，省庁再編，国の財政構造の兇

夜しなどに係る検討は．国有林野事業のあり方に直接
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大きく影群する。

さらに.｢行政改蛸プログラム｣(平成8年12月25H

閣議決定）においてr国有林野事業の厳しい財務状況

にかんがみ，林政群議会における国有林野事業の在り

方及び経営の健念化方策についての検討を踏まえ，平

成9ff(1997年)1|!に組織機構の簡素化･合理化，要員

規模の計1!li的な縮減等更に徹底した経営の改善合理化

を含むIKI有林野1$業の絲営の健令化のための抜本的改

善紫を|典|係省":の密接な連携の下に検討・策定の上，

所襲の法祁案を､|f成10年(1998年)の通常|透l会に提出

するとともに，財政Wiiでの所要の擶潰を講ずることと

する。この抜本的改善策の実施により，国有林野事業

の愉務について，確実かつl'l滑な元利償還を実施し，

債務の縮減を行い，国有林野顎業の健全な運営が確保

され，その使命が卜余に果たされるようにするものと

する｡」とされた。

また，11ｲ政繊造改城会議の報告を踏まえた「財政購

造改革の惟進について」（平成9年6月3日閣議決定）

において「陸|:fr林卿については，今後の行政改革の議

論を蹄まえた'二で，森林のもつ環境保全等の公益的機

能の発揮に留懲しつつ，経営の在り方及び組織等の抜

本的な改雌に取り組む。こうした改革や財政構造改蔽

Ii原1111を踏まえた上で，森林潅備のための財政措霞の

在り方，累概俄務処哩の方策，森林からの受益に対応

した税財源を含めた費州負批の在り方等につき|隅広く

検討する｡」とされた。

このような'|背勢のドで,当審議会においては,森林・

林業全般の論議・検討に先立ち，国有林野事業の抜本

的改革の力向について取りまとめ，中間報告を行うこ

ととした。

今後，辿i審議会においては，この中間報告で示した

国有林野事業の抜本的改雛の方向について，行政改革

財政椛造改球等との関連など，さらに検討を深めるこ

ととする。

また，非常に困難な状況にある民有林や山村に対す

る対策等，批が岡森林・林業全休に係る諸課題の解決

のためのﾉ策についても，引き続き検討を行い，本年

末をII途に，取りまとめることを予定している。

2鑿鰯麓する取組み
(1)森林の機能

森林はiらが涜源となるばかりでなく，自然環境を

保全し，国民の』|活と生態系の持続性を維持する基盤

休難技術No.6651997.8
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となっていることを認識しなければならない。

（林産物を含めた有機物の蓄職と供給）

第1に，森林は循環的に生藤可能な木材を供給する。

森林は，生態系の物質循環の中で，太|場エネルギーを

利川し，二酸化炭素と水から有機物を合成し，エネル

ギーに富む林産物という巨大な有機物の蓄積場となる。

この有機物の蓄積が森林の環境を形成し森林及びその

他の生態系の循環的生産力を向上させている。このよ

うにして生産された林産物は国民経済的に重要な役割

を果たしている。

（水源かん養）

第2に，森林に生息する土壌生物は落葉・落枝を腐

らせ，分解することによって，41命を維特しているが，

この過程において，ニヒ壌の団粒榊造を発達させ，土壌

孔隙を作り，土壌を膨軟化し，肥沃にしている。また，

土壌の孔隙は，スポンジのように雨水を吸収し，地中

へ浸透させる機能を有しており，雨水を地中に蓄え，

徐々に河川へ送り出している。こうした河川等への流

出等の平準化により，森林は洪水の防11葛や渇水の緩和

に役立っており，このような機能を指して森林は「緑

のダム」といわれている。さらに土壊の孔隙は水を猫

過したり化学物質を吸い取って水を浄化している。森

林が生産する水は汚れがなく，滑石の間を通ることに

よりミネラルを含み，国民の健康な生活に必要である

ばかりでなく，農業用水，工業用水，発電用水として

利用され，さらに漁業にとってもﾉ<切なものとなって

いる。

（土砂崩壊及び土壌流出防止）

第3に，適切に管理され，健全な状態にある森林で

は，地中の樹根が発達し，これが土砂をしっかり保持

してその崩壊を防止すると同時に，地表が下草等で覆

われ，土壌の流出を防止する機能が発揮されている。

（生活環境保全）

第」に，森林は，風害，潮害等を防ぎ，また，騒音

等を緩和し，生活環境などの保全の働きを有する。

（保健文化的機能）

第5に，森林は，ストレスの解消，健康，精神面の

安櫛等を得る場，自然観察，林業体験等の様々な教育

的利Ⅱl等の場，都市・山村の交流の場を提供するなど，

保健・文化的機能を有する。

（生物多様性の保全）

第6に，森林は，森林自体が形成する環境と，生態

系の物質循環の中での有機物の蓄職により，生物多様

性の保全に役立っている。
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（砂漠化・地球温暖化の防止，大気の浄化）

第7に，森林は，光合成を行うために上から水分を

吸いkげるとともに，いらなくなった水分を蒸散させ

海と同様，地球上の水の適切な術喋に寄与し，地球の

砂漢化の防止に役立つほか，二酸化炭素を吸収|制定す

る働きにより，地球の温暖化防止，火気の浄化に役立

っている。

このような森林の機能は，古くより時代の要請に応

えつつ発揮されてきた。特に，戦時'l!の資材の欠乏期

戦後の復興期及び著しい経済発腱期には，木材生産機

能を中心としてとらえられてきたが，近年，｜玉|民の要

請の多様化に伴い，公益的機能の発揮が強く求められ

るようになった。すなわち，森林機能の受益者である

と認識する荷は，森林所有者あるいは山村住民から，

水資源を利"lする下流域の住民や，自然環境の保全に

関心を持つ都市住民へと拡大している。

こうした森林の機能を十分に発揮させ，国土の環境

を維持・保全していくことが，地球的規棋での全人類

共通の課題となっている。

(2)森林の現状と問題点

ア世界の森林と問題点

llt界の森林而横は,41億J千万ha(注l)であり，

全陸地､職の31％を占めている。現在,温帯林では面

職の墹加がみられるものの，それ以外では，熱帯林を

中心に減少・劣化の傾向にある。開発途け也域では，

1981年から1990年までの10年間に，税が国の国土面

殻の約4．3倍に相当する1億6千ﾉhaの森林が減少

したと惟計されている（注2)。このうちの95％に当

たるl臆5千万haは熱帯地域での減少であり，これ

は,1981年に序在した熱帯林の8%が10年間で消滅

したことを示している。これに対して，同時期に造林

された面欲は，減少面積の12％に当たる1千8百万

haにとどまっている。熱帯林は表隔上が薄く，いった

ん裸地化すると森林の再生が嗣難となる。

森林に関する政府間パネル(IPF)(注3)におい

ては，森林の減少・劣化の原因は，人I｣増加，貧困，

上地利川計画及び制度の不備，不適切なI淵業伐採，非

合法な腱業，過放牧，過度の薪炭材採取、1l1火事等の

要因が相互に作用していることが指嫡されている。

このように,森林力鍼少することで,地球kの水の循

環が狂い，雨の降り方が変わり，気候変説を来したり，

さらには，大気中の二酸化炭素の濃度が増加し，地球

の温'優化がさらに進むのではないかと懸念されている。



(注1)国連食極農業機関(FAO)「農業生産年報

(P1･odL1ctionYeal･bookl995)」

(注2)FAO世界森林資源評価(F()1･est,･esou1℃es

assessmentl990Globalsynthesis(1995))

(注3）森林に関する政府間パネル(IPF;The

Open-endedAdHoClntel･governmental

Panel()nForests)

イ日本の森林と問題点

平成7年(1995)3月末現在の我が国の森林面砿は

2,515万haで，国上面積の67%を占め(注1),森林

率の高いことは世界有数であるが，人口1人当たりの

森林面積は極めて少ない(注2)。森林の地域的分布は

比較的均等であり，偏在的でない。また，日本の睡I土

は南北に長く，気候の変化に富むことから，生育樹種

は極めて多く，亜熱帯林から亜寒帯林まで地域ごとに

多様な生態系を育んでいる。

人工林は，西南日本から徐々に利用期に達しつつあ

るが，保育･間伐の対象となる35年生以下のものが人

工林全体の約7割を占めている。これまで造成された

人工林については，適切に整備していく必要があり，

とりわけ，間伐が重要となっている。しかしながら，

木材価格の低迷，間伐経費の増大，不在村者所有森林

の増加等により，間伐の実施が停滞している。間伐遅

れの人工林を放置すれば，自然災害や病虫害に弱く，

生長量の低い森林に徐々に変化することとなる。

天然林のうち，年齢が高く蓄積の多い森林は，一般

に奥地にあり，国土の保全，自然景観や野生動植物の

保護等の観点から，保安林，自然公園等に指定されて

いるものが多い。また，里山とも呼ばれる居住地域に

近い山の天然林については，近年，生活環境の保全，

保健文化的利用等への要請が高まっている。天然林で

あっても公益的機能の維持・向上には，後継樹育成の

ための受光伐(注3），稚樹発生促進のための更新衲助

作業（注4）等の森林施業が必要である。このことに

対する国民一般の理解が必ずしも十分ではないので，

積極的な啓発が必要である。

日本列島は，ユーラシアプレートと北アメリカプレ

ートの下に太平洋プレー|､とフィリピン海プレートが

もぐり込む場所に位置し，地殻が盛り上がり，急I唆な

地形や，複雑な地質特に脆い岩石の山地が多い。この

ような場所では地震が起こりやすく，火山活動も臨ん

である。また，毎年，梅雨や台風があり，多雨かつ時

期的に集中する降水パターン等の条件下にある。儲国
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という限られた朧|土で，洪水，土壊流出，土砂崩壊等

の危'険性が高い地勢条件にありながら，我が国は1億

2千ﾉ了人の人口を有し，世界有数のi断度工業化社会を

形成してきた。

このため，我が国の森林については，木材生産機能

の発揮と併せて，｜型|土の保全，水資源のかん謎，蝋境

の保全，保健休難の場の提供などの公爺的機能を高度

に発揮することが求められている。

林業は，このような森林資源を整備・管理し，循環

的に有効利用を行っていく産業であるが，その取り巻

く脩勢は，民有林，膣|有林を問わず，また，人工林，

天然林を問わず，以下に記するとおり，砿めて厳しい

状況下にある。このままでは維持管理が不十分な森林

が増加し，森林の多面的機能を著しく低ドさせ,111村

住民のみならず，国民全体の生活環境に重大な影響を

及ぼすおそれがある。

(注1）我が国の森林面秋：2,515万ha(平成7年

(1995)3月末現在）

人工林1,040万ha(41%),天然林1,338万ha

（53％)，その他137万ha(5%)

蓄積35"m3,毎年約7千万nfずつ蓄職が増加

森林の所有形態別面機割合

：民有林69％（私有林58％，公有林11％)，国

有林31％

(注2）諸外国の森林率(FAO「農業生産年報(Pro-

ductionYeal･bookl995)J)

フィンランド：76％，スウェーデン：68％，日

本：67％，カナダ：54％，ロシア：45％，アメリ

カ苫32％，ドイツ：31％，ニュージーランド：28

％，フランス：27％，オーストラリア:19%,イギ

リス：10％

1人当たりの森林面概(FAO上記資料）

カナダ:16.89ha/人,オースI､ラリア:8.22ha/

人，ロシア:518ha/人，フィンランド:4.56ha/

人,スウェーデン:3.19ha/人,ニュージーランド：

2.12ha/人,アメリカ:1.14ha/人,フランス:0.26

ha/人,R本:0.20ha/人，ドイツ:0.13haI人，イ

ギリス:0.04ha/人

(注3）受光伐＝複層林などを造成する場合に，ド卿木

が成長できるように，林床の|場光を調節するため

に行う伐採

(注4）更新術助作業＝良好な天然更新を図るために

行う地表かきおこし．刈払い，植込み等の作業
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（3）我が国林業の現状と問題点

ア林業生産活動

戦'l',戦後の大賊の木材供給が資源構成のゆがみを

拙き，今！｣の林蝿|ﾘ鼈活勤を制約している。さらに，

木材Ⅲi略の低迷，林業経営費の増嵩．林業労働力の減

少・高齢化等，林業経営を取り巻く環境は年々厳しく

なっており，このままでは，林家等の林業経営意欲が

一肘紙ドし，適切な森林幣備が行われなくなることが

懸念される。

今後の森林1鋤lliに:､11たっては，これまで造成された

人:1:,|'|《の適切な幣備が覗喚であるが，その主体をなす

間伐は，前述のとおり、その実施が停滞している。

このような状況に対応して，意欲的な林家や林業事

業体を中心として．経営堆盤の強化を推進し，林業絲

営を改善していくことが必要となっている。

さらに，各般の努力にもかかわらず．森林が良好に

保全椅理されず，その多面的磯能を有効に発揮しえな

い場合，保安林制度・分収林制度の活用，森林の公有

化の惟進等公的播理をさらに推進する必要がある。な

お、必喪な森林施業を推進し，森林を適正な状態に維

持するため．市III1村森林盤備計画にかかる森林法kの

一連の行政搬澗(IIillll村長の勧告，都道府県知事の調

停，裁定等）が通|聯適切にとられるよう，運用の強化

が|叉'られなければならない。

イ林業労働力，林業事業体

森林の適切な憐J1I!及び木材の褒定供給を図る上で労

|側ﾉJの育成確保は顛典な問題である。林業就業者は減

少・高齢化が一隅進んでいるが（注l).一方，近年，

林業への新規就業脅数については，皆年層において微

増傾向がみられる。

林業労働災害については、その発生件数は減少傾向

にあるが，林業労働の多くが傾斜地等労働環境が比較

的不利な場所で行われることなどから、発生頻度を示

す度数率は，他應業に比べると高い状況になっている。

森林llfr.造林業詳、素材生産業者等の林業事業体

(注2）は．その多くが小規模･零細であるため経営基

盤は脆弱であり、林業生産活動の停滞に伴う事業量の

減少など厳しい維鴬鰍境におかれている。

このような''1で、(1飛川IMI係の明確化及び安定化，

労働除険等への川人促進等の雇用管理の改善，②林業

労側災'f!;の防1k，振動|臓需対縦線の労働安全衛生対策

の惟進．などによる就労条件の改善を推進するととも

に，③新たに林業へ就業しようとする者の就業の円滑
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化，沙休業甥業体のII編．事業の共同化，生産性の向

l:.経営の多角化等経営基盤の強化，などの推進によ

る林業労働力及び林業事業体の育成確保などにつき総

合的に取り組むことが必要となっている。

(注1）休業就業衞数(111勢調査）

:139.862人(昭和60年(1985))→85.824人(平

成7ｲ|も(]995)）

尚齢化脂数（総数に対する50歳以上の者の比率）

：林業59.5%(IIfWI160年(1985))→69.0%(平成

7年(1995)）

余雌雄28.7%(IIWili60"(1985))→33.4%(､Iえ成

7年(1995))

(注2）林業覗業体の現況

森林l1合:1.395(平成9年(1997)3月31H現在),

作業班を有する森林組合：1.187(平成7年(1995）

3113111WA胃).

索材（丸太）生産業者:11.040,造林業荷：

1.378(平成6ff(1994)6月1H現在）

ウ木材の生産・加工・流通

木材鷺易のHIII化，国産材の資源的制約等により我

が国の木材供給脳に占める国産材の割合は低~ドの一途

をたどっている（注1）。

このような1'1，製材1場（注2）は，全体としては

依然、小規棋・零淵||で，木製1%の大城かつ安定的な供

給がM《|雌な状況にある。また、｜劉産材は，外材の流通

と比べ小規|蝋ロッ|､で多段階流通となっているものが

多い。

一方，木材利剛.上重要な位置を占める木造住宅につ

いてみると、近年、耐震性，断熱性，高気密性等の住

宅の性能が砿視されるようになっており，乾燥材，集

成材等品質が確保された水質建築資材の需要が増加し

ている。

このため．これらの需要動向を踏まえ，生産、加工，

流通,lii宅鯉設の関係肴が一体となって国産材の供給

体制を膿附していくことも必要である。また，このよ

うな需喫の変化に対応した加工利用に関する一層の技

術|淵発が必要である。

(注1）木材に|給率26.9％（平成元年(1989)）→20.5

％(､ド成7年(1995)）

(注2）製材工場数：1万4.028工場(平成8年(1996)

12月311-|現ﾊﾐ）



(4)山村の現状と問題点

1II"|寸(ti21)の人LIは我が国全体の411oに満たない

が．国l油i俄で47％，森林而積で61％を占めている。

国土の大半をlliめる森林の管理や林産物の供紛が，わ

ずかな人｢|で朧成されるlll卜､Iの人々 に担われてきたこ

とを号えれば,111､|,1･とそこで生計を営む人々 の役割の

人ききが綴識される。

111吋は，維済の職i座成長,:#II'17化の進行等の1|!で，

浩年l闇を'|!心として人｢1減少が続いており，過疎化．

i笥齢化が進↑jしている。また，都市部に比べて道路，

生活喋境施設等の＃|会資本の整備が厳ち遅れているこ

と，就業の場が少ないことに加え，地域の活性化を朧

進する立場にある巾l111村の財政基鱸が弱いことなどが，

地域満ﾉﾉの低1fの大きな要悶となっている。さらに，

人｢1の減少．澗齢化だけでなく，人々の生活の購成単

位である集落内の|lt'帯数の減少等により，集落磯能の

低ドがみられるなど，lIl付の維持が危倶されている。

一方,111村の雑幹的産業である農林業は，収益性の

低ド，労働力の減少・尚齢化等極めて厳しい状況に直

面しており，従来l11村住民を中心として担われてきた

森林の幣術が適切に行われなくなっている。

｜|本のト|会IW変化,lll,|;､1.の変化，第一次産業の変化

等の中で，Ill付の人々の伝統的堆耀活動によって支え

られてきた従来ﾉ式の森林の維持管理が|氷l難となって

きている現在，森林の維持管理に癒要な役割を果たし

ている山村に対しての対簾を一隅推進する必要がある。

このため，森林を維持管理する担い手の定住化のため

の施策を総合的に展|淵していかなければならない。

まず,ll1村の聡幹的産業である農林業の経営安定化

を図るとともに，・次産品としての農林産物の尚付加

価値化のため，腱林産物加I誰の1I1村内成立を図る必

要がある。さらに，近年,#KIIjと山村との交流が増大

してきていることを蹄まえ，腱林家民宿等の第三次熊

業の振興を|叉|り，地域の実情に応じ，第一次，第二次，

第三次熊業のバランスのとれた連携と発展をI叉|り，い

わゆる腱林業の第六次産業化（注2）を推進する必喫

がある。

これらの取組みと併せて,III村の集落機能を維持す

るため，地域の実情に応じ，｜芙療，文教等の施設，｜弓

水道，集落排水施設等の基本的な生活環境施設の適IE

な整備等総合的振興策が識じられる必要がある。

(注1)r山村｣二l11村振興法に基づく振興1l1村の区域

（蕊準林野率75％以上）
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振興III吋の数:1.195

(注2）節,‘f次雄業一第・一次×第二次×第三次唯業

生産（第一次産業)、加工（第

次産業)，流通。サービス（第

次雁業)が厳いに連携した総合卿

業

(5)森林整備に対する取組み

ア我が国における森林整備の取組み

脱がIwIの森林は，先人が費川と労働を投じてきた朧

史と伝統の雌物であり，その結果として，世界的にも

I鮒い森林率と人工林率を誇っている。

森林は占くから遷都，寺社の建立，築城等により，

洗廃とI可復の歴史を繰り返してきた。

近代以降でみると，明治初期には，幕末の動乱に加

え，地Wl1改llなどで士地が乱売され，森林が荒廃した。

さらに，史|蟻も荒廃した時代とされる明治の後半に

は，ノ〈水害が続出し，これにより．河川法(明治29年

(1896)),砂防法(明治30年(1897))、森林法(明沿30

{li(1897))のいわゆる治水三法が制定された。

終戦後は，戦和資材及び戦災復興資材の供給のため

大賊に生じた伐採跡地が原|klとなり，得地に洪水が多

発し，’1<||:保全が緊急の課遮となった。このため，全

国械樹祭をはじめとする植樹運動が全国的に行われた。

このような通勤が，荒廃した森林をlnl復させ，水普防

ll二に寄与し，また，無降雨期の川の水.瞳を増加させた

ことは，数々の事例で示されている。

災有林，腿I肖林合わせ1．000万haに及ぶこの造林

は，昭和の大造林として特筆されるべきであり，こう

した中，国有林はとりわけ大きな役割を果たした。例

えば北海道の根釧原野や襟裳岬の荒廃地の森林造成に

よって枡岸の魚介類の回復に貢献したり、足尾銅I11の

鉱窯によって荒廃した森林の復元を推進していること

などがよく知られている。

現〈l;,我が陸Iの森林資源整備は，造成の段階から，

成熟していく費源を健全な状態に育成し，術環させる

段ﾙにきている。

このため、「森林資源に関する基本計画」（平成8年

(1996)ll)-l29H閣議決定)においては，森林資源の‐．

胴の質的充実と公読的機能の一層の発揮にI則けた森林

盤附の方向が提示された(注)。今後は，民有林，国有

林を問わず，森林の儀能に応じた森林整備，公統的磯

能の発揮のための施業（長伐期施業，育成複屑林施業，

間伐，択伐を堆本とした天然生林施業等）の推進が必

伸業技術No.6651997.8



54

要となる。同時に，施業に必要な林道等の整備を推進

するとともに，必要に応じて治山施設等の整備を図る

ことが亜要である。

また，このような森林整術の推進のためには，流域

管理システムによる民有林・国有林--体となった取組

みの一肘の充実強化が必要となっている。

TTO等の国際機関で活発に議論されている。

我が陸lにおいても，このような国際的な動きを踏ま

え，森林経営者，木材産業界，消群者等による積極的

な対応が必要である。

(注）「森林に関する原則声明」における森林経営の基

本的理念

森林資源及び林地は現在及び将来の人々の社会的，

絲済的，生態的，文化的，精神的なニーズを満たす

ために持続的に経営されるべきである。これらのニ

ーズは，木材，木製品，水，食糊，飼料，医薬品，

燃料，住居，雇用，余暇，野生生物の生息地，景観

の多様性，炭素の吸収源・貯賊源といった森林生産

物及びサービスを対象とするものである。

「森林資源に関する基本計画」の概要

r持続可能な森林経営」をめざした森林の質的

充実

公益的機能の発揮をより重視

森林総合利用の推進と都市･ll1村交流の活性化

｜二|標達成のため，①｢水土保全｣を重視，②｢森

林と人との共生」を重視，③「資源の砺環利用」

を璽視，の3つの方向で森林盤備を惟進

(注）

］

２
３
４

ウ今後のあるべき方向

(ｱ）以上のような現在の森林・林業を取り巻く国内及

び国際情勢の変化と今後の経済社会の発展方向に対

応した森林整備のあるべき方向は，

①持続7!1J能な森林経営の一脾の推進に向けて，森

林資源の質的充実や公益的機能の発抑をより重視

するとともに，

②残が国の森林資源が成熟していく!｜'で，環境面，

健康面で有益な素材である木材の利用推進により

国産材供給の増加を図ることであろう。

(ｲ）この場合，次の点に特に留意する必要がある。

①森林の有する多面的機能の中で重点的機能に着

目してその特長を伸ばすこと

「森林資源に関する基本計両」においては国民

の理解と参加が得られるよう，その整伽の方向と

して「水土保全｣，「森林と人との共生｣，「資源の

循環利用」の3つの方向を示している。今後の森

林擢備の課題は，主として「水土保全」や「森林

と人との共生」を図るべきr環境財」としての機

能と，主として｢資源の循環利用」を図るべき「経

済財」としての機能との調和にある。

なお，国有林については，平成5年度(1993)か

ら機能類型別に管理経営を行っているが，今後，

民有林・国有林一体となって「森林資源に関する

基本計画」において示された森林盤備の推進方向

にMIIした森林の機能区分や森林整備を推進する必

要がある。

②流域ごとの総合的森林整備を一畷推進し，流域

の特性を考慮すること

なお，森林資源の一層の質的充実の見地から，

樹木を人為的に植栽したかどうかによる人工林，

天然林という森林区分を，植栽，保育等の人為的

な育成の程度及び森林の階隔柵造に応じて，育成

単l曹林，育成複層林，天然生林という森林区分に

変更している。

イ国際的な取組み

1992年6月，リオデジャネイロで｢陸l連環境開発会

議(地球サミット)」が開催され，地球環境問題に対す

る行動計画をまとめた「アジェンダ21」が採択され

た。森林に関しては，この中に「森林減少対策」が盛

り込まれるとともに，森林の取扱いに関する初めての

世界的な合意である「森林に関する原則声明」（注)が

採択された。これ以降，世界各睡|，各地域で，持続可

能な森林経営の達成に向けて，持続可能な開発委員会

(CSD),森林に関する政府間パネル(IPF)等の

様々な国際的取組みが活発に行われている。

低|際熱帯木材機関(ITTO,本部機浜市）では，

｢胸暦2000年までに持続可能な経営が行われている森

林から生産された木材のみを貿易の対象とする」との

｢西暦2000年'三I標｣を明記した新協定が1997年1月に

発効し，その達成のための取組みを強化している。

水材の認証・ラベリング制度は，持続可能な経営が

行われている森林から生産された木材及び木材製品で

あることを，ラベルを貼付することなどにより証明す

ることで，消費者の選択的な購買を促し，持続可能な

森林経営の推進に寄与しようとするもので，現在,I
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我が国の河川の多くは，森林におおわれた上流

域の水源地から発生し，やがて中・下流域をうる

おし，ついには海にいたる。このように，森林と

河川とは・体としてとらえられるべきものである。

上流域と!'!．｜く流域は河川で縦に結ばれ，そこに

現在の流域雌位の生活が営まれている。

11本ﾘ‘烏はi!fi北に長く，樹極も多く，またその

地勢は流域ごとにそれぞれ特性がある。今後の森

林磐備に当たっては民有林,l玉|有林を問わず、流

域の特性を反映した森林計画が流域住民の自主性

を尊亜して総合的に策定，実施される必要がある

このことにより治水関係者及び下流域住民との協

ノJ関係による森林整備を期待することができる。

なお、こうした観点から，必要に応じて，現在の

流域の区分についても見直しを検討する必婆があ

る。

勘司酸化炭素の固定化による地球温暖化防止はも

とより，生物多様性の保全，森林生態系の生唯力

維特，‐|話蝋攻び水資源の保全等のため，森林の特

続的経衡に関する国際的取組みに積極的に貢献す

ること

特に、地球温暖化問題は，将来lit代を含めた人

類の生存雄盤を脅かしつつある。温暖化の原|火iで

ある二酸化炭素を固定化するための手段として、

森林の造成及びその適切な管理は有効であり，今

後一厨その電要性が増すものと考えられる。この

ことについて，国民の理解を得ていく必要がある。

型国民参加による森林整備を図ること

今日，森林への関心は，森林づくりへの参加と

いう形で，森林所有者だけでなく，流域に居住す

る水の利IIWf,良好な森林環境の受益者であるTIj

民等に広がっており，今後その傾向はますます職

まるものと思われる。

このような意識を持った人たちが今後の森林轆

備にどのように関わっていくかが大切であり，ボ

ランティア添動を含め，国民参加による森林終備

を図ることが重要である。

3国有林野事業の現状等に対する認識

(1)国有林野事業の現況等

睡|有林野事業において櫛理経営する面識は,|¥I土而

積の約2割，森林而砿の約3割に当たる761万haに

及んでいる。

一一

nb

この国有林野事業は，国有林の管瑚及び経営に必要

な経磯を林産物販売収入等の事業収入でまかなう独立

採算制の下，いわゆる企業特別会計により運営されて

きており，現在,14常林(支)局,264営林署,1万5

千人の要員で管理経営を行っている。

(2)国有林の管理経営の歴史

ア明治から第2次大戦まで

江戸時代，藩有林は，木材の供給・備蓄，藩財政へ

の寄与とともに，治山治水の思想のドに管理経営され

た。

陸I有林は，明治2年(1869)の版籍奉還により，この

ような藩有林を承継したことにより成立した。明治9

年(1876)から，山林所有区分を明確化する官民有区分

が地租改正（明治6年(1873))に関連して実施され，

国有林の境界が確定し,明治14年(1881)に農商務省山

林ﾉ局jの所管となった。現在見られる国有林分布の地域

的Ⅲi在は，この時点におけるIII滞有林の多寡，各藩の

勢ﾉ差，経済的発展の地域差などから生じたものであ

る。

また，これら版籍奉還，官民有区分等の過程におい

て，’'1来からの慣習に根ざす入会地や，所有をめぐる

紛争が全国各地で発生し，今I貢Iまで国有林が地域のも

のという意識の定着がみられない一因となる等，長く

しこりを残すこととなった。

明治19年(1886)から22年(1889)にかけて、内務省

所管の北海道国有林，宮内省帝室林野局所管の御料林

がそれぞれ分離成立した。

明治32年(1899),農商務省においては不要な国有林

を民間に払い下げ，その資金により，森林を盤伽する

|型l有林岬特別経営事業が行われた。事業終~rの大正10

年(1921)までには約78万haが払い~Iくげられ，この

収入により，国有林の造林，林道，森林保全の各種事

業が実行されるとともに，値林，伐採に関する施業案

(現在の森林計画)の編成が行き渡った。これにより造

成された資源は，国有林野事業において優良資源とし

て利用されてきた。

大正4年(1915)，盤商務省は#｢史蹟名勝天然記念物

保存法」（大正8年(1919))や｢国立公園法」（昭和6年

(1931))に先駆け，「保護林設定二関スル件」(II1林局長

通牒）により保護林制度を定めた（注1）。

また，大正9年(1920)からは，市町村の雑木財産造

成のため，公有林野において国有林の資金による森林

幣備を実施する公有林野官行造林事業(注2)が開始さ
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れ，終戦までに約217Jhaの造林が実施された。

第2次世界大戦中においては，戦争のため木材の大

最伐採が行われた。

(注l)保護林制度＝学術の研究，貴重な動植物の保

護、風致の維持等を目的として，区域を定め，禁

伐等施業の制限等特別な管理経営を行うことによ

り，森林を保護する制度。平成元年(1989)には，

「森林生態系保護地域｣の設定等を含む保護林の11j

編・拡充を実施。

(注2）公有林野官行造林事業＝公有林野‘富行造林法

（大正9年(1920)法律第7号)に基づき，公有林野

等の所有者と契約を締結して，収益を分収する条

件で国が行う値栽,保育の事業｡1両I法は昭l136年

(1961)に廃止され、新たな植栽は停止。現在は既

造林地の保育が行われている。

イ戦後から昭和40年代半ばまで

昭和22年(1947)の林政統一により,腱林省山林局所

管国有林，内務省北海道庁所管国有林，宮内省帝室林

野局所管御料林が，農林省において一元的に所管され

ることとなり，現在の国有林野事業として管理経営さ

れることとなった。

この時に,r特別会計の運営に当たっては,特に従来

の粗放なる経営方法に検討を加え事業能率を増進せし

め，一般会計への繰入れの増加をはかり，財政の再建

に資することとする」と閣議決定されている（注1）。

終戦直後は，国有林でも災害防止のため戦時中の大

量伐採の跡地造林が緊急の課題となり，積極的に造林

が行われた。また，戦後の復興期には食糊の増産のた

め，農地として約40万haの国有林が売払われた。

昭和30年代に入り，高度経済成長期を迎えると，木

材需要は急激に増大しilli格は高騰した。戦後の経済混

乱から未だ完全に立ち直っておらず，外貨準備高が乏

しく，外材輸入の体制が整備されていなかった当時と

しては．国産材を増産することによって旺磯な需要に

対応せざるを得ず，特に陰l有林に対しては，その供給

力の増大が各方面から強く要請された。このため，国

有林においては，成長の遅い広葉樹林を成長の旺盛な

人工林に転換するなど森林の生産力拡大をI-I的とする

｢国有林生産力増強計画』（昭和32年(1957))，造林技

術の集約化及び向I皇による成長壁の増大の見込みを織

り込んでさらなる増伐を目的とする「木材増産計画」

(昭和36年(1961))を策定した。これらの計測により
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|卦"林は成長恥の2倍から3倍に及ぶ伐採を行い,llfl

和39年(1964)には，峨後最多の2,3247ym3の伐採を

行った。成長蹄を上li'lる伐採は,II"1140{li代､|4ばまで

続いた。呪祢，I型|有林の森林資源描成は，侃育･III1伐

段階のものが人工林の大半であるが，このような資源

的制約を招いたのは，この間の伐採に起因している。

同時に，哨伐を実行するために，ノ<賊の要員を抱える

こととなった。

また，この間は，収支が好調に樅移したことから，

その余ﾉ]を民ｲｲ林振興に振り向ける措悩がとられ，公

有林野等官行造林事業(注2)や陸I土保全のための趾行

保安林の買入れのほかに，腱林漁業金融公庫及び森林

開発公団へのll1資，民有林関係公共事業財源への充当

等|到家財政へ寄与した。

(注l)「国有林政の統一に|%lする予算kの措悩」(II"1l

22年(1947)1月8II閣議決定）

(注2)昭和31年(1956)，公有林野'富行造林法の改硴に

より，水源林造成事業が対象とされ，法維の名称

に「等」が加えられた。

ウ昭和40年代半ば以降50年まで

昭'140年代半ば,公害の多発が大きな社会問題とな

ったことを背景として環境に対する滕l民の意識の変化

がみられ，森林のもつIJ1･|:の保全，自然鰍境の保全形

成等の公益的機能発揮への要請が急速に問まった。こ

れへの対応として昭和48年(1973)｢国有林野における

新たな森林施薬」（林野庁長官通達)が定められ，皆伐

施業における伐区の縮小分散及び保謹樹,勝の砿充，F｜

然環境保全のための保護林の増設等きめ|||かな施業か

行われることとなった。

また、この'1#期,昭和39年(1964)までに行われた木

材貿易の完全自由化の影響等から外材の'輸入が徐々に

増加してきた。特に，昭"1146年(1971)のニクソン･シ

ョックを契機とした|Vの切り上げ，その後の変動ｲ;11場

制への移行（昭和48年(1973))のドでプラザ合葱（昭

和60年(1985))等により,為替|;｢I場が円高薙調になった

ことは，製AA輪人餓の増加と木材仙格低迷の火きな嬰

因となった。加えて，昭和48年(1973)のオイル・ショ

ック以降，請継費が増謝し，民侮林，朧Iｲi林を問わず

その経営環境は非常に厳しいものとなった。

エ昭和50年代以降現在まで

国,筒林野事業においては，前述した要閃にﾉjilX.,"



境保全への対応等から伐採鼠を減少せざるを得ず，一

方，これに見合った事業運営の効率化や要員規棋の縮

減が並行して進まなかったことなどから，財務状況が

急速に悪化し，昭和50年度(1975)以降，毎年度,損失

が発生するようになり,昭和53年度(1978)以降は累職

欠損金が生じる事態に陥った。また，昭和51年度

(1976)から造林，林道事業等に財政投融資資金を導入

した。

国有林野事業の経営悪化に対処するため,昭和53年

(1978)に「国有林野事業改善特別措置法」が制定され，

これに基づき，農林水産省は「国有林野事業の改善に

関する計画」を策定し，国有林野事業の経営改善に着

手した。

以後，4次にわたる改善計画の下に，収支均衡を回

復（独立採算）することを目的として，収入の確保，

造林，伐採等の作業の民間実行の徹底，要員の縮減，

組織機構の簡素化等自主的改善に努力するとともに，

改善期間における特別措置として一般会計からの繰入

等所要の財政措置を講じ，経営改善に努めてきており，

現在,平成3年度(1991)から平成12年度(2000)までを

改善期間とする改善計画を実施中である（参考4，参

考5＝略)。

しかしながら，こうした要員の縮減，組織機榊の簡

素化等の自主的改善努力にもかかわらず，経営状況は

一層悪化している。

／ 、

事業運営の能率化昭和53年度→平成7年腱

立木販売比率……･…･…･………59％→68％

素材生産における請負比率………24％→61％
、 ノ

／

要員規模の適正化

定員内職員．．…

定員外職員…“

計
、

〆

、

昭和53年度期首→平成9年腰期首

･……34,742人→9,326人

．……30,263人→6,118人

65,005人→15,444人
ノ

、

組織機構の簡素化・合理化

昭和53年度→平成8年度

14営林局→9営林局5営林支局

351営林署→264営林署
、 ノ

（3）最近における財務の状況と収支の見通し

ア収支の状況

①収入面では，収穣量の大幅な減少や木材価格の

低迷等により，林産物収入が減少しており，地価

〆

57

の低迷等による林野・土地売払収入が減少傾向に

ある。

、

収稚量…・

林産物収入
、

平成3年度→平成7年度

1,012万㎡(100)→743万㎡(73)

1,688億円(100)→911億円(54）リ

／

、

〆

、

②一方，支出面では，人工林について育成途上の

ものが多く，保育（下刈，除伐，つる切り等）や

間伐等の適切な森林整備のための経費が不可欠で

ある。また，人件費の縮減は，退職手当の負担や

共済組合負担金もあって要員の縮減に比べ低い縮

減率にとどまっている。

平成3年度→平成7年度

要員数(年度期首）

31,098人(100)→19,894人(64)

人件費

2,599億円(100)→2,062億円(79)

うち給与経費

1,710億円(100)→1,203億円(70)

退職手当

448億円(100)→434億円(97)

共済組合負担金

387億円(100)→375億円(97)

、

ノ

③このため，収入総額から一般会計受入金及び借

入金を差し引いた自己収入額と,支出額との差(収

支不足額）は，拡大している状況にある。

平成3年度→平成7年度

自己収入額

2,314億円(100)→1,780億円(77)

＜うち経常事業部門＞

＜1,974億円(100)→1,217億円(62)>

支出額

5,888億円(100)→5,675億円(96）

＜うち経常事業部門＞

＜3,604億円(100)→3,110億円(86)>

収入不足額

3,573億円(100)→3,895億円(109)

＜うち経常事業部門＞

＜1,630億円(100)→1,894億円(116)>

、

ノ

④この収支不足を借入金で補ったことから，債務残

高が増加し，財務状況は一層厳しさを増している。
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〆

（

〆

、

〆

、
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平成3年度→平成7年度

債務残高（年度末）

2兆4,630億円(100)→3兆3,308億円(135)

＜うち経常事業部門＞

＜1,113億円(100)→7,461億円(670)＞

平成3年度→平成7年度

支払利子

1,443億円(100)→1,746億円(121)

＜うち経常事業部門＞

＜30億円(100)→279億円(916)＞

元本償還

869億円(100)→1,090億円(125）

計

2,312億円(100)→2,836億円(123)

＜うち経常事業部門＞

＜30億円(100)→279億円(916)＞

平成7年度支出総額に占める

支払利子の割合……．．…･…

元本償還の割合……．．…･…

支払利子と元本償還の合計

｡●｡｡ 31％

19％

50％

~、

ノ

、

ノ

、

ノ

(注）経常事業部門；平成3年に策定した現行の改善

計画においては，累積債務部門と経常事業部門とを

区分。累積債務部門とは，平成2年度までの借入金

の処置に係る部門をいい，経常事業部門とはそれ以

外の部門をいう。

イ損益の状況

損益についてみると,昭和50年度(1975)以降毎年度

損失を計上しており，平成7年度(1995)の損失は

1,318億円となっている。平成7年度(1995)末の累積

欠損金は1兆5,076億円と，平成3年度(1991)末の1

兆390億円に比べて1．5倍に増大している。

また，現在の財政措置を前提にした上で，一般の企

業会計における損益分岐点分析で試算すると，

①現在の固定費（注）を基に損益がバランスする

林産物収入は，現在の4倍強の4,500億円程度

②逆に，現在の林産物収入を基に損益がバランス

する固定費は，現在の5分の1強の500億円程度

となっている。

(注）固定費＝費用のうち，販売量に比例して発生す
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ると考えられる生産・販売関係の費用（変動費）を

除いたもの。主なものとしては，人件費，一般管理

費，支払利子，減価償却費が挙げられる。

ウ資産と債務との関係

一方，国有林野事業の貸借対照表における資産は，

企業会計の原則に従い，その取得原価（その資産の取

得又は製造のために要した金額）で評価することを基

本としており，平成7年度(1995)末の貸借対照表をみ

れば,資産合計6兆6,184億円に対し,負債3兆4,020

億円であり，資産が負債を上回っている状態にある。

ただし，この評価方法は，過去における資産取得の

ための支出額に基づくものであるため，その評価額は，

現時点における資産の収益力（例えば時価）と乖離が

生じ得ることとなる。

このため，保有資産について時価評価を行う等によ

り，実力ベースでの資産と負債とのバランス関係を見

ることが必要となるが，この場合次の二つの方法（注

1，注2）が考えられる。

第1の方法は，事業を終了し清算することを仮定し

た場合の資産評価方法（売却時価法）である。この場

合は，国有林野事業が保有する全ての資産を売却・換

金することを前提に売却時価で評価するとともに，負

担の可能性のある退職手当を引当金として負債に見積

ることとなる。この方法によると，全ての保有資産が

売却できれば，林地等の土地の含み益により債務の完

済が可能となり債務超過の状態ではないといえる（注

3)。

第2の方法は，事業の継続を前提に事業体の健全性

を重視するという観点から，資産について簿価と時価

のうち低い方で評価するという方法（低価法）（注4）

である。これによれば，林地等の土地及び立木のうち

天然林や31年生以上の人工林については簿価の方が

低いため簿価で評価し,30年生以下の幼齢木について

は時価の方が低いため時価で評価することとなる（注

5)。この試算の結果では，負債が資産にほぼ等しい状

態となっており，極めて厳しい財務状況が示されてい

る。

(以上の関係については，別表1参照）

(注1）いずれの方法においても，禁伐区域の立木に

ついては，伐採による投資資金の回収ができない

という意味で，ゼロ評価としている。

(注2）いずれの方法も，現時点における資産の収益



力を現在の市場取引価格に基づき評{IIIするもので

ある。このため，現在の市場取引価格としてはと

らえられておらず，したがって収益要因とならな

い（いわゆる「外部経済」である）森林の有する

公益的機能の価値は，評価されていない。

なお，森林の有する公益的機能の{illi値について

は，代替法（当該機能に代替する機能を有する私

的財の価値に置き換えて評価する方法）による評

価が可能な水資源のかん養等の6機能に関し，国

有林・民有林全体で年間約39兆円（平成3年

（1991)時点）という試算もある。

(注3）立木については人工林・天然林，主伐・間伐

別の販売実績単価，林地については山林素地価格

で評価するとして試算した場合。

(注4）将来の退職手当については，第1の方法と同

様負債として見積っている。

(注5）幼齢木について，今後の成長量を見込まず，

間伐で売れるもののみを現在の間伐の販売実紙単

価で評価して計算すれば，資産の評価額が負償の

額を若干下回るという結果となる（別表1の第2

の方法の試算A)。

また，幼齢木について，今後の成長壁を勘案し，

将来の主伐期における予想材職に現在の主伐の販

売実績単価を乗じ，それを現在illi額に割り戻して

計算すれば，資産の評価額が負債の額を若干上回

るという結果となる（別表1の第2の方法の試算

B)。

エ収支の見通し

一定の仮定条件（注）をおいて今後の収支の試算を

行うと次のとおりである。

（別表2参照）

（ｱ）経常事業部門

これまでの収入の大宗を占めていた林産物収入は，

森林整備方針の転換，資源的制約等により，収稚戯

が大幅に減少し，平成10(1998)～12(2000)年度にお

いては，年平均350～370億円程度と見込まれる。こ

れに，貸付料等，治山勘定受入等を含んでも，自己

収入は年平均660～680億円程度と見込まれる。

一方,事業支出は,年平均2,050～2,090億円が必

要となると見込まれ，これに利子・償還金640億円

がさらに必要となり，造林，林道事業等への一般会

計繰入（平成9年度(1997)予算ベース310億円）が

ないと仮定すれば，全体の収支差は年平均でマイナ
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ス2,040～2,060億円に及ぶものと見込まれる。

同様に,平成10(1998)～22(2010)年度までの試算

をすると,収支差の累計は,マイナスで約2兆3,000

億円となるものと見込まれる。

（ｲ）累積債務部門

利子･悩還金は，平成10(1998)～12(2000)年度に

おいて，年平均2,770億円となる一方，収入は，林

野・土地売払い等収入がバブル期のようには見込め

ず5300億円程度となる。債務対策への一般会計から

の繰入（平成9年度(1997)予算ベース265億円）が

ないと仮定すれば，全体の収支差は年平均でマイナ

ス2,480億円となるものと見込まれる。

同様に，平成10(1998)～22(2010)年度までの試算

をすると,収支差の累計は,マイナスで約2兆7,000

億円となるものと見込まれる。

（ｳ）全体の推移

以上のように，平成10(1998)～22(2010)年度まで

の収支差の累計は，マイナスで約5兆円に及ぶ。こ

れを仮に全額借入金で充当すると，平成22年度

(2010)末の債務残高は，借入金利の動向にもよるが，

7～8兆円と，極めて危機的な状況となる。

なお，平成9年度(1997)末現在3兆7,000億円の

債務残高について，何らかの財源措置により約定ど

おり利子・償還金を返済したと仮定したとしても，

平成22年度(2010)末において約1兆2,000億円が

残ると見込まれる。

(注）仮定条件

1収入

（1）収稚蛍については，「森林資源に関する基本計

miJに基づく森林整備，林産物価格の低迷等によ

る収稚対象林分の減少，自然保護への対応等を考

慮することから，相当の間，大幅に減少。木材価

格も近年横ばいであり，平成7年度(1995)実績を

ベースにアップ率は横ばい又は微増。

（2）貸付料等は，平成7年度(1995)実績で推移。

（3）一般会計繰入,借入金は,平成10年度(1998)以

降ないと仮定。

（4）林野・土地売払い等は，バブル期前の実績で推

移。新規事業は見込まず。

2支出

（1）要員は，平成12年度(2000)末1万人とし，それ
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までの間は一定の減少率で，その後は1万人で推

移。

※現行改善計画のもとで，平成7年12月に，

平成12年度末の目標要員規模を1万人規模とす

ることとした。

(2)事業的経賀の過半は，総収穫量と連動。残りは

間定。

(3)利子・悩還金については，平成9年度(1997)末

借入金残高3兆7千億円を約定に基づき償還。

(4)過去における施策の評価

今後の匡|有林野事業の改革案を策定するに当たって

は，これまでの施策についての適正な評価，ないし，

国有林野事業が危機的な状況になった原因が究明され

なければならない。

国有林野事業が行ってきた各般の施策において，評

価できるのは次のような点である。

①その時々の時代の要請に応え，大量の木材供給

を行うとともに，積極的な造林により，資源造成

に努めたこと

②木材供給により地元木材産業の振興に寄与する

とともに，伐採，造林，林道等の事業実行により

地域住民の就労の場を提供したこと

③収支が好調に推移していた時期には，民有林の

林業等の振興のため，官行造林事業，民有保安林

の買入れ，森林|淵発公団への出資等を行ったこと

④無秩序な開田，開畑及び都市のスプロール化に

よる森林減少を防止するとともに，白神山地や屋

久島など原生的な森林生態系を保護してきたこと

⑤林業機械化，林木育種，治山などの分野におい

て，国有林の有するまとまりのあるフィールドと

その擁する技術者により，技術の開発・普及に貢

献してきたこと

これに対し，木材貿易の自由化及びその後の円高の

進行により，外材に対する国産材の競争力が低下した

という日本林業全体の問題はあったものの，次のよう

な点で国有林を巡る情勢の変化への対応が遅れ，その

結果，国有林が現状のようになったという問題点があ

る。

①戦争遂行，戦災復興，経済成長対応という時代

の至上命題や赤字対策のための自らの収入確保の

必要性があったとはいえ，臨時的措置であるべき

成長塗を上回る伐採を長期間にわたり実行し続け

たことなど，森林の持続的経営の面で問題を残し
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たこと

②拡大造林（天然林を伐採した跡地や原野などに

植栽すること）により，造林適地とは言えない高

標高地にまで主として針葉樹による人工造林を実

施し，各地に成育の悪い造林地が発生したにもか

かわらず，方針変更までに時間を要したこと

③昭和30年代の事業規模の拡大等に伴い拡大し

た要員規模を，その後の事業規模減少に連動でき

なかったこと，特に直接雇用の現場作業を主体と

する事業実行から民間実行への転換が遅れたこと

④陸I有林野事業改善特別措置法という時限法の制

定により，昭和53年度(1978)以降,一般会計から

の繰入規定を入れて一般会計資金を導入するとと

もに，一般会計資金の対象を拡大してきたが，国

有林野事業の財務事情の悪化のテンポに比べ，一

般会計繰入れの拡大のテンポが遅かったこと

⑤木材価格や地価の低迷等による自己収入の減少

を補うため，林業利回りが低下しているにもかか

わらず，その時々では最も優遇されたものだった

とはいえ，林業利回りを上回る金利の長期借入金

（財政投融資資金）に依存し続けたこと

⑥業務運営全体を通じて簡素・効率性に対する配

厳が欠けていたこと

⑦国民に対する情報開示や，経営への国民参加が

これまでは必ずしも適切ではなかったこと

4国有林野事業の抜本的改革の方向

(1)国有林野事業の抜本的改革の基本的考え方

現在の財務状況及び今後の収支の見通しを踏まえれ

ば，現行の改善計画に基づく経営改善努力を行ったと

しても,目標である平成12年度(2000)までの経常事業

部門の財政の健全化等の達成が危倶される状況となっ

ており，将来にわたって国有林野事業の使命を果たし

ていくことが困難となっている。このため，国有林野

事業の抜本的な改革を行うことが必要である。

これまでの国有林野事業においては，開かれた国有

林をめざした努力がなされてきているものの，これに

ついて必ずしも広く国民各層の理解と支持を得てきた

とは言い難い。

今回の抜本的改革に当たっては，国有林を｢国民の」

共通財産として，「国民の参加により」かつ「国民のた

めに」管理経営し，国有林を名実ともに「国民の森林」

とすることである。



このような考え方にたって，

（変化への対応）

第1に，国民のニーズの変化に対応し，森林整備の

目標を木材生産機能重視から，国土・環境保全等の公

益的機能重視に転換し，変化に対応した新たな管理経

営及び会計・経理のあり方について検討する。

（総合性の確保）

第2に，森林の管理が総合的に実施され，流域内の

森林が民有林，国有林を合わせて一体となってその機

能が最大限に発揮されるようにするため，流域単位の

森林管理を基本とし，流域の自主性を尊重し，流域ご

とに特色ある森林管理を進める。このため，流域ごと

に森林施業，森林の保全，森林の利用と負担について，

民有林と匡I有林関係者，治山と治水関係者，上流住民

と中・下流の受益者との連挑を強めるシステムを構築

する。

（簡素・効率性の確保）

第3に，現在，政府において，行政改革等の改革が

進められようとしており，国有林野事業の抜本的改革

に当たっても，官民の役割分担等国が担うべき役割を

踏まえ，国有林の使命を果たし得る管理経営の方式，

最小限の簡素かつ効率的な組織・要員の下で国有林の

管理経営を行うこととする。

（信頼性の確保）

第4に，国有林を国民に身近なものとし，その管理

経営について，国民からの信頼性を確保するため，

①情報開示，流域関係者の意見反映等管理経営に

ついて透明性と説明責任を確保する。

②国有林関係者は森林について地域住民とともに

勉強するという意識に立って，国有林を広く国民

の利用に供するとともに，ボランティア活動を支

援するなど，森林整備に国民の積極的参加を求め

る。

(2)国有林野事業の果たすべき役割

ア今後の役割

（ｱ）公益的機能の発揮

国土の保全，水資源のかん養，環境の保全，保健

休養の場の提供等森林の公益的機能の発揮について

は，地球環境保全や生物多様性の確保の観点からも，

国民の期待の高まりを背景に，今後ますます重要と

なるものと考えられる。

我が国森林の3割を占める国有林は，民有林に比

し急峻な奥地脊梁山地や水源地域に多く存在し
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(注)，また原生的な天然林を多く有するとともに，

広域にわたって賦存するものが多い。

このような点を踏まえ，今後，国有林の管理経営

に当たっては，公益的機能の発揮を一層重視した森

林整備を行う必要がある。

(注）国有林の標高別の面積比率

400m未満：国有林18%,民有林82%

1,000m以上：国有林62%,民有林38%

傾斜別の森林分布

傾斜30度以上の面積割合：国有林36%,民有林26%

保安林率：国有林52％，民有林26％

（ｲ）林産物の供給

地球的規模での環境保全意識の高まり，開発途上

国の経済成長等は，長期的にみれば世界の林産物需

給に影響を及ぼすものと想定される。このような中

で，世界有数の木材輸入国である我が国としても，

持続可能な森林経営を行い，森林資源の充実を図り

つつ木材資源備蓄的な役割を果たしていくことが求

められている。

国有林のうち，資源の循環利用を重視する森林に

ついては,公益的機能の発揮を考慮しつつ,特に民有

林からの供給が期待しにくい樹種の供給を含め，計

画的・持続的な木材供給に努めることが必要である。

（ｳ）地域振興への寄与

国有林は，今後，我が国の森林・林業施策の展開

の基礎となる流域管理システムの中で，民有林と協

力して，多方面にわたり，地域へ貢献することが期

待される。

国有林は，これまで，国有林野事業の諸活動とこ

れに関連する地域の産業活動等を通じて，農山村地

域における雇用の場の提供等地域振興に寄与してき

た。しかし，今後，国有林からの木材供給量の減少

が見込まれる中で，国有林が果たす役割も変化せざ

るを得ない。したがって，事業実行の稲|遡的な地元

への委託や，森林空間の総合利用等国有林の多様な

利活用の推進を図る等地域の社会・経済の要請にき

め細かく対応することが必要である。

イ国有林野事業の役割の明確化

今後の国有林の役割は，上記アに掲げた役割，とり

わけ公益的機能の発揮という役割を担っていくことが
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必要である。しかしながら，これまでの国有林野事業

に係る法律制度は，主として，国有林野事業特別会計

法，国有林野事業改善特別措置法等で国有林野事業の

会計処理や経営改善のための諸措置を規定しているに

過ぎず，衝理経営に係る事項は主に国有林野経営規程

(腱林水産省訓令)に規定されているにとどまっている

など，国有林野到喋の目的，国有林の管理や整備の方

針等が法制度上必ずしも体系的に明らかとなっていな

い。|鷺|有林が「腱l民の森林」であるという認識が生ま

れにくい一因はこの点にあると考えられる。

今後，国有林野事業の抜本的改革の方向に即した新

しい総合的な法制度を検討する中で，国有林野事業の

目的や国有林の管理や整備の方針を法制度上体系的に

明確にすることを検討する必要がある。

(3)今後の国有林の管理経営主体とその業務

前述の抜本的改革の基本的考え方や，国有林野事業

の果たすべき役割を踏まえて検討した今後の国有林の

靜理経営主体とその業務についての考え方は，次のと

おりである。

ア民間に任せるべき分野と公的主体の担う分野

国有林問題の解決に当たり，公的主体と民間との関

係を考える場合，公益性尊重の原則に配慮しつつ，公

的主体と民間との連携を保ち，民間で実施可能なもの

はできる限り民間に委ねることとする。この場合の対

応としては次のとおりである。

（ｱ）民間に任せるべき分野

a民間企業等に林野，土地を売却する考え方

①我が国の林業を巡る情勢の悪化から管理不十分

な森林の増加が問題となっている中で，公有林化

が進められている状況にある。また，公益的機能

の発揮がより重視されてきている今H,国有林の

土地や立木を原則としてすべて民間に売却する考

え方は，実現可能性に乏しく，国民の支持も得ら

れにくいと考えられる。

②ただ，国有林の一部について，森林施業計画の

樹立及び実行の実績からみて信用のおける林業を

営む民間企業，個人等から買受けの希望がある場

合は，虫食い的にならないなど公益的機能の発揮

に支障を及ぼさない限り，売却をすることが適当

である。この場合，孤立小団地等であって森林と

して存侭する必要のないものは別にして，売却に
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当たっては，将来にわたって森林の機能が損なわ

れないような歯止め等（条件違反の場合の買い戻

し条件付き売却等）を検討する必要がある。

b国が国有林を出資して株式会社を設立する考え方

①国が国有林を現物出資し，全額国庫出資の株式

会社を設立することも考えられるが，国有林の管

理や灌備の方針を木材碓産重視から公絲的機能龍

視に転換しようという時に，企業的な利潤の追求

をI粟Iる株式会社による所有管理では，国民の支持

も得られにくいと考えられる。

②また，公益的機能を重視した森林整備の費用を

広く関係者から集める見地から，国が主たる出資

者となりながら，利害関係者の出資を受けたり，

国が保有する株式を公開する方式も考えられるが，

林業利回りが低い現状では，相当長期間にわたり，

国以外の出資者は期待できず，また近い将来，株

式の売却も極めて困難であると思われる。

c国の土地所有の下で，経営を民間に委託する考え方

①すべての国有林の経営を民間に委ねることにつ

いては，公益的機能の高度発揮がより重視されて

きている今日，a①と同様の問題がある。なお，

一個の効率性確保の観点から，国有林の一部の経

営を民間に委託する方法等について，さらに検討

する必要があると考えられる。

②経営権を共有する形態である分収造林等は，立

木の処分に係る事務は国が行うものであり，国有

財産法上の問題がなく，森林経営への国民参加の

促進，民間活力の導入等の観点から，秋極的に活

用すべきである。

③レクリエーションや自然観察，教育などの分野

については，貸付等により民間の事業実行を考え

ることができる。

d国の所有管理の下で事業の実施を民間に委託する

考え方

造林，伐採，林道整備等の事業の実施は，これまで

も民間実行を進めてきたが，市場競争原理による－1闇

の効率性確保の観点から，全面的に民間に委せること

が必要と考えられる。

(ｲ）公的主体の担う分野

公益的機能の発揮が強く要請され，かつ，その鮠囲



が広域にわたる森林の管理経営については，公的分野

の関与が必要であると考える。

特に，奥地脊梁山地や水源地域に多く存在する国有

林は，このような観点から，公的所有を行うことが必

要な森林の割合が高い。

国有林の有する多様な森林，まとまりのあるフィー

ルド等は，民間では提供が困難なものであり，これら

を活用した森林の研究，技術開発，研修は，その重要

性を増すものと考えられる。このため，森林の公益的

機能についての研究を深めるとともに，資源の循鰍利

用を図る森林については，産学官協力の下に，現場に

即した試験研究，技術開発に努め，民間林業者の模範

となる森林経営（モデル林の展示等）を行い，技術の

積極的普及を図る必要がある。

これまでの森林に関する研究成果は，陸I内の森林管

理の実務に十分反映されていないという批判もあり，

森林を管理する人材の実践的研究・研修の場として，

今後国有林を活用する必要性は大きい。

イ国と地方公共団体との関係

公的主体の担う分野のうち，国と地方公共団体との

関係について整理する必要がある。この場合，地方公

共団体の意向を踏まえるとともに，必要な条件幣備に

ついて検討する必要がある。

(ｧ）森林を地方公共団体に移管する考え方

①原則としてすべての森林を地方公共団体に移櫛

することについては，広い面職を有する国有林の

環境保全的利益は地方公共団体の区域を超えて広

範に及ぶことから適切でなく，例えば複数県にま

たがる基幹的な森林や水源かん蕊上重要な水系に

ある森林などについては，引き続き鬮が管理経営

することが適当である。

②一部の森林を地方公共団体に移管することにつ

いては，地方公共団体（複数の地方公共団体の場

合を含む）で特定の国有林について譲渡を希望す

るものがあれば，磯極的に対応すべきである。例

えば保健休養林や上水道のための水源林などが考

えられる。

(ｲ）地方公共団体に管理経営を委ねる考え方等

①一の地方公共団体の中で完結する流域内の森林

のうち当該地域の利害に直接影響する森林につい

ては，関係する地方公共団体が国有林の管理経営
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に参加し得るシステムを検討する必要がある。こ

の場合，国有林を国が所有したまま地方公共団体

にその管理経営を委託する場合には，民間委託と

類似の問題があり，その可能性も含め制度上の検

討が必要である。地方公共団体等に管理経営を委

ねる場合でも，単独の地方公共団体だけでなく，

複数の地方公共団体，第3セクター，国と地方公

共団体との共同方式のような形態の検討も併せて

必要である。

②いずれの場合においても，地域の実情等に応じ

た形態等を検討する必要がある。

ウ国の機関の間の調整

①国有林においてはこれまで環境保全行政との連

携，調整が強化されてきた。

国立公圃等内の国有林については，環境保全部

門へ移管すべきであるという意見がある。このこ

とについては，環境保全行政の円滑な推進に資す

る面はあるものの，他方で,(i)森林は，自然環境

の保全だけではなく，国土保全，水資源のかん養

等多面的な機能を，共通のものとして備えている

こと,(ii)仮に，一部の国有林を移管する場合,2

以上の国の機関が所有する国有林が入り組んで所

在する場合に，非効率な管理経営となるおそれが

あること,(1ii)森林の整備のためには,適切な森林

施業や，山火事防止，病害虫防除等の総合的な森

林の管理経営が必要不可欠であること等の問題点

もあり，引き続き十分な検討が必要である。

こうした観点から，国立公園等内の国有林につ

いて公益的機能を発揮しつつ，適切に管理経営す

るため，森林行政と環境保全行政との連携を一層

強化する方策，環境保全部門との共管とする方策，

国立公園管理のあり方(地域制公園(注1)である

国立公園制度の中で，国立公園内に存在する国有

林について営造物公園(注2)的管理を行うか，な

ど）等についてさらに検討する必要がある。

②森林の造成を通じて水資源のかん養や，土砂の

流出を防ぐ治山事業と，河川における洪水等によ

る災害を防ぐ治水事業（砂防事業，河川事業，ダ

ム事業等）とは，国土保全施策として森林から河

川まで流域を総合的に整備する等密接な関連を有

していることから，それぞれの役割分担の下，今

後一層の連携を図っていく必要がある。

③さらに，森林の公益的機能の一層の発揮の観点
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から，治山治水，自然環境等を機能的に一元的に

所管する森林に関する総合的行政機関を設置する

ことについて行政改革の論議の中で検討すべきで

ある。

(注1）地域制公園：土地の所有に関係なく一定の条

件を有する地域を公園として指定し，風致景観の

保護のため各種行為の規制を行う方式

(注2）営造物公園：国立公園の目的を達成するため

に公園当局（国）が土地を専有する方式

(4)国有林の管理経営方式

上記の検討を踏まえ，国が管理経営を担うべき分野

については，以下の方向で対応すべきであると考える。

ア森林の機能別区分による管理経営

今後，国有林の管理経営は，公益的機能の発揮をよ

り重視した森林整備を進めるため，流域ごとに森林の

有する次の3つの主たる機能に応じた森林の整備を一

層推進する必要がある。

①「水土保全」を重視した森林整備（国土の保全，

水資源かん養等の機能の高度発揮のための育成複

層林施業,長伐期施業,間伐の促進等の森林施業）

②「森林と人との共生」を重視した森林整備（自

然環境の保全や森林空間利用の促進のための保全

管理や択伐等の森林施業）

③「資源の循環利用」を重視した森林整備（公益

的機能の発揮に留意しつつ，木材生産のための効

率的な伐採，造林等の森林施業）

また，森林の機能別区分に応じた管理経営を行

う場合，森林の機能別区分に応じた部門別収支計

算を行い，費用負担を明確化する必要があるとと

もに，国民の理解を得るため，計画樹立段階にお

いて，地域住民に公開し意見を求めること等によ

る国民参加を求めることが必要である。

イ合理的・効率的な管理経営を行う経営主体，経営

方式

国有林は我力討国の奥地脊梁山地をはじめとして，広

範囲に所在する国民共通の財産であり，国有林の適切

な管理経営（森林司法警察制度（注1）もその一手段

として制度化されている）を通じて公益的機能の一層

の発揮を担保するという観点から，基本的には国が責

任を持って管理運営することが適当である。
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この場合，森林の育成には長期間を要するので長期

的視点に立った管理経営を行う必要がある。また，流

域の特性に配慮しつつ，新しい森林整備の推進の方向

と効率的な行政の展開に沿って，組織全般にわたり大

幅な簡素化・合理化を図るとともに，営林署などの現

場組織は流域を単位に再編整備を行い，国の業務は，

保全管理，森林計画，治山等の業務(注2)とし，事業

の実施は全面的に民間に委託する必要がある。

さらに，地域の中に溶け込んだ組織として機能する

ため，組織の長等の長期在勤等や現場組織への権限の

委譲等組織内の分権化の推進が必要である。

なお，現在，行政改革会議において，中央省庁の再

編の基本的あり方として，政策の企画・立案部門と実

施部門の分離が論議されているが，このような論議も

念頭に置きつつ，効率的，効果的な業務運営を行い得

る組織のあり方について検討を深める必要がある。

(注1）森林司法警察制度＝｢司法警察職員等指定応急

措置法」（昭和23年法律第234号）に基づき指命

された営林局署職員が，国有林に関する森林窃盗

等の犯罪に限り，捜査活動を行うことを認められ

ている制度

(注2）保全管理；巡視,病虫害防除等の森林保全や国

有財産管理などの業務

森林計画；森林の調査や計画策定などの業務

治山；山地災害防止等のための調査，計画策定や

事業の発注・監督などの業務

ウ流域管理，地域との連携，担い手の育成

国有林の管理経営に当たっては，流域の特性に応じ

た流域管理システムの中で，国の民有林行政，地方公

共団体の森林行政と連携を図り，森林整備，国土保全，

地域振興等，適切な役割を果たす必要がある。

このため，

①流域管理システムの運営に|際しては，流域を単

位として，民有林と国有林が連拙をとりながら木

材生産を図るとともに，森林の公益的機能の一層

の発揮が図られるよう，一体的管理を行うことと

する。

現在，流域別の森林計画のうち，民有林につい

ては都道府県知事が，国有林については営林(支）

局長がそれぞれ作成することになっているが，上

記の目的を達成するため，地域の実情に応じて民

有林，国有林を包括した流域ごとの一体的な森林



計画を作成することについてその可能性を含め検

討する必要がある。

以上の森林計画の作成，森林の維持管理の実施

に当たっては，上流の森林所有者のみならず，治

水|fl係満，ド流の利水関係者，都市住民などの参

加を求め僻るような仕組みを検討する必要がある。

また，流域における森林資源の把握に努め，例

えば，森林の機能別分類といったような情報の把

握と|州示を行う必腿がある。

②実際の流域の分類にあたっては，都道府県内の

郡市IIII村行政区域を蕪準にして分割されているが，

上下流の関係のないものも含まれており，地方公

共剛体の意見を参酌しつつ，実質的に上下流の関

係のあるものに再編する必要がある。

また，都道府県境にある流域については，対岸

の他県の地方公共団体との協力体制の整備を含め

た流域管理を推進すべきである。

③流域管理システムの推進のため，国民の信頼と

多様な要請に的確に応え得る人材の育成と適切な

人事微:理システムを構築することを検討する必要

がある。

④さらに，一・般林政施鱸との連携の~ドで，雁用管

理の改善，労側安全衛生対策の推進等就労条件の

改善を推進し，流域における森林整備の担い手と

しての森林組合等の林業事業体の育成強化に努め

るとともに，これらを通じて，林業労働力の育成

確保に努める必要がある。

エ事業運営

前述のように|割の業務は民間では担えない必要最小

限のものに限定し，伐採，造林等に係る事業は，地域

の実情等を踏まえつつ，民間事業体等に全面的に委託

する必要がある。

その際，受託事業体が，計爾的かつ効率的に受託ji

業を実施できるよう，年度を越えた契約の締結可能性，

伐採，搬111,造林等の事業を一体的に行い得る方式の

導入を検討する必要がある。

伐採，造林等の事業実行に係る契約については，流

域管理システムの下で，現地実態や技術等を踏まえつ

つ，継営基盤のしっかりした林業事業体を育成する観

点と競争原理がより機能する方向で改善に努める必要

がある。

林産物販売等については，安定的な需要を確保しつ

つ，需要の変化に対応した弾力的な木材供給をlxIるこ
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とが砺要である。そのためには，計画的な販売を行う

一ﾉjで，効率的かつ弾力的な販売が可能となるよう，

競争原理がより機能する方向で改善に努める必要があ

る。

オ会計制度及び森林整備のための財政措置

木材{llli格の低迷，林業経営費の増樹等林業経営の条

件が年々厳しくなっている中で，国有林は,I:1然保縦

への対応蝉による伐採鼓の減少，木材111i格の低迷等か

ら僻入金が増大するなど財務状況は極めて厳しい状態

となっている。さらに，今後，公益的機能を一卿亜視

した森林符理に転換していくことを前提とすると，収

茄確保の困難な公益的機能の高度発揮を重視する森林

を含めて独立採算制で管理経営している現行の企業特

別会計制度は，そのあり方を見直す必要がある。これ

については，前述の改革案と表裏一体をなすべきもの

であり,llｲ政構造改革の考え方を踏まえた上で,Ifl有

林の森林整附のための財政措置のあり方などにつきl陥

広く検討すべきである。

なお，’五|民共通の財産であり，かつ，長期的視点か

ら経岱を行う必要のある国有林の財務の内容をわかり

やすくかつ明確にする観点から，会計・経理のあり方

について検討するとともに，森林の機能別賦分に応じ

た部門別収支の明確化，長期収支見通しの策定及びそ

の実絨の公表を行う必要がある。

力受益者負担等

森林盤術に係る費用の負担に当たっては，まず公益

性に係る受益の対象が特定できる流域単位を基本とし

て受雑者負拠を考えることが適当であり，下流地域と

の連挑により，森林幣備を図るシステムを椛築すべき

である。

このため，

①流域.噸位に「基金」を造成し，‐ド流地域からの

拠IIIを受け入れ，森林整備資金として活用するこ

とを検討する。

②ド流域市町村ないし住民の国有林分収造林・分

収育林制度(注1)の活用による水源林の設定を拙

進する。この場合，受益者負担を伴う森林盤備に

ついて下流域住民の意見が反映されるような仕組

みを幣備する必要がある（注2)。

なお，国民の理解を得て，森林整備に活用でき

る税Mｲ源等も検討すべきである。
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(注1）国有林分収造林制度＝契約に基づき,|劉有林に

国以外の者が造林し，造林された樹木の伐採時に

国が販売し，その販売収益を国と造林者で分収す

る制度

国有林分収育林制度＝契約に基づき，凶行林に

おける生育途上の樹木を国と国以外の者とで共有

し，伐採時に国が販売し，その販売収茄を分収す

るもので，陸lが国有林の提供と育林を，国以外の

省力管林費用の負担を受け持つ制度

(注2)A県B市での取組み（水道水源保全基金):

水道使用鐘111fにつき1円を上乗せし,C川流域

の森林整備等の事業を予定

D県での取組み（水源の森林づくり瓢業）：‐・

般財源のほか，梁民からの寄附，県営水道$礫会

計からの資金等による水源の森林づくり事業

キ国民の参加

国民共通の財産であるI對有林の管理経営は，これま

でのように単に林野庁だけが担うものではなく，国民

に開かれたものとする必要がある。

近年，国民の間に森林終備に自ら参加したいという

意識が高まりつつあり，ボランティアによる森林盤IIli

の取組みがみられるようになっている。このようなボ

ランティア組織の活動を支援し，その参加を求めるこ

とにより森林整備を図っていくことを検討すべきであ

る。この場合，森林ボランティアと行政は，一定の緊

張関係を保ちながら相亙的な協力，遮桃|典I係を締んで

いく必要がある。

また，陸I民参加に当たっては，都市と腱l11村を締ぶ

交流の中で推進する方策も検討する必要がある。

ク情報開示と国民関与・外部監査のあり方

国有林野事業の抜本的改難に当たっては，所要の財

政措置，すなわち一定の|封民負担を求めざるを僻ない

と考えられることから，情報の開示を職種的に行い，

国民に対する説明寅任を果たすことが不可欠である。

具体的には，計画策定に当たって広く国民の意見を聴

くとともに，長期収支兇通しやわかりやすい財務諸炎

の公表，国有林の管理経営の方針を審議する委員会等

の設置，当該委員会等への|到民参加の手法等を検討す

る必要がある。

ケ組織・要員のあり方

組織については，従来の組織機構にとらわれず，前

林業技術No.6651997.8

述のように，国有林を適切に管理経営していく上で簸

も簡素で合理的な組織とする必要がある。

要員についても，今後の事業運営のあり方，業務等

を踏まえて，国有林の適切なかつ合理的な管理経営を

行う上で，必要最小限の規模とする必要がある。

このような方向を踏まえ，組織機構の再編や要員規

模の計画的な縮減等更に徹底した経営の改善合理化を

すすめる必要がある。

(5)累積債務処理

ア累積債務対策の必要性

平成7年度(1995)の国有林野事業の財務状況をみる

と，歳入に占める借入金比率は56％,歳出に占める利

jx･償還金比率は50%となっている。さらに，平成8

年度（1996）末の債務残高は3兆5千億円，平成8年

度(1996)の元利償還は3千億円と，毎年度，おおむね

2千億I'jずつ債務が増加しているところであり，国有

林野蛎業の管理経営上放置できない状況にある。また，

前述の平成7年度(1995)末の資産と負債のバランスの

試算のうち厳しい方の見方では，負債が資産にほぼ等

しい状態となっており，財務は極めて厳しい状態にあ

る。（別表1）

このため，確実かつ円滑な元利償還を実施し，債務

の縮減を行うことで，国有林野事業の健全な運営を確

保し，その使命が十全に果たされるようにするととも

に，新たな管理経営体制においては今後債務を累増さ

せないような効率的な経営管理とすることが緊急の課

題である。

イ債務処理対策

累職償務残高の増尚とともに年々の元利償還所要額

も増大の一途をたどっており，今後の収支の見通しに

ついては，資源の状況が厳しく収入が大幅に減少する

こと等の事情も加わり，自助努力のみで債務の元本・

利子を返済することは困難な状況が予想される。

このため，債務処理については，

①資産の売払い等（土地等資産の処分益等により

憤務を返済）

②将来の林産物等の販売収入（現在，生育途上に

ある人工林の伐期到来による伐採収入により債務

を返済）

による可能な限りの自助努力を行うとともに，前述の

改革案及び財政構造改革の考え方を踏まえた上で，債

務の累増の防止，さらには債務の本格的処理のあり方
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についてもI隔広く111急に検討する必要がある。 術のﾉj針等について所要の規定を整備する必要がある。

また，！↓』期||標の設定による管理･評価や公正･中立・

透明な視点に立った業務運営を行うため，経営計画，

長期収支見通し及び財務諸表の策定・公表，計画及び

長期収支見通しの達成状況の公表等を法制度上位置づ

けることも重要である。

なお，立法措置を誰ずる際，要員調整対策，経営安

定対策，これらに伴う財政措置等一定の経過期間中の

対策につき，所要の描置を講ずることを検討する必要

がある。

‘鰐菫譽謡策定
前述の国有林野事業の改雌の方向に即し，陸1打林野

事業改善特別措置法の取扱いを含めi劇有林野事業に|卿

する諸法制について検討を加える中で，国民参加の下

に国有林の管理経営が行えるよう，新たに総合的な立

法措置を講ずることを検討する必要がある。

その中で、国有林野事業の1胃1的，国有林の管理や盤

〆

、

／

(参考1）

林政審議会委員

[林政審議会会長］

[会長代理］

専門調査員

林政審議会委員及び専門調査員名簿

（平成9年7月9日現在）

古橋源六郎

秋山智英

飯塚昌男

岸康彦
北村又左衞門

久我一郎

後藤康夫

佐々木惠彦
佐藤栄佐久

鈴木芳雄

高木郁朗

千葉一男

富山和子

松本康子
米倉智

伊藤滋

大西和男

日下部甲太郎
近藤徹

湯浅利夫

吉田和男

国家公務員共済組合連合会理事長［部会長］

国際緑化推進センター理事長

全国森林組合連合会会長理事

前日本経済新聞社論説委員
日本林業経営者協会副会長

全国木材組合連合会会長

日本銀行政策委員

日本大学生物資源科学部教授［部会長代理］
福島県知事

国際建設・林産労組連盟日本協議会議長

日本女子大学家政学部教授

王子製紙株式会社取締役相談役
評論家

労働保険審査会委員

全国町村会副会長(三重県河芸町長）

慶應義塾大学大学院教授

経済団体連合会農政問題委員会森林部会会長

国立公園協会会長
水資源開発公団総裁
自治総合センター理事長

京都大学経済学部教授

(注）林政審議会森林･林業基本問題部会は,上記の林政審議会委員及び専門調査員
計21名で構成される。

(参考2）林政審議会森林・林業基本問題部会の審議経過

平成8年11月1日○林政審議会森林．林業基本問題部会の設置
(1996）

11月20日第1回○森林・林業．山村の現状と動向

○国有林野事業の現状と課題
12月10日第2回○参考人からの意見聴取(1)

林業技術No.6651997.8

、
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、
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、

平成9年1月24日第3回○国有林の果たすべき使命と役割

(1997）

2月19日第4回○参考人からの意見聴取②
2月24日第5回○参考人からの意見聴取⑧

3月4日第6回○国有林の管理経営のあり方等

3月18日第7回○国有林の管理経営のあり方等
4月15日第8回○論点整理

4月22日第9回○論点整理

4月24日第10回○参考人からの意見聴取(4)

5月8日第11回○自由討議
5月15～16日第12回○現地調査

○参考人からの意見聴取(a

6月5日第13回○中間報告に向けての意見交換

6月12日第14回○中間報告に向けての意見交換
6月27日第15回○中間報告（素案）
7月9日第16回○中間報告（案）

／ （参考3） 林政審議会森林・林業基本問題部会参考人名簿

、

第1回（第2回部会

国土保全

諸外国の国有林

諸外国の国立公園

林業経営

第2回（第4回部会
地方自治体

公有林経営

企業的林業経営

第3回（第5回部会

自然保護

行財政改革

林業公社経営
試験研究

第4回（第10回部会

国有林所在市町村

林業・木材産業

労働組合

第5回（第12回部会

現地調査における
流域林業関係者

林業技術No.6651997.8

平成8年12月10B)

太田猛彦（東京大学農学部教授）
手束平三郎（林政総合調査研究所理事長）

油井正昭（千葉大学園芸学部教授）
山縣睦子（林業家）

平成9年2月19日）

杉浦正行

黒田昭

山本晴雄

斉藤敬文
甘利敬正

平成9年2月24日）

奥富情

奥野正寛

齊藤光市
大貫仁人

(愛知県安城市長）

(宮崎県西都市長）

(北海道林務部道有林管理室長）

(山梨県林務部技監）
(王子製紙株式会社専務取締役）

(日本自然保護協会理事長）

(東京大学経済学部教授）
(岩手県林業公社理事長）

(森林総合研究所長）

平成9年4月24日）

川端一義（青森県大畑町長）

米子宏一（北海道木材協会会長）

西場信行（三重県森林協会会長）
有馬宏（九州国有林林業生産協会会長）

小塚茂（全林野労働組合中央執行委員長）
池上功（巳本林業労働組合中央執行委員長）

平成9年5月16日）

粥川眞策（岐阜県加子母村長・加子母村森林組合長）
含地正春（岐阜県萩原町長）

中島紀子（東濃ひのきの家ブレカット協同組合専務理事）
牧野義則（つけち創工社社長）
宮地省一（岐阜県林政部長）
住靖（全林野付知営林署分会委員長）

ノ

、

ノ



〆

、

(別表1）

区分

土地

立木竹

（材積勘定）

（造林仮勘定）

（樹木・立竹）

その他の資産

資産計(a)

長短借入金

退職手当(引当金）

その他の負債

負債計(b)

差引(a-b)

資産と負債との関係

(一定の前提の下における試算）

(単位：億円）

貸借対照表

価額

(平成7年度末）

第2の方法

3,340

59,625

（24,819）

(34,042)

（764）

3,219

66,184

33,308

712

34,020

32164

第1の方法

38,833

36,136

（34,088）

（1,284）

（764）

3,219

78,188

33,308

2,325

712

36,345

41,843

試算A

3,340

26,867

（24,819）

（1,284）

（764）

3,219

33,426

33,308

2,325

712

36,345

△2,919

試算B

3,340

35,726

（24,819）

（10,143）

（764）

3,219

42，285

33,308

2,325

712

36,345

5,940

(注)1．第1の方法＝事業を終了し清算することを仮定した場合の資産評価

方法

2．第2の方法＝事業の継続を前提に事業体の健全性を重視するという

観点からの資産評価方法

①試算A=幼齢木について，今後の成長量を見込まず，間伐で売

れるもののみを現在の間伐単価で評価して計算

②試算B=幼齢木について，今後の成長量を勘案し，将来の主伐

期における予想材積に現在の主伐単価を乗じ，それを

現在価額に割り戻して計算（平成7年度末現在の財投

貸出金利(3.4％)で割戻し）

3．材積勘定＝天然林及び原則として31年生以上の人工林の立木資

産を経理する勘定

4．造林仮勘定＝原則として30年生以下の人工林の立木資産を経理す

る勘定

5．樹木・立竹＝宮行造林地の立木等

69
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／（別表2） 一定の前提の下における今後の収支の試算

、

〕経常事業部門

区分

収入

自己収入

林産物収入

貸付料等

>hlll勘定より受入

林産物収入

貸付料等

>hlll勘定より受入

一般会計より受入

借入金

支出

事業安出

人件費

事業的経費

利子・償還金利子・償還金

収支差

平成7年度

（実績）

3.110

1.220

910

150

160

390

1,500

3,110

2,840

2.060

770

280

0

10～12年度

（年平均）

660～680

660～680

350～370

150

160

2,690～2730

2,050～2,090

1,390～1,400

670～690

640

△2,040～△2､060

13～17年度

（年平均）

740～790

740～790

430～490

150

160

2,490～2590

1680～1.790

1,070～1,130

610～660

810

(単位：億円）

18～22年度

（年平均）

910～'1,040

910～1,040

610～740

150

160

2480～2,680

1,740～1,950

1,070～1,180

670～760

740

△1,750～△1,800141.570～△1,640

経常事業部門の平成22年度までの収支差の累計は△22,700～△23,380億円

林産物収入,人件費,事業的経費に幅があるのは,木材価格や人件費等について上昇率を見込まない

場合と見込んだ場合(林産物1.5％，人件費1.0％，事業的経費1.0％)の試算を行ったため

累積債務部門

区分

収入

｜林野.土地売払い等

一般会計より受入

借入金

支出

資産売払経費

利子・償崇令

収支差

平成7年度

（実績）

2,210

560

180

1,470

2,570

10

2,560

4360

10～12年度

（年平均）

300

300

2,780

10

2,770

△2,480

13～17年度

（年平均）

300
-

300

2,590

10

2,580

△2290

(単位：億円）

18～22年度

（年平均）

300

300

1,940

10

1,930

41,640

・累積債務部門の平成22年度までの収支差の累計は,427,060億円

注1）平成9年度末見込み36,620億円の債務残高を，何らかの財源措置により約定どおり利子･償還

金を返済したと仮定した場合の平成22年度末債務残高は11,860億円

注2）経常事業部門と累積債務部門の平成10年度(1998)～平成22年度(2010)までの収支差の累計は，

△49,760～△50,440億円

注3）仮に上記収支差の累計を借入金で充当すると，平成22年度末債務残高は次の通り

①金利270%(H9.4.9現在金利)の場合71,850～72,630億円

②金利4.10%(過去3カ年の平均金利)の場合78,140～78,960億円
⑧金利5.06％(過去10カ年の平均金利)の場合82,900～83760億円

林業技術No665199f8
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図書お申込害
ご注文をいただき次第、
必要書類とともに発送
いたします。

小社の「出版案内」を
無料でお届けしており
ます。必要な方はご一

報ください。

園

3
五

FAXO3(3268)5261
画/橋本陽子

ふるさとの森
とともに罧業自書f
好評のマンガ林業白書シリーズ第
3弾。今回は木造住宅

部づくりがテーマ450円

建設省住宅局木造住宅振興室監修

21世紀の地域住宅産業
－木造住宅の新たな展開方向一

【目次から】地域住宅産業の現状と構造改革の方向
／タイプ別・地域住宅産業の将来イメージ／地域住
宅産業の新しい技能者像と育成方向……ほか
I地域住宅産業の購造改革に向けて－木造住宅
生産の歩みとこれから－/11地域住宅産業の構
造改革と新たな展開一建築審議会行政部会報告
｢住宅市場の構造改革と住宅産業の新たな展開〈住宅
産業ビジョン>｣抜粋一／Ⅲデータでみる地域住
宅産業のすがた／Ⅳ地域住宅産業の振
興に向けた施策・制度等･･･ほか2,200円 部

国土緑化推進機構編

緑の募金
そのすすめ方
「緑の募金」運動の仕組みや目的
をイラストを交えコン

部パクトに解説1,000円

ボンジョルノ/ギリス共著 渓畔林研究会編森林・林業を考える会編

粥か網本の森林・
林業1997

森林経営と
経済学篭巽方法
情報化時代に対応した数理的分析

蕊噺説｡ﾃ琵維部

水辺林の保全と
再生に向けて
豊かな生態系の保全に向けて、米
国国有林の水辺管理指

部針を初邦訳2,500円

森林資源、林業経営、木材産業の
最新状況をまとめたデ

部一タブック3,000円

国際林業協力研究会編木材産業を考える会編

訟売れる木
：売れない木
最新データと現状分析で急変する
住宅市場への対応策を
示す2,500円 部

ハイド/ニューマン共著

持続可能な
森林経営に向けて

森林経済学と
その政策への応用

環境保全と森林経営の両立をめざ
し、国内外の検討状況

部などを解説3,500円

持続可能な森林経営への道筋を描
く、世界銀行レポート

部の邦訳書2,500円

遠藤日雄ほか編著 成田雅美著 編集協力/林野庁

森林・林業・
木材辞典

転換期の
スギ材問題

森林経営の
社会史的研究

豊富な現地調査をもとに、
業界の生き残り策を示
した好評書3,000円

国産材

部

近世の山林経営事例を分析、
の森林経営を理解する
ための必読書4,200円

幅広く活用できるロングセラー1
3,000語余を解説。英訳

部付き。5刷2,500円

躰
部

おところ□□□－□■ おなまえ

おでんわ

淵
森と木と人のつながりを考える TELO3(3269)3911

FAXO3(3268)5261

〒162東京都新宿区

市ケ谷本村町3-26 ㈱日本林業調査会
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森林保全研究会編
A5判/526頁/本体価格3,800円(税別)/〒340

鹸近における国土の|淵発，都市化に伴う山地災害の防備の必要性の増大，良質な水の確保
や身近な緑の保全等に対する国民の要請の高まりなど，保安林を取り巻く状況が変化する
とともに，指定の目的に即して機能していない保安林が依然として存在しており，保安林
の指定及びその機能の確保が早急に必要となってきている。このため，保安林行政に係る
担当者はもとより，森林所有者をはじめ国民各層に，保安林制度の趣旨，内容等が理解さ
れることが望まれる。本書は，最新の内容のもとに改訂出版されたものであり，保安林の
手引書として広く活用されることを期待するものである。

林野庁林政部森林組合課監修/林業労働対策研究会編 森林施業計画研究会編
A5判/404頁/本体価格3,010円(税別)/〒380

森林施業計画制嘆の狙いは．姿定的．持統的な経営基盤の確立が図ら
れることにある。本幣は,森林所有者，森林･林業関係者が本制度を－1
分理解し，現行の森林施業計画制度を理解するための解説書である。

A5判/172頁/本体価格1,845円(税別)/〒310
林業労働力を確保していくためには，林業蛎業体の育成等を通じた労
働力硴保対策が賦要である。本書は，林業労働力確保法について，政
省令も含めて制喚の全体を体系的に明らかにし，Q＆A形式で解説。

lll新たな林業。 木材産業政策の基本材 策の墓 方向
－称業・木材産業の再生への処方垂から林野3法へ一

林野庁林政課・企画課監修
A5判/256頁/本体価格2,913円(税別)/〒310

低迷を続ける『1本の林業･木材産業の1Ij生･活性化のため「行政とはど
うあるべきか」林野庁艮官の購話を冒頭に掲戦。林業・木材産業の現
状・難題と林野3法案の関係を図表を用いてわかりやすく解説した。

一林業・木

東京大学名誉教授山口伊佐夫著
A5判/240頁/本体価格2,913円(税別)/〒310

水滅かん陸‘磯能について．森林整備との関係を計髄モデル化し、土地
利用計画への応Ⅱlに至る著者の森林水丈研究で得られた知見の集大成。
本書は，森林の機能を具体的に解明，森林のあり方について提示した。
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弊川の支柱及び当社開発の固定川タイ

ラップを使用しますと簡単にヘキサチ

ューブを投獄できます。
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(点郁研究所）
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啄典は仙桃催3年'二l、チューブの長さ2m
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保 安林の実務
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保安林の実務耐
扁赫痘全画買全董

林業労働力確保法Q＆A 森林施業計画の手弓’

応用山地水又字
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測る
あらゆる図形の座標.、職・線長（周囲長）・辺長を

圧倒的なコストパフォーマンスで簡単に同時測定できる外部出力付の一

ラニクスβ
測
定
ツ
ー
ル
の
新
し
い
幕
開
け

｜

P

検査済み±0.1%の高精度
ｸ啄蝿はスーパーブラニクスβの隙準タイプ

スーパーブラニクスβは､工場出荷時に厳格な検査を施して

いますので､わずらわしい誤差修正などの作業なしでご附入

されたときからすぐ±0.1％の高精度でご使用になれます。

ス
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β

使いやすさとコストを
’

’

コンビュタフレンドリィなオプションツール
追及して新発売！

16桁小型プリンタ、RS-232Cインターフェイスケーブル、

ワイヤレスモデム､キーボードインターフェイス､各種割I1

プログラムなどの売笑したスーパープラニクスαのオプショ

ンツール群がそのまま外部出力のために使用できます。

スーパープラニクスβ(ー ﾀ）

や外部出力付→
標準タイプ･…･

プリンタタイフ

¥160000

￥192000

（
ベ
ー
タ
）
登
場
。

’ ’測定操作が楽な直線補間機能とオートクローズ機能

r薑 、
豊富な機能をもつスーパープラニクス

の最高峰スーパーブラニクスα(ｱﾙﾌｧ）

スーパープラニクスαは、座標、辺長線長、

mi積、半径、図心、三斜（底辺、高さ、、積）、

角度（2辺長、狭角）の豊富な測定機能や、コ

ンピュータの端末デジタイザを実現する外部出

力を備えた図形測定のスーパーディバイスです。
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不可UVノ'l列〃1，画い耐久性ビニール表紙

(本体2,000円十税）〒実費●青森営林局・秋田営林局●定価（本体2,000円十税）〒実費●青森営林局・秋田営林局編集

●東北地方に生育する約500種の樹木の特性を、コンパクトにまとめた1冊／

●青森・秋田両営林局が長年にわたって収集した資料に、最新の知見を加味／

●内容は、科名・和名・学名・雌雄の別等・分布区域・生育場所・注記等からなる／

●取りまとめは、使いやすいB6判・見開き2ページの表形式／

●現場へも携帯しやすい、わが国初の東北地方の「樹木誌」／

[私たちの森林
'－－

■

●最新第5版相当の本書は、河原輝彦．鷲見

博史・垰田宏3氏による執筆／
●美しい図版160点余を配したビジュアルな

構成／

●森林の働きと社会．地球環境との結びつき
をわかりやすく解説／

o小学生高学年から中学生の児童．生徒向け
の記述ながら、家族みんなで読める／

骨

豆二一」全ニーニミノ
A5判108ページ／カラー

定価（本体971円十税)，〒実費
30部以上の場合は、送料は当協会が負
担します。

－－

［ 林
業
技
術

●ずばり、「小学生のための森林教室｣.／

●子どもらしいどうして？なぜ？に答えてく

れる小学生向けの楽しい1冊／

●子ども向けだからとあなどるなかれ、林野

庁監修の内容はしっかり者／

、

第
六
六
五
号

r可

●B5判64ページ／カラー
・定価（本体602円十税）
〒実費

●30部以上の場合は、送料は
当協会が負担します。

定
価
四
四
五
円
（
会
員
の
購
読
料
は
会
費
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
）
送
料
八
五
円

、『
プラス

大好評の100不思議+1は
詳店でお求めいただくか、直接東京書籍まで
ご注文ください。

森林の100不思議定価:本体981円(税別）

続・森林の100不思議定価:本体1,165円(税別）

森と水のサイエンス定価:本体1,000円(税別）

土の100不思議定価:本体1,000円(税別）

森の虫の100不思議定価?本体1,165円(税別）

熱帯林の100不思議定価:本体1,165円(税別）

森の動物の100不思議定価:本体1,165円(税別）

木の100不思議定価:本体1,165円(税別）

森の木の100不思議定価:本体1,165円(税別）

きのこの100不思議定価;本体1,200円(税別）

東京書籍株式会社謹艤請誹闇鵜郵
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蕊
森と木の質問箱

値－－－．ｼ､志一一Z一一…‐蕪

j森と木の質問箱I

お求めは､書名･冊数･お名前･連絡先（電話番号を
含む)･お送り先などを明記のうえ下記までどうぞ。

拙日本林業技術協会事業部

〒102東京都千代田区六番町7
TELO3－3261－6969FAXO3－3261-3044

ご注文は、FAXまたは郵便をご利用ください。
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